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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示面および上面を有する筐体構造と、前記筐体構造の内部において前記表示面および
前記上面に共に支持され前記表示面に垂直な方向の振動を前記表示面に伝えるとともに前
記上面にも振動を伝える振動素子とを有し、前記振動素子は圧電バイモルフ素子であり、
前記圧電バイモルフ素子はその長手方向において食い違う位置にてそれぞれ前記表示面お
よび前記上面に支持されることを特徴とする携帯電話。
【請求項２】
　前記圧電バイモルフ素子は前記筐体構造の内部において両端部分がそれぞれ支持される
ことを特徴とする請求項１記載の携帯電話。
【請求項３】
　前記圧電バイモルフ素子は一端側に端子部が設けられていることを特徴とする請求項１
または２記載の携帯電話。
【請求項４】
　前記圧電バイモルフ素子は、一端側に端子部が設けられるとともに前記端子部による重
心のアンバランスを補償する支持部で前記筐体構造の内部に支持されることを特徴とする
請求項１記載の携帯電話。
【請求項５】
　前記圧電バイモルフ素子の前記支持部は、前記端子部による重心のアンバランスを補償
するよう両端部の中央からシフトした位置にあることを特徴とする請求項４記載の携帯電
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話。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来種々の目的のために種々の携帯電話が提案されている。例えば、高騒音下でも明瞭
に聴取可能な携帯電話を提供するため骨伝導スピーカを採用し、この骨伝導スピーカとと
もに外耳道閉塞手段を備えた携帯電話が提案されている。(特許文献１)一方、骨伝導スピ
ーカの使用方法として耳珠に当接される振動面を耳珠との当接する圧力を手動操作により
調節することにより、外部騒音の大きさに合わせて軟骨導経由の音声情報と気導経由の音
声情報の伝達比率を変更することも提案されている。（特許文献２)さらに、骨伝導の振
動源として圧電素子を用いることも提案されている。また、携帯電話のためには、通話網
を介して音声通話可能な通信機器と無線通信可能に接続され、通話相手と通信機器を介し
て音声通話可能な無線通信機能付ヘッドセットが提案されている。（特許文献３）さらに
、携帯電話などから無線通信部に送られてきた映像情報をレンズに表示するディスプレイ
部や骨伝導イヤホンとマイクロフォンを有したオーディオ部が設けられた眼鏡型インター
フェース装置も提案されている。（特許文献４）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－３４８２０８号公報
【特許文献２】特許４５４１１１１号公報
【特許文献３】特開２００６－８６５８１号公報
【特許文献４】特開２００５－３５２０２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、携帯電話に関しては、さらに検討すべき課題が多い。
【０００５】
　本発明の課題は、上記に鑑み、より使用のしやすい携帯電話を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を達成するため、本発明は表示面を有する筐体構造と、主振動面が表示面に対
して傾斜するよう筐体構造に支持された軟骨伝導振動部とを有する携帯電話を提供する。
これによって、表示面に対して傾斜した方向から筐体構造に軟骨伝導のための振動を伝え
ることができる。
【０００７】
　本発明の具体的な特徴によれば筐体構造は主振動面に平行な傾斜表面を有する。これに
よって、表示面が顔に接触することによる汚れを防止しつつ傾斜表面を耳軟骨に接触させ
て効率良く軟骨伝導をえることができるとともに、携帯電話の表示面または背面からも振
動成分を得ることができる。より具体的な特徴によれば、筐体構造は表示面と直交する側
面を有し、傾斜平面は表示面に平行な面と側面との間に設けられる。これにより、傾斜面
は箱型の携帯電話を面取りしたデザインで設けることができる。
【０００８】
　他の具体的な特徴によれば、筐体構造は軟骨伝導振動部を包む円柱状の表面を有する。
これによって円柱状の表面および表示面または背面の任意の位置に耳軟骨を当てることに
より軟骨伝導を得ることができるとともに、表示面が顔に接触しない状態で円柱状の表面
を耳軟骨に接触させて効率良く軟骨伝導をえることができる。
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【０００９】
　さらに他の具体的な特徴によれば、筐体構造は表示面と直交する側面を有し、軟骨伝導
振動部における主振動面の振動が表示面に平行な面と側面に伝達される。これによって表
示面に平行な面と側面のいずれを耳軟骨に接触させた場合でも軟骨伝導を得ることができ
る。
【００１０】
　また、他の具体的な特徴によれば、筐体構造は表示面と直交する上面を有し、軟骨伝導
振動部における主振動面の振動が表示面に平行な面と上面に伝達される。これによって表
示面に平行な面と上面のいずれを耳軟骨に接触させた場合でも軟骨伝導を得ることができ
る。この場合、上面の振動は、表示面の顔への接触を避けつつ携帯電話を軽く耳軟骨に突
き上げる状態での接触、および、より強く押し上げて耳珠で外耳道を塞ぐことにより耳栓
骨導効果を得るのに好適である。なお、軟骨伝導振動部における主振動面の傾斜の例は、
表示面に対し３０度から６０度の間程度である。
【００１１】
　他の具体的な特徴によれば、軟骨伝導振動部における対向する一対の主振動面の両側か
らの振動が筐体構造に伝達される。これによって、軟骨伝導振動部の一対の主振動面の振
動が効率よく活用される。さらに具体的な特徴によれば、筐体構造は表示面と直交する側
面または上面を有し、軟骨伝導振動部における主振動面の両側の振動は表示面に平行な面
と側面または上面にそれぞれ伝達される。これにより軟骨伝導振動部の一対の主振動面の
振動が異なった方向の振動源として活用される。なお、一対の主振動面の振動を伝達する
位置は、主振動面の互いに対向した部分であってもよいが、互いに食い違う位置から表示
面に平行な面と側面または上面にそれぞれ振動が伝達されるよう構成してもよい。
【００１２】
　本発明の他の特徴によれば、筐体構造と、主振動面の一部に自由振動が許されるととも
に主振動面の他の一部が筐体構造内部に支持される軟骨伝導振動部とを有する携帯電話が
提供される。これにより、軟骨伝導振動部の振動の自由度の阻害を避けつつ効率よくその
振動を筐体構造に伝達することができる。
【００１３】
　具体的な特徴によれば、軟骨伝導振動部の中央部における主振動面が前記筐体構造に支
持されるとともに、軟骨伝導振動部の両端部における主振動面に自由振動が許される。支
持を行う中央部は軟骨伝導振動部の中央部であってもよいが、軟骨伝導振動部の実装時の
ふるまいが左右対称でないときは、これを補償するため、中心をずれた中央部において主
振動面が筐体構造に支持するよう構成してもよい。
【００１４】
　他の具体的な特徴によれば、軟骨伝導振動部の主振動面の複数部分が前記筐体構造に支
持される。より具体的は特徴によれば、軟骨伝導振動部の両端部における主振動面がそれ
ぞれ前記筐体構造に支持されるとともに、軟骨伝導振動部の中央部における主振動面には
自由振動が許されるよう構成される。
【００１５】
　本発明のさらに他の特徴によれば、筐体構造と、主振動面との間に振動伝導弾性体を介
在させて筐体構造内部に支持される軟骨伝導振動部とを有する携帯電話が提供される。こ
れにより、軟骨伝導振動部の振動の自由度の阻害を避けつつ効率よくその振動を筐体構造
に伝達することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　上記のように、本発明によれば、使用の容易な携帯電話が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例１を示す斜視図である。（実施例１
）
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【図２】右耳使用状態と左耳使用状態の機能を示す実施例１の側面図である。
【図３】実施例１のブロック図である。
【図４】図２の実施例１における制御部の動作のフローチャートである。
【図５】本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例２を示す斜視図である。（実施例２
）
【図６】本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例３を示す斜視図である。（実施例３
）
【図７】本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例４を示す斜視図である。（実施例４
）
【図８】実施例４のブロック図である。
【図９】実施例４の耳栓骨導効果に関連する構成を示す要部概念ブロック図である。
【図１０】図８の実施例４における制御部の動作のフローチャートである。
【図１１】本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例５を示す斜視図である。（実施例
５）
【図１２】図１１の実施例５における制御部の動作のフローチャートである。
【図１３】本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例６を示す斜視図であり、（Ａ）は
正面斜視図、（Ｂ）は背面斜視図、（Ｃ）は背面斜視図（Ｂ）のＢ－Ｂ切断面における断
面図である。（実施例６）
【図１４】図１３の実施例６における制御部の動作のフローチャートである。
【図１５】本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例７を示す斜視図であり、（Ａ）は
正面斜視図、（Ｂ）は背面斜視図、（Ｃ）は背面斜視図（Ｂ）のＢ－Ｂ切断面における要
部断面図である。（実施例７）
【図１６】図１５の実施例７における制御部の動作のフローチャートである。
【図１７】本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例８を示す斜視図であり、（Ａ）は
正面斜視図、（Ｂ）は背面斜視図、（Ｃ）は背面斜視図（Ｂ）のＢ－Ｂ切断面における断
面図である。（実施例８）
【図１８】本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例９を示す斜視図であり、（Ａ）は
正面斜視図、（Ｂ）は背面斜視図、（Ｃ）は背面斜視図（Ｂ）のＢ－Ｂ切断面における断
面図である。（実施例９）
【図１９】本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例１０を示す斜視図である。（実施
例１０）
【図２０】本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例１１を示す斜視図である。（実施
例１１）
【図２１】右耳使用状態と左耳使用状態の機能を示す実施例１１の側面図である。
【図２２】本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例１２を示す斜視図である。（実施
例１２）
【図２３】図２２の実施例１２における制御部の動作のフローチャートである。
【図２４】本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例１３を示す斜視図である。（実施
例１３）
【図２５】本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例１４を示す斜視図である。（実施
例１４）
【図２６】本発明の実施の形態に係る実施例１５のシステム構成図である。（実施例１５
）
【図２７】本発明の実施の形態に係る実施例１６のシステム構成図である。（実施例１６
）
【図２８】実施例１６のブロック図である。
【図２９】実施例１７のブロック図である。（実施例１７）
【図３０】図２９の実施例１７における送受話ユニットの制御部の動作のフローチャート
である。
【図３１】実施例１８における送受話ユニットの制御部の動作のフローチャートである。
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（実施例１８）
【図３２】本発明の実施の形態に係る実施例１９のシステム構成図である。（実施例１９
）
【図３３】本発明の実施の形態に係る実施例２０のシステム構成図である。（実施例２０
）
【図３４】本発明の実施の形態に係る実施例２１の要部側面図である。（実施例２１）
【図３５】本発明の実施の形態に係る実施例２２の上面図である。（実施例２２）
【図３６】本発明の実施の形態に係る実施例２３のブロック図である。（実施例２３）
【図３７】本発明の実施の形態に係る実施例２４のシステム構成図である。（実施例２４
）
【図３８】本発明の実施の形態に係る実施例２５のブロック図である。（実施例２５）
【図３９】実施例２５の要部断面図である。
【図４０】図１９における実施例１０の変形例を示す斜視図である。
【図４１】本発明の実施の形態に係る実施例２６の斜視図である。（実施例２６）
【図４２】図４１の実施例２６のブロック図である。
【図４３】図４２の実施例２６における制御部の動作に関するフローチャートであり、図
１０を援用してそのステップＳ４２の詳細として示される。
【図４４】本発明の実施の形態に係る実施例２８の斜視図および断面図である。（実施例
２８）
【図４５】実施例２８の第１変形例および第２変形例を示す断面図である。
【図４６】実施例２８の第３変形例および第４変形例の断面図である。
【図４７】本発明の実施の形態に係る実施例２９およびその変形例を示す斜視図である。
（実施例２９）
【図４８】本発明の実施の形態に係る実施例３０の斜視図および断面図である。（実施例
３０）
【図４９】本発明の実施の形態に係る実施例３１の縦断面図および横断面図である。（実
施例３１）
【図５０】実施例３１の第１変形例および第２変形例を示す断面図である。
【図５１】携帯電話に用いるのに適した圧電バイモルフ素子として構成された本発明の実
施の形態に係る実施例３２の斜視図である。（実施例３２）
【図５２】本発明の実施の形態に係る実施例３３およびその変形例の透視斜視図である。
（実施例３３）。
【図５３】実施例３３およびその変形例の外観斜視図である。
【図５４】本発明の実施の形態に係る実施例３４の透視斜視図である。（実施例３４）
【図５５】本発明の実施の形態に係る実施例３５に関する透視斜視図である。（実施例３
５）
【図５６】本発明の実施の形態に係る実施例３６に関する透視斜視図である。（実施例３
６）
【図５７】本発明の実施の形態に係る実施例３７に関する透視斜視図である。（実施例３
７）
【図５８】本発明の実施の形態に係る実施例３８に関する断面ブロック図である。（実施
例３８）
【図５９】実施例３８における携帯電話への軟骨伝導振動部固着の様子を示す背面透視図
および断面図である。
【図６０】図５８の実施例３８における制御部３４３９の動作のフローチャートである。
【図６１】本発明の実施の形態に係る実施例３９およびその各種変形例の断面図である。
（実施例３９）
【図６２】本発明の実施の形態に係る実施例４０およびその各種変形例の断面図および要
部透視斜視図である。（実施例４０）
【図６３】本発明の実施の形態に係る実施例４１の断面図である。（実施例４１）



(6) JP 6012146 B2 2016.10.25

10

20

30

40

50

【図６４】実施例４１の種々の変形例の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【実施例１】
【００１８】
　図１は、本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例１を示す斜視図である。図１にお
いて、携帯電話１は、表示部５等を有する上部７と、テンキーなどの操作部９および操作
者の口から発音される音声をひろうマイク等の送話部２３を有する下部１１からなり、上
部７がヒンジ部３によって下部１１の上に折り畳み可能に構成される。上部７には、操作
者の耳に音声を伝えるイヤホン等の受話部１３が設けられ、下部１１の送話部２３ととも
に電話機能を構成している。また、上部７には、携帯電話１をテレビ電話として利用する
場合において表示部５を見ている操作者の顔を写すことができるとともに、自分撮りの際
にも利用される内側カメラ１７が配置されている。さらに、上部７には、携帯電話１が通
話のために耳に当接していることを検知するための近接センサを構成する一対の赤外光発
光部１９、２０および耳からの赤外反射光を受光する共通の赤外光近接センサ２１が設け
られている。なお、図１では図示しないが、上部７の背面には背面カメラが設けられてお
り、携帯電話１の背面側にあって表示部５でモニタされる被写体を撮影することができる
。
【００１９】
　上部７にはさらに、内側（耳に当たる側）の上部角において、耳珠の接触するための圧
電バイモルフ素子等からなる右耳用振動部２４および左耳用振動部２６が設けられている
。これらの右耳用振動部２４および左耳用振動部２６は、携帯電話外壁から突出してデザ
インを害さないよう構成されるが、携帯電話外壁の角に設けられることにより、効果的に
耳珠に接触する。これによって、受話部１３からの音声による受話と併せて、耳珠の軟骨
からの骨伝導にて受話が可能となる。なお、上記特許文献２に開示されているように、耳
珠は、耳乳様突起、外耳口後部軟骨面、耳珠およびもみ上げ部等の耳軟骨構成の中で最も
大きな聴感が得られるとともに押し付け圧力を増大させたときの低音部の上昇が他の位置
よりも大きくなることが知られている。この知見については特許文献２に詳述されている
のでこれを参照することができる。
【００２０】
　携帯電話1は、これを右耳に当てたとき図１において時計方向に若干回転し、図１にお
いて右下がりの状態となる。そしてこのような携帯電話耳側上端の傾斜下側角に右耳用振
動部２４を設けることにより、振動部を携帯電話外壁から突出させることなく右耳用振動
部２４を自然に右耳の耳珠に接触させることができる。この状態は、通常の通話状態に近
い姿勢であり、通話者本人にとっても傍目にも違和感がない。なお、受話部１３は右耳用
振動部２４近傍にあるので、耳珠軟骨経由の音声情報と外耳道経由の音声情報がともに耳
に伝わることになる。このとき、異なった発音対と経路により同じ音声情報が伝えられる
ことになるので、お互いが打ち消しあうことがないよう、両者間の位相調整が行われる。
【００２１】
　一方、携帯電話1を左耳に当てたときは、携帯電話１が図１において反時計方向に若干
回転し、図１において左下がりの状態となる。そして、右耳の場合と同様にして、携帯電
話耳側上端の傾斜下側角に左耳用振動部２６が設けられている状態となり、左耳用振動部
２６を自然に左耳の耳珠に接触させることができる。この状態が、通常の通話状態に近い
姿勢であること、および受話部１３が左耳用振動部２６近傍にあって耳珠軟骨経由の音声
情報と外耳道経由の音声情報がともに耳に伝わるので、両者間の位相調整が行われること
は、右耳の場合と同様である。
【００２２】
　なお、上記近接センサにおける一対の赤外光発光部１９、２０は時分割で交互に発光し
ているので、共通の赤外光近接センサ２１はいずれの発光部からの赤外光による反射光を
受光しているのか識別可能であり、これによって右耳用振動部２４および左耳用振動部２
６のいずれが耳珠に当たっているのか判断可能である。これによって、携帯電話がいずれ
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の耳で使用されているかが判別でき、耳珠が当接している方の振動部を振動させて他方を
オフとすることが可能である。しかしながら、携帯電話１の耳への当て方や耳の形の個人
差にはバラツキがあるので、実施例１では、さらに後述のように加速度センサを内蔵し、
この加速度センサによって検知される重力加速度によって、携帯電話１がどちらに傾いて
いるのかを検知して、傾斜下側角にある方の振動部を振動させて他方をオフとするよう構
成している。以上の右耳使用および左耳使用については、各仕様状態に即した図示により
再度説明する。
【００２３】
　上部７にはさらに、環境騒音を拾うよう外側（耳に当たらない背面側）に配置され、か
つ右耳用振動部２４と左耳用振動部２６の振動の伝導防止手段が施された環境騒音マイク
３８が設けられる。この環境騒音マイク３８はさらに操作者の口から発音される音声を拾
う。環境騒音マイク３８が拾った環境騒音および操作者自身の声は位相反転された上で右
耳用振動部２４および左耳用振動部２６にミキシングされ、受話部１３経由の音声情報に
含まれる環境騒音および操作者自身の声をキャンセルして通話相手の音声情報を聞き取り
やすくする。この機能の詳細は後述する。
【００２４】
　図２は、右耳用振動部２４と左耳用振動部２６の機能を示す携帯電話１の側面図であり
、図２（Ａ）は、右手に携帯電話１を持って右耳２８を当てている状態を示す。一方、図
２（Ｂ）は、左手に携帯電話１を持って左耳３０に当てている状態を示す。なお、図２（
Ａ）は、顔の右側面から見た図であり、図２（Ｂ）は、顔の左側面から見た図なので、携
帯電話１はそれぞれ背面側（図１の裏側）が見えている。なお、携帯電話１と右耳２８お
よび左耳３０との関係を図示するため、携帯電話１は一点鎖線にて示している。
【００２５】
　図２（Ａ）に示すように、携帯電話1は、これを右耳に当てたとき図２において反時計
方向（図１と裏表の関係）に若干傾き、図２において左下がりの状態となる。そして耳用
振動部２４はこのような携帯電話耳側上端の傾斜下側角に設けられているので、これを自
然に右耳の耳珠３２に接触させることができる。すでに述べたように、この状態は、通常
の通話状態に近い姿勢であり、通話者本人にとっても傍目にも違和感がない。一方、図２
（Ｂ）に示すように、携帯電話1は、これを左耳に当てたとき図２において時計方向（図
１と裏表の関係）に若干傾き、図２において右下がりの状態となる。そして耳用振動部２
６はこのような携帯電話耳側上端の傾斜下側角に設けられているので、これを自然に左耳
の耳珠３４に接触させることができる。この状態においても、右耳の場合と同様、通常の
通話状態に近い姿勢であり、通話者本人にとっても傍目にも違和感がない。
【００２６】
　図３は、実施例１のブロック図であり、同一部分には図１と同一番号を付し、必要のな
い限り、説明は省略する。携帯電話１は、記憶部３７に記憶されるプログラムに従って動
作する制御部３９によって制御される。記憶部３７はまた、制御部３９の制御に必要なデ
ータを一時記憶するとともに、種々の測定データや画像も記憶することができる。表示部
５の表示は制御部３９の制御に基づき表示ドライバ４１の保持する表示データに基づいて
行われる。表示部５は表示バックライト４３を有しており、周囲の明るさに基づいて制御
３９がその明るさを調節する。
【００２７】
　受話部１３および送話部２３を含む電話機能部４５は、制御部３９の制御下にある電話
通信部４７により、無線電話回線に接続可能である。スピーカ５１は、制御部３９の制御
により着信音や種々の案内を行うとともにテレビ電話時の相手の声を出力する。このスピ
ーカ５１の音声出力は、右耳用軟骨伝導振動部２４および左耳用軟骨伝導振動部２６から
出力されることはない。テレビ電話の際は、軟骨伝導振動部が耳に当てられる可能性がな
いからである。また、画像処理部５３は、制御部３９に制御されてテレビ電話用内側カメ
ラ１７および背面主カメラ５５によって撮像される画像を処理し、これらの処理結果の画
像を記憶部３７に入力する。
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【００２８】
　上記のように、近接センサにおける一対の赤外光発光部１９、２０は制御部３９の制御
に基づき時分割で交互に発光している。従って、共通の赤外光近接センサ２１によって制
御部３９に入力される赤外反射光は、いずれの発光部からの赤外光による反射光識別可能
である。制御部３９は赤外光発光部１９、２０の両者から反射光が検知されるときは、こ
れらを相互比較し、右耳用振動部２４および左耳用振動部２６のいずれが耳珠に当たって
いるのか判断する。さらに加速度センサ４９は、検知される重力加速度の向きを検知する
。この検知信号に基づき、制御部３９は、携帯電話１が図２（Ａ）および図２（Ｂ）のい
ずれの状態で傾いているのか判断し、図２で説明したように傾斜下側角にある方の振動部
を振動させて他方をオフとする。
【００２９】
　携帯電話１はさらに、制御部３９からの音声情報に位相調整を行い、右耳用振動部２４
および左耳用振動部２６に伝達するための位相調整ミキサー部３６を有する。より詳細に
説明すると、この位相調整部３６は、受話部１３から発生して外耳道から鼓膜経由で伝わ
る音声情報と右耳用振動部２４または左耳用振動部２６から発生して耳珠軟骨経由で伝わ
る同じ音声情報がお互い打ち消しあうことがないよう、制御部３９から受話部１３に伝達
される音声情報を基準にして、制御部３９からの音声情報に位相調整を行い、右耳用振動
部２４および左耳用振動部２６に伝達する。なお、この位相調整は、受話部１３と右耳用
振動部２４および左耳用振動部２６との間の相対調整なので、制御部３９から右耳用振動
部２４および左耳用振動部２６に伝達される音声情報を基準にして、制御部３９から受話
部１３に伝達される音声情報の位相を調整するよう構成してもよい。この場合、スピーカ
５１への音声情報も受話部１３への音声情報と同位相で調整する。
【００３０】
　なお、位相調整ミキサー部３６は上記のような受話部１３からの音声情報と右耳用振動
部２４または左耳用振動部２６からの同じ音声情報がお互い打ち消しあうことがないよう
にする第１の機能を有する他、環境騒音マイク３８との協働による第２の機能を有する。
この第２の機能では、環境騒音マイク３８が拾う環境騒音および操作者自身の声が位相調
整ミキサー部３６によって位相反転された上で右耳用振動部２４または左耳用振動部２６
の音声情報にミキシングされ、これによって、受話部１３経由の音声情報に含まれる環境
騒音および操作者自身の声をキャンセルして通話相手の音声情報を聞き取りやすくする。
なお、このとき、受話部１３からの音声情報と右耳用振動部２４または左耳用振動部２６
からの音声情報の伝達ルートの違いにかかわらず環境騒音および操作者自身の声が効果的
に打ち消されるよう、第１の機能に基づく位相調整も加味してミキシングが行われる。
【００３１】
　図４は、図２の実施例１における制御部３９の動作のフローチャートである。なお、図
４のフローは主に右耳用振動部２４および左耳用振動部２６の機能を説明するため、関連
する機能を中心に動作を抽出して図示しており、一般的な携帯電話の機能等、図４のフロ
ーに表記していない制御部３９の動作も存在する。図４のフローは、携帯電話１の操作部
９による主電源のオンでスタートし、ステップＳ２で初期立上および各部機能チェックを
行うとともに表示部５における画面表示を開始する。次いでステップＳ４では、右耳用振
動部２４および左耳用振動部２６の機能をオフにしてステップＳ６に移行する。ステップ
Ｓ６では、メール操作やインターネット操作、その他諸設定並びにダウンロード済のゲー
ムなど電波を使わない操作（以下、「非通話操作」と総称する）の有無をチェックする。
そしてこれらの操作があればステップＳ８に進んで非通話処理を実行し、ステップＳ１０
に至る。なお、非通話操作では、携帯電話１の上部７における受話部１３や右耳用振動部
２４および左耳用振動部２６の機能を耳に当てて行う機能を想定していない。一方、ステ
ップＳ６で非通話操作が検知されないときは直接ステップＳ１０に移行する。
【００３２】
　ステップＳ１０では、携帯電波による通話が着信中であるか否かのチェックを行う。そ
して通話着信中でなければステップＳ１２に進み、携帯電話１からの通話発呼に対する相
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手からの応答が合ったか否かチェックする。そして応答が検知されるとステップＳ１４に
進む。一方、ステップＳ１０で携帯電波による通話が着信中であることが検知されたとき
はステップＳ１６に移行し、携帯電話が開かれているかどうか、つまり上部７が下部１１
に重なって折り畳まれている状態から図１のように開かれた状態になっているかをチェッ
クする。そして携帯電話が開かれていることが検知できなければステップＳ１０に戻り、
以下、ステップＳ１０とステップＳ１６を繰り返して携帯電話が開かれるのを待つ。なお
この繰り返しで携帯電話が開かれないまま通話の着信が終了すればフローはステップＳ１
０からステップＳ１２に移行する。一方、ステップＳ１６で携帯電話が開かれていること
が検知されるとステップＳ１４に進む。ステップＳ１４では、送話部２３および受話部１
３をオンしてステップＳ１８に移行する。ステップＳ１８では通話がテレビ電話か否かを
チェックし、テレビ電話でなければステップＳ２０に移行してこの時点で通話が断たれて
いるか否か確認して通話断でなければステップＳ２２に移行する。
【００３３】
　ステップＳ２２では、赤外光近接センサ２１が耳の当接を検知しているか否かチェック
し、当接の検知があればステップＳ２４に進む。一方、ステップＳ２２で、赤外光近接セ
ンサ２１が耳の当接を検知しないときはステップＳ１４に戻り、以下、ステップＳ１４お
よびステップＳ１８から２２を繰り返してステップＳ２２における近接センサの検知を待
つ。ステップＳ２４では、加速度センサ４９の検知信号に基づき、図２（Ａ）に示すよう
な右耳通話状態の傾斜が生じているかどうかチェックする。そして該当すればステップＳ
２６に進み、右耳用軟骨伝導振動部２４をオンしてステップＳ２８に移行する。一方、ス
テップＳ２４で、右耳通話状態の傾斜が生じていることが検知できないときは、加速度セ
ンサ４９の検知信号が図２（Ｂ）に示すような左耳通話状態傾斜を検出していることを意
味するからステップＳ３０に進み、左耳用軟骨伝導振動部２６をオンしてステップＳ２８
に移行する。
【００３４】
　なお上記図４のフローの説明では、赤外光近接センサ２１が検出する赤外反射光が赤外
光発光部１９によるものか２０によるものかを問わずステップＳ２４に進み、ステップＳ
２４では加速度センサ４９の信号により右耳通話状態傾斜であるか否かの検知を行うよう
説明した。しかしながら、赤外光近接センサ２１によっても右耳通話状態傾斜であるか否
かの検知が可能なので、ステップＳ２４において加速度センサ４９の信号に代え、赤外光
発光部１９の発光タイミングにおける赤外光近接センサ２１の出力が赤外光発光部２０の
発光タイミングにおけるものより大きければ右耳通話状態傾斜と判断するよう構成しても
よい。また、ステップＳ２４において、加速度センサの信号と赤外光発光部１９、２０の
発光タイミングにおける赤外光近接センサ２１の出力比較結果とを総合して右耳通話状態
傾斜であるか否かの判断をするよう構成してもよい。
【００３５】
　ステップＳ２８では通話状態が断たれか否かをチェックし、通話が断たれていなければ
ステップＳ２４に戻って、以下ステップＳ２８で通話断が検知されるまでステップＳ２４
からステップＳ３０を繰り返す。これによって通話中の右耳通話状態と左耳通話状態の間
の携帯電話の持ち替えに対応する。一方、ステップＳ２８で通話断が検知されるとステッ
プＳ３２に移行し、オン状態にある右耳用軟骨伝導振動部２４または左耳用軟骨伝導振動
部２６および受話部１３ならびに送話部２３をオフしてステップＳ３４に移行する。一方
、ステップＳ１２で通話発呼応答が検知されないときは直ちにステップＳ３４に移行する
。また、ステップＳ１８でテレビ電話であることが検知されたときはステップＳ３６のテ
レビ電話処理に移行する。テレビ電話処理では、テレビ電話用内側カメラ１７による自分
の顔の撮像、スピーカ５１による相手の声の出力、送話部２３の感度切換、表示部５にお
ける相手の顔の表示などが行われる。そして、このようなテレビ電話処理が終了すると、
ステップＳ３８に進んでスピーカ５１および受話部１３ならびに送話部２３をオフしてス
テップＳ３４に移行する。また、ステップＳ２０において通話断が検知されたときもステ
ップＳ３８に移行するがこのときは元々スピーカ５１がオンされていないので受話部１３
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と送話部２３をオフしてステップＳ３４に移行する。
【００３６】
　ステップＳ３４では、主電源のオフ操作の有無がチェックされ、オフ操作があればフロ
ーを終了する。一方、ステップＳ３４で主電源オフ操作が検知されないとき、フローはス
テップＳ６に戻り、以下ステップＳ６からステップＳ３８を繰り返す。以上のように、右
耳用軟骨伝導振動部２４または左耳用軟骨伝導振動部２６は、携帯電話１が開かれていな
いとき、携帯電話１が通話状態にないとき、通話状態であってもテレビ電話通話であると
き、および通常通話状態であっても携帯電話１が耳に当てられていないときにおいてオン
になることはない。但し、右耳用軟骨伝導振動部２４または左耳用軟骨伝導振動部２６が
一度オン状態となったときは、右耳用軟骨伝導振動部２４または左耳用軟骨伝導振動部２
６とのオンオフ切り換えを除き、通話断が検知されない限り、これがオフとなることはな
い。
【実施例２】
【００３７】
　図５は、本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例２を示す斜視図である。実施例２
においてもその構造に共通点が多いので、対応する部分には実施例１と同一の番号を付し
、説明を省略する。実施例２の携帯電話１０１は、上部と下部に分離された折り畳み方で
はなく、可動部のない一体型のものである。従って、この場合における「上部」とは分離
された上部を意味するものではなく、一体構造の上方の部分を意味するものとする。
【００３８】
　また、実施例１では、携帯電話１が折りたたまれたとき、右耳用軟骨伝導振動部２４お
よび左耳用軟骨伝導振動部２６は上部７と下部１１の間に挟まれたて収納された形となる
のに対し、実施例２では右耳用軟骨伝導振動部２４および左耳用軟骨伝導振動部２６が常
に携帯電話１０１の外壁に露出している形となる。実施例２においても、図３の内部構造
および図４のフローチャートが基本的に流用可能である。但し、上記の構造の違いに関連
し、図４のフローチャートのステップＳ１６が省略され、ステップＳ１０で通話着信中で
あることが確認されたときは直接ステップＳ１４に移行する。
【実施例３】
【００３９】
　図６は、本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例３を示す斜視図である。実施例３
においてもその構造に共通点が多いので、対応する部分には実施例１と同一の番号を付し
、説明を省略する。実施例３の携帯電話２０１は、上部１０７が下部に１１１に対してス
ライド可能な構造のものである。実施例３の構造では、上部１０７を下部１１１に重ねた
状態では、上下関係はなくなるが、実施例３における「上部」とは携帯電話２０１を伸ば
した際に上に来る部分を意味するものとする。
【００４０】
　実施例３では、図６のように上部１０７を伸ばして操作部９を露出させた状態でフル機
能が使用可能であるとともに、上部１０７を下部１１１に重ねて操作部９が隠れる状態と
した場合でも着信応答や通話などの基本機能が使用可能である。実施例３でも、図６のよ
うに携帯電話２０１を伸ばした状態および上部１０７を下部１１１に重ねた状態のいずれ
においても、右耳用軟骨伝導振動部２４および左耳用軟骨伝導振動部２６が常に携帯電話
２０１の外壁に露出している形となる。実施例３においても、図３の内部構造および図４
のフローチャートが基本的に流用可能である。但し、上記のように実施例３は、上部１０
７を下部１１１に重ねた状態でも通話可能であるので、実施例２と同様にして、図４のフ
ローチャートのステップＳ１６が省略され、ステップＳ１０で通話着信中であることが確
認されたときは直接ステップＳ１４に移行する。
【００４１】
　上記本発明の種々の特徴の実施は上記の実施例に限られるものではなく、他の実施形態
においても実施可能である。例えば、上記実施例では、持ち替えや使用者が変わることに
よる右耳使用時および左耳使用時の両者に対応するため、右耳用軟骨伝導振動部２４およ
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び左耳用軟骨伝導振動部２６を設けているが、軟骨伝導の際には右耳のみまたは左耳のみ
の使用を前提とする場合は軟骨伝導振動部を一つにしてもよい。
【００４２】
　また、右耳用軟骨伝導振動部２４および左耳用軟骨伝導振動部２６は本来右耳および左
耳の耳珠にそれぞれと当接することを前提に設けられているが、特許文献２に開示されて
いるように、耳乳様突起や外耳口後部軟骨面など耳珠以外の耳軟骨構成においても軟骨伝
導は可能なので、右耳用軟骨伝導振動部２４および左耳用軟骨伝導振動部２６の両者を例
えば右耳使用時において右耳軟骨の適当箇所を同時に押し付けて使用してもよい。この意
味で、２つの軟骨伝導振動部２４および２６は必ずしも右耳用および左耳用に限るもので
はない。この場合は、実施例のように２つの軟骨伝導振動部２４および２６のいずれか一
方のみをオンするのに代えて、両者を同時にオンする。
【００４３】
　さらに、上記実施例では、受話部１３および右耳用軟骨伝導振動部２４または左耳用軟
骨伝導振動部２６を同時にオンするようにしているが、右耳用軟骨伝導振動部２４または
左耳用軟骨伝導振動部２６をオンするときは受話部１３をオフするよう構成してもよい。
この場合、音声情報の位相調整は不要となる。
【実施例４】
【００４４】
　図７は、本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例４を示す斜視図である。実施例４
においてもその構造に共通点が多いので、対応する部分には実施例１と同一の番号を付し
、説明を省略する。実施例４の携帯電話３０１は、実施例２と同様にして上部と下部に分
離された折り畳み方ではなく、可動部のない一体型のものである。また、ＧＵＩ（グラフ
ィカル・ユーサ・インタフェース）機能を備えた大画面２０５を有するいわゆるスマート
フォンとして構成されている。実施例４においても、「上部」とは分離された上部を意味
するものではなく、一体構造の上方の部分を意味するものとする。なお、実施例４におい
ては、テンキーなどの操作部２０９は大画面２０５上に表示され、大画面２０５に対する
指のタッチやスライドに応じてＧＵＩ操作される。
【００４５】
　実施例４における軟骨伝導振動機能は、圧電バイモルフ素子等からなる軟骨伝導振動源
２２５と振動伝導体２２７を有する軟骨伝導振動ユニットが担う。軟骨伝導振動源２２５
は、振動伝導体２２７の下部に接触して配置され、振動伝導体２２７にその振動を伝える
。軟骨伝導振動源２２５は、実施例１から３と同様にして携帯電話外壁（図７では正面）
から突出してデザインを害さないよう構成されるが、軟骨伝導振動源２２５の振動が振動
伝導体２２７により側方に伝達され、その両端２２４および２２６を振動させる。振動伝
導体２２７の両端２２４および２２６は耳珠と接触する携帯電話３０１の上部７の内側角
に位置するので、実施例１から３と同様にして携帯電話外壁から突出することなく効果的
に耳珠に接触する。このように、振動伝導体２２７の右端部２２４および左端部２２６は
それぞれ、実施例１でいう右耳用振動部２４および左耳用振動部２６を構成する。
なお、振動伝導体２２７はその右端２２４および左端２２６だけで振動するのではなく全
体で振動しているので、実施例４では、携帯電話３０１の内側上端辺のどこを耳軟骨に接
触させても音声情報を伝達することができる。このような軟骨伝導振動ユニットの構成は
、振動伝導体２２７によって軟骨伝導振動源２２５の振動を所望の位置に導けるとともに
、軟骨伝導振動源２２５そのものを携帯電話３０１の外壁に配置する必要がないので、レ
イアウトの自由度が高まり、スペースに余裕のない携帯電話に軟骨伝導振動ユニットを実
装するのに有用である。
【００４６】
　実施例４は、さらに２つの機能が追加されている。ただ、これらの機能は実施例４に特
有のものではなく、実施例１から３にも適用可能である。追加機能の一つは、軟骨伝導振
動部の誤動作を防止するためのものである。実施例１から４のいずれにおいても、赤外光
発光部１９および２０と赤外光近接センサ２１により携帯電話が耳に当てられたことを検
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知しているが、例えば実施例１において携帯電話の内側を下にして机等においた場合近接
センサの検知があるので、携帯電話が耳に当てられたものと誤認し、図４のフローのＳ２
２からステップＳ２４に進むおそれがある。そしてステップＳ２４で検知される右耳通話
状態傾斜にも該当しないので、フローがステップＳ３０に進み左耳用軟骨伝導振動部が誤
ってオンになる可能性がある。軟骨伝導振動部の振動エネルギーは比較的大きいので、こ
のような誤動作があると、机との間で振動騒音を生じる可能性がある。実施例４ではこれ
を防止するため、加速度センサ４９により水平静止状態を検知し、該当すれば、軟骨伝導
振動源２２５の振動を禁止するよう構成している。この点の詳細については後述する。
【００４７】
　次に、実施例４における二つ目の追加機能について説明する。本発明の各実施例は、右
耳用振動部２４または左耳用振動部２６（実施例４では、振動伝導体２２７の右端部２２
４または左端部２２６）を右耳または左耳の耳珠に接触させることにより音声情報を伝え
るが、接触圧を高めて耳珠で耳穴を塞ぐことによって耳栓骨導効果を生じ、さらに大きな
音で音声情報を伝えることができる。さらに耳珠で耳穴を塞ぐことにより環境騒音を遮断
されるので、このような状態での使用は、不要な環境騒音を減じて必要な音声情報を増加
させる一挙両得の受話状況を実現し、例えば駅騒音下での通話等に好適である。耳栓骨導
効果が生じているときは、声帯からの骨導による自分の声も大きくなるとともに左右の聴
感覚バランスが崩れる違和感を生じる。実施例４では、このような耳栓骨導効果発生中の
自分の声の違和感を緩和するため、送話部２３から拾った自分の声の情報の位相を反転さ
せて振動伝導体２２８に伝え、自分の声をキャンセルするよう構成している。この点の詳
細についても後述する。
【００４８】
　図８は、実施例４のブロック図であり、同一部分には図７と同一番号を付す。また、実
施例１から３と共通する部分が多いので対応する部分にはこれらの各部と同一の番号を付
す。そして、これら同一または共通部分については、特に必要のない限り、説明を省略す
る。実施例４では、電話機能部４５を若干詳細に図示しているが、構成は実施例１から３
と共通である。具体的に述べると、図８の受話処理部２１２とイヤホン２１３が図３の受
話部１３に相当し、図８の送話処理部２２２とマイク２２３が図３の送話部２３に相当す
る。一方、図７の軟骨伝導振動源２２５と振動伝導体２２７は、図８で軟骨伝導振動ユニ
ット２２８としてまとめて図示している。送話処理部２２２は、マイク２２３から拾った
操作者の音声の一部をサイドトーンとして受話処理部２１２に伝達し、受話処理部２１２
は電話通信部４７からの通話相手の声に操作者自身のサイドトーンを重畳してイヤホン２
１３に出力することによって、携帯電話３０１を耳に当てている状態の自分の声の骨導と
気導のバランスを自然な状態に近くする。
【００４９】
　送話処理部２２２は、さらにマイク２２３から拾った操作者の音声の一部を音質調整部
２３８に出力する。音質調整部２３８は、軟骨伝導振動ユニット２２８から出力して蝸牛
に伝えるべき自分の声の音質を耳栓骨導効果発生時に声帯から体内伝導で蝸牛に伝わる操
作者自身の声に近似した音質に調整し、両者のキャンセルを効果的にする。そして、位相
反転部２４０はこのようにして音質調整された自分の声を位相反転して位相調整ミキサー
部２３６に出力する。位相調整ミキサー部２３６は、押圧センサ２４２の検知する押圧が
所定で携帯電話３０１により耳穴が耳珠で塞がれている状態に該当するときは、制御部２
３９からの指示により位相反転部２４０からの出力をミキシングして軟骨伝導振動ユニッ
ト２２８を駆動する。これによって、耳栓骨導効果発生中の過度の自分の声がキャンセル
され、違和感の緩和が図られる。このとき、サイドトーン相当分の自分の声はキャンセル
せずに残すようキャンセルの程度が調節される。一方、押圧センサの検出する押圧が低い
場合は、耳穴が耳珠で塞がれておらず耳栓骨導効果が生じていない状態に該当するので、
位相調整ミキサー部は制御部２３９の指示に基づき、位相反転部２４０からの自声位相反
転出力のミキシングを行わない。なお、図８において、音質調整部２３８と位相反転部２
４０の位置は逆転して構成してもよい。さらに、音質調整部２３８および位相反転部２４
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０は、位相調整ミキサー部２３６内の機能として一体化してもよい。
【００５０】
　図９は、実施例４において右の耳珠に携帯電話３０１が当てられている状態を示す要部
概念ブロック図であり、耳栓骨導効果発生中の自分の声のキャンセルについて説明するも
のである。また、図９は、押圧センサ２４２の具体的実施例についても図示しており、軟
骨伝導振動部２２５が圧電バイモルフ素子であることを前提に構成されている。なお、同
一部分については図７および図８と同一番号を付し、特に必要のない限り、説明を省略す
る。
【００５１】
　図９（Ａ）は、耳珠３２が耳穴２３２を塞がない程度に携帯電話３０１が耳珠３２に当
てられている状態を示す。この状態では、受話処理部２１２からの通話相手の音声情報に
基づき位相調整ミキサー部２３６が軟骨伝導振動部２２５を駆動している。押圧センサ２
４２は、位相調整ミキサー部２３６と軟骨伝導振動部２２５を結ぶ信号線に現れる信号を
モニタしており、振動伝導体２２７への押圧に応じて加えられる軟骨伝導振動部（圧電バ
イモルフ素子）２２５への歪に基づく信号変化を検知するよう構成される。このように、
耳珠３２に接触することにより音声情報を伝える軟骨伝導振動部２２５を圧電バイモルフ
素子で構成すると、その圧電バイモルフ素子自体を耳珠３２への押圧センサとしても兼用
することができる。押圧センサ２４２は、さらに、位相調整ミキサー部２３６と受話処理
部２１２を結ぶ信号線に現れる信号をモニタしている。ここに現れる信号は、耳珠３２へ
の押圧の影響を受けないので、押圧判定のための参照信号として利用することができる。
【００５２】
　上記のように、図９（Ａ）では耳珠３２が耳穴２３２を塞がない状態にあり、押圧セン
サ力２４２の判定する押圧が小さいので、この判定に基づき、制御部２３９は位相反転部
２４０からの位相反転自声を軟骨伝導振動部２２５にミキシングしないよう位相調整ミキ
サー部２３６に指示する。一方、図９（Ｂ）は、矢印３０２の方向に携帯電話３０１が耳
珠３２をより強く押し、耳珠３２が耳穴２３２を塞いでいる状態を示す。そして、この状
態では、耳栓骨導効果が発生している。押圧センサ力２４２は、所定以上の押圧の増加検
出に基づいて耳穴が塞がれたものと判定し、この判定に基づいて制御部２３９は位相反転
部２４０からの位相反転自声を軟骨伝導振動部２２５にミキシングするよう位相調整ミキ
サー部２３６に指示する。以上のようにして、耳栓骨導効果発生中の自声の違和感が緩和
される。逆に、押圧センサ２４２によって、図９（Ｂ）の状態から所定以上の押圧の減少
が検出されると、図（Ａ）ののように耳穴が塞がれない状態になったものと判定され、位
相反転自声のミキシングが停止される。なお、押圧センサ２４２は、押圧の絶対量および
押圧の変化方向に基づいて、図９（Ａ）と図９（Ｂ）の間の状態遷移を判定する。なお、
両者の声がない無音状態においては、押圧センサ２４２は耳には聞こえない押圧モニタ信
号を直接骨伝導振動部２２５に直接印加することで、押圧を検知する。
【００５３】
　図１０は、図８の実施例４における制御部２３９の動作のフローチャートである。なお
、図１０のフローは図４における実施例１のフローと共通するところが多いので、対応部
分には同一のステップ番号を付し、必要のない限り説明を省略する。図１０も、主に軟骨
伝導振動ユニットの機能を説明するため、関連する機能を中心に動作を抽出して図示して
いる。従って、図４の場合と同様、一般的な携帯電話の機能等、図１０のフローに表記し
ていない制御部２３９の動作も存在する。図１０において図４と異なる部分は太字で示し
ているので、以下これらの部分を中心に説明する。
【００５４】
　ステップＳ４２は、図４のステップＳ６およびステップＳ８をまとめたもので、ステッ
プＳ４２の非通話処理の中に、非通話操作なしで次のステップに直行する場合も含めて図
示しているが、その内容は図４のステップＳ６およびステップＳ８と同じである。また、
ステップＳ４４は、図４のステップＳ１０およびステップＳ１２をまとめたもので、相手
側からの着信であるか自分からの発信であるかを問わず両者間の通話状態の有無をチェッ
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クするステップとして図示しているが、その内容は、図４のステップＳ６およびステップ
Ｓ８と同じである。なお、実施例４では携帯電話３０１を開閉する構成はないので、図４
のステップＳ１６に相当するステップは含まない。
【００５５】
　ステップＳ４６は、実施例４における一つ目の追加機能に関するもので、携帯電話３０
１が所定時間（例えば、０．５秒）手持ち状態から離れて水平状態で静止しているかどう
かをチェックする。そして、ステップＳ２２により近接センサの検知があったときに、ス
テップＳ４６でこのような水平静止状態でないことが確認された場合に初めてステップＳ
４８に移行し、軟骨伝導振動源２２５をオンする。一方、ステップＳ４６で水平静止状態
が検知されたときはステップＳ５０に進み、軟骨伝導振動源２２５をオフしてステップＳ
１４に戻る。なお、ステップＳ５０は後述するフローの繰り返しにおいて、軟骨伝導振動
源がオンの状態でステップＳ４６に至り、水平静止状態が検知されたときに対応するもの
で、軟骨伝導振動源がオフの状態でステップＳ５０に至ったときはなにもせずにステップ
Ｓ１４に戻る。
【００５６】
　ステップＳ５２は、実施例４における二つ目の追加機能に関するもので、携帯電話３０
１を耳珠３２に強く押し当てて耳穴２３２を塞ぐことによる耳栓骨導効果が生じているか
どうかをチェックするものである。具体的には図９に示したように押圧センサ２４２によ
る所定以上の押圧変化の有無およびその方向によりこれをチェックする。そして耳栓骨導
効果が生じる状態であることが検知されたときはステップＳ５４に進み、自分の声の位相
反転信号を軟骨伝導振動源２２５に付加してステップＳ５８に移行する。一方、ステップ
Ｓ５２で耳栓骨導効果が生じない状態であることが検知されたときはステップＳ５６に移
行し、自分の声の位相反転信号の軟骨伝導振動源２２５への付加をなくしてステップＳ５
８に移行する。ステップＳ５８では通話状態が断たれか否かをチェックし、通話が断たれ
ていなければステップＳ２２に戻って、以下ステップＳ５８で通話断が検知されるまでス
テップＳ２２およびステップＳ４６からステップＳ５８を繰り返す。これによって通話中
の耳栓骨導効果の発生および消滅に対応する。
【００５７】
　以上に説明した各実施例の種々の特徴は個々の実施例に限られるものではなく、適宜他
の実施例の特徴と入れ換えたり組合せたりすることができる。例えば、図１０における実
施例４のフローチャートでは、図４の実施例１のフローチャートにおける右耳用軟骨伝導
振動部と左耳用軟骨伝導振動部との切り換えの構成がないが、実施例１０の軟骨伝導振動
ユニット２２８の構成として実施例１のような右耳用軟骨伝導振動部２４と左耳用軟骨伝
導振動部を採用し、ステップＳ２２およびステップＳ４６からステップＳ５８のループの
繰り返しの中で、耳栓骨導効果の発生および消滅への対応に加え、図４のステップＳ２４
からステップＳ２６に準じた機能による右耳通話状態と左耳通話状態の間の携帯電話の持
ち替えへの対応も併せて行うよう構成してもよい。また、図１０の実施例４における水平
静止状態のチェックと軟骨伝導振動ユニットのオフ機能を、実施例１から実施例３に追加
することも可能である。さらに、実施例１から３において、実施例４のような軟骨伝導振
動ユニットを採用することも可能である。
【実施例５】
【００５８】
　図１１は、本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例５を示す斜視図である。実施例
５は図７の実施例４を基本にしており、その構造の大半は共通なので、対応する部分には
同一の番号を付し、説明を省略する。また、説明を省略する部分は図示の煩雑さを避ける
ため番号自体の付与も省略しているが、図面上共通する部分の機能および名称は図７と共
通である。なお、詳細構成については、図８および図９における実施例４のブロック図を
基本的に援用する。実施例５が実施例４と異なる第１点目は、携帯電話４０１において、
いわゆるタッチパネル機能（テンキーなどの操作部２０９が表示されている大画面２０５
に指で触れ、そのタッチ位置検知やスライド検知でＧＵＩ操作する機能）をオフにする設
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定が可能になっているとともに、このタッチパネル機能がオフ設定されているときのみ有
効となるプッシュプッシュボタン４６１を備えている点である。タッチパネル機能のオフ
設定は、タッチパネル自体の操作により行うことできるとともに、タッチパネル機能のオ
ンへの復帰設定は、プッシュプッシュボタン４６１を所定時間以上長押しすることで可能
である。また、プッシュプッシュボタン４６１は、これが有効になっているとき、１回目
の押下で通話を開始するとともに、通話中において２回目の押下を行うことで通話を切断
する機能を有する。なお、上記プッシュプッシュボタン４６１の１回目の押下は、特定の
相手への発呼の際、または着信への応答の際に行われ、いずれの場合も、これによって通
話が開始される。
【００５９】
　実施例５が実施例４と異なる第２点目は、実施例５が、携帯電話４０１と、これを収納
するためのソフトカバー４６３との組合せにより機能するよう構成されていることである
。なお、図１１では、構成説明の都合上、ソフトカバー４６３が透明であるかのような図
示をしているが、実際にはソフトカバー４６３は不透明であり、図１１のように携帯電話
４０１をソフトカバー４６３に収納した状態で携帯電話４０１が外から見えることはない
。
【００６０】
　上記プッシュプッシュボタン４６１の機能は、携帯電話４０１がソフトカバー４６３に
収納されている状態において、ソフトカバー４６３の上からプッシュプッシュボタンを押
下することでも可能である。さらに、ソフトカバー４６３は、携帯電話４０１の軟骨伝導
振動源２２５と振動伝導体２２７を有する軟骨伝導振動ユニットと連動し、携帯電話４０
１がソフトカバー４６３に収納されている状態において通話が可能なよう構成される。以
下、これについて説明する。
【００６１】
　ソフトカバー４６３は、耳軟骨と音響インピーダンスが近似する弾性材料（シリコーン
系ゴム、シリコーン系ゴムとブタジエン系ゴムとの混合物、天然ゴム、またはこれらに空
気泡を密封した構造、または、透明梱包シート材などにみられるような一層の空気泡群を
合成樹脂の薄膜で分離密封した構造など）によって作られており、携帯電話４０１が収容
されたときに軟骨伝導振動源２２５からの振動を伝える振動伝導体２２７がその内側に接
触する。そして、携帯電話４０１を収納したままでソフトカバー４６３の外側を耳に当て
ることにより、ソフトカバー４６３の介在で振動伝導体２２７の振動が広い接触面積で耳
軟骨に伝達される。さらに、振動伝導体２２７の振動によって共振するソフトカバー４６
３の外面からの音が外耳道から鼓膜に伝わる。これによって、軟骨伝導振動源２２５から
の音源情報を大きな音として聞くことができる。また、耳に当てられているソフトカバー
４６３が外耳道を塞ぐ形となるので環境騒音を遮断することもできる。さらに、ソフトカ
バー４６３を耳に押し当てる力を増すと外耳道がほぼ完全に塞がれる結果となり、耳栓骨
導効果によって軟骨伝導振動源２２５からの音源情報をさらに大きな音として聞くことが
できる。なお、ソフトカバー４６３を介した検知となるが、実施例４と同様にして、軟骨
伝導振動源２２５による押圧力検知に基づき、耳栓骨導効果が生じている状態では、マイ
クからの自声信号への位相反転信号付加が行われる。
【００６２】
　携帯電話４０１がソフトカバー４６３に収容されたままの通話状態では、ソフトカバー
４６３に伝えられた振動伝導体２２７の振動が送話部２３にも伝わり、ハウリングを起こ
す可能性がある。その対策として振動伝導体２２７と送話部２３の間の音響伝導を遮断す
るため、ソフトカバー４６３にはソフトカバー本体とは音響インピーダンスが異なる絶縁
リング部４６５が両者間に設けられている。この絶縁リング部４６５は、ソフトカバー本
体の材料と異なる材料を一体成型するかまたは接合して形成することができる。また、絶
縁リング部４６５は、同じ材料で成型されたソフトカバーの外側または内側に音響インピ
ーダンスの異なる層を接合して形成してもよい。さらに、絶縁リング部４６５は、振動伝
導体２２７と送話部２３の間に複数介在させて絶縁効果を高めてもよい。
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【００６３】
　また、ソフトカバー４６３は、携帯電話４０１を収納したままの状態での通話を可能と
するため、マイク２３の近傍が音声の気導を妨げないマイクカバー部４６７として構成さ
れる。このようなマイクカバー部４６７は、例えばイヤホンカバーなどのようなスポンジ
状構造をとる。
【００６４】
　図１２は、図１１の実施例５における制御部２３９（図８流用）の動作のフローチャー
トである。なお、図１２のフローにおいて、図１０のフローと共通する部分には同一のス
テップ番号を付し、説明を省略する。図１２も、主に軟骨伝導振動ユニットの機能を説明
するため、関連する機能を中心に動作を抽出して図示している。従って、図１０等と同様
にして、実施例５でも、一般的な携帯電話の機能等、図１２のフローに表記していない制
御部２３９の動作も存在する。
【００６５】
　図１２のフローでは、ステップＳ６２に至るとタッチパネルが上記で説明した操作によ
りオフ設定となっているか否かチェックし、オフ設定でなければステップＳ６４に移行し
、プッシュプッシュボタン４６１の機能を無効にしてステップＳ６６に移行し、ステップ
Ｓ３４に至る。ステップＳ６６で通常処理として示している部分は、図１０のステップＳ
１４、ステップＳ１８からステップＳ２２、ステップＳ３２、ステップＳ３６、ステップ
Ｓ３８およびステップＳ４２からステップＳ５８（つまり、ステップＳＳ４とステップＳ
３４の間の部分）を一括してまとめたものである。換言すればステップＳ６２からステッ
プＳ６４に移行する場合、図１２のフローは図１０と同様の機能を実行する。
【００６６】
　一方、ステップＳ６２でタッチパネルオフ設定が行われていることが検知されると、フ
ローはステップＳ６８に移行し、プッシュプッシュボタン４６１の機能を有効にしてステ
ップＳ７０に進む。ステップＳ７０では、タッチパネルの機能を無効にしてステップＳ７
２でプッシュプッシュボタン４６１の１回目の押下の有無を検知する。ここで押下の検知
がない場合は直接ステップＳ３４に移行する。一方、ステップＳ７２でプッシュプッシュ
ボタン４６１の１回目の押下が検知されると、ステップＳ７４に進み、携帯電話４０１が
ソフトカバー４６３に収納されているか否か検知する。この検知は、例えば近接センサを
構成する赤外光発光部１９、２０および赤外光近接センサ２１の機能により可能である。
【００６７】
　ステップＳ７４でソフトカバー４６３への収納が検知されると、フローはステップＳ７
６に進み、送話部２３をオンするとともに受話部１３をオフする。さらにステップＳ７８
で軟骨伝導振動源２２５をオンしてステップＳ８０に進み、携帯電話４０１を通話状態と
する。また既に通話状態であればこれを継続する。一方、ステップＳ７４でソフトカバー
４６３への収納が検知されない場合はステップＳ８２に移行して送話部２３および受話部
１３をともにオンし、さらにステップＳ８４で軟骨伝導振動源２２５をオフしてステップ
Ｓ８０に進む。ステップＳ８０に後続するステップＳ８６では、耳栓骨導効果処理を行っ
てステップＳ８８に移行する。ステップＳ８６における耳栓骨導効果処理は、図１０のス
テップＳ５２からステップＳ５６をまとめて図示したものである。
【００６８】
　ステップＳ８８では、プッシュプッシュボタン４６１の２回目の押下の有無を検知する
。そして検知がなければフローはステップＳ７４に戻り、以下プッシュプッシュボタン４
６１の２回目の押下が検知されない限りステップＳ７４からステップＳ８８を繰り返す。
そして通話中におけるこの繰り返しの中で携帯電話４０１がソフトカバー４６３に収納さ
れているかどうかが常にチェックされるので、使用者は、例えば環境騒音が大きく受話部
１３では音が聞き取りにくいときは通話途中で携帯電話４０１がソフトカバー４６３に収
納することにより、環境騒音を遮断したり、耳栓骨導効果によりさらに音を聞き取りやす
くしたりする等の対応をとることができる。
【００６９】
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　一方、ステップＳ８８でプッシュプッシュボタン４６１の２回目の押下が検知されると
フローはステップＳ９０に移行し、通話を切断するとともにステップＳ９２で全ての送受
話機能をオフし、ステップＳ３４に至る。ステップＳ３４では主電源がオフかどうかチェ
ックしているので、主電源オフ検出がなければフローはステップＳ６２に戻り、以下ステ
ップＳ６２からステップＳ９２およびステップＳ３４を繰り返す。そしてこの繰り返しの
中で、既に説明したタッチパネルの操作によるタッチパネルオフ設定またはプッシュプッ
シュボタン４６１の長押しによるオフ設定の解除への対応がステップＳ６４により行われ
るので適宜通常処理との切り替えを行うことができる。
【実施例６】
【００７０】
　図１３は、本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例６を示す斜視図である。図１３
（Ａ）は図７と同様の正面斜視図であるが、後述のように実施例６は携帯電話機能を備え
たデジタルカメラとして構成されているため、図７とは９０度回転させ、デジタルカメラ
としての使用状態の角度で図示している。図１３（Ｂ）は、その背面斜視図（デジタルカ
メラとしてみた場合は正面斜視図）であり、図１３（Ｃ）は、図１３（Ｂ）におけるＢ－
Ｂ切断面における断面図である。
【００７１】
　実施例６も図７の実施例４を基本にしており、その構造の大半は共通なので、対応する
部分には同一の番号を付し、説明を省略する。また、説明を省略する部分は図示の煩雑さ
を避けるため番号自体の付与も省略しているが、図面上共通する部分の機能および名称は
図７と共通である。なお、詳細構成については、図８および図９における実施例４のブロ
ック図を基本的に援用する。実施例６が実施例４と異なる第１点目は、携帯電話５０１が
携帯電話機能を備えたデジタルカメラとして構成されることである。すなわち、図１３（
Ｂ）に示すように、背面主カメラの撮像レンズとして高い光学性能を備えたズームレンズ
５５５を採用している点である。なお、ズームレンズ５５５は、使用時においては図１３
（Ｂ）に一点鎖線で示す状態に突出するが、不使用時において携帯電話５０１の外面と同
一平面をなす位置まで後退するいわゆる沈胴式のレンズ構成をとっている。また、被写体
が暗いときに補助光を投射するストロボ５６５およびシャッタレリーズボタン５６７を備
えている。また、携帯電話５０１は右手でカメラを構えるのに適したグリップ部５６３を
有している。
【００７２】
　実施例６が実施例４と異なる第２点目は、このグリップ部５６３が、実施例５における
ソフトカバー４６３と同様にして、耳軟骨と音響インピーダンスが近似する材料（シリコ
ーン系ゴム、シリコーン系ゴムとブタジエン系ゴムとの混合物、天然ゴム、またはこれら
に空気泡を密封した構造）によって作られており、グリップ感を良好にするのに適した弾
性を備えることである。そして、実施例４の配置とは異なり、グリップ部５６３の裏側に
軟骨伝導振動源５２５が配置されている。図１３（Ｃ）の断面から明らかなように軟骨伝
導振動源５２５はグリップ部５６３の裏面に接触している。
【００７３】
　従って、グリップ部５６３を耳に当てることにより、グリップ部５６３の介在で軟骨伝
導振動源５２５の振動が広い接触面積で耳軟骨に伝達される。さらに、軟骨伝導振動源５
２５の振動によって共振するグリップ部５６３の外面からの音が外耳道から鼓膜に伝わる
。これによって、軟骨伝導振動源５２５からの音源情報を大きな音として聞くことができ
る。また、実施例５と同様にして、耳に当てられているグリップ部５６３が外耳道を塞ぐ
形となるので環境騒音を遮断することもできる。さらに、実施例５と同様にして、グリッ
プ部５６３を耳に押し当てる力を増すと外耳道がほぼ完全に塞がれる結果となり、耳栓骨
導効果によって軟骨伝導振動源５２５からの音源情報をさらに大きな音として聞くことが
できる。なお、グリップ部５６３を介した検知となるが、実施例５と同様にして、軟骨伝
導振動源５２５による押圧力検知に基づき、耳栓骨導効果が生じている状態では、マイク
からの自声信号への位相反転信号付加が行われる。



(18) JP 6012146 B2 2016.10.25

10

20

30

40

50

【００７４】
　また、実施例４と異なり、送話部５２３は、図１３（Ｂ）に明らかなように、携帯電話
５０１の正面ではなく端面に設けられている。従って、受話部１３を耳に当てて通話をす
るときも、裏側のグリップ部５６３を耳に当てて通話をするときも、送話部５２３が共通
に使用者の声を拾うことができる。なお、受話部１３を有効にするか軟骨伝導振動源５２
５を有効にするかは切換ボタン５６１で設定を切換えることができる。また、ズームレン
ズ５５５が図１３（Ｂ）に一点鎖線で示す状態に突出している状態ではグリップ部５６３
を耳にあてて通話をするのに不適なので、このような状態で切換ボタンが操作され、操軟
骨伝導振動源５２５を有効にする設定がなされたときは自動的にズームレンズ５５５を沈
胴させ、この沈胴が完了するまで切換の実行を保留する。
【００７５】
　図１４は、図１３の実施例６における制御部２３９（図８流用）の動作のフローチャー
トである。なお、図１４のフローにおいて、図１０のフローと共通する部分には同一のス
テップ番号を付し、説明を省略する。図１４も、主に軟骨伝導振動ユニットの機能を説明
するため、関連する機能を中心に動作を抽出して図示している。従って、図１０等と同様
にして、実施例６でも、一般的な携帯電話の機能等、図１４のフローに表記していない制
御部２３９の動作も存在する。
【００７６】
　図１４のフローでは、ステップＳ１０４に至ると通話開始操作が行われたかどうかチェ
ックする。そして操作がなければ直ちにステップＳ３４に移行する。一方、通話開始操作
が検知されるとステップＳ１０６に進み、切換ボタン５６１により軟骨伝導設定がなされ
ているかどうかチェックする。そして軟骨伝導設定であればステップＳ１０８でズームレ
ンズ５５５が突出しているかどうかチェックする。この結果ズームレンズ５５５の突出が
なければステップＳ１１０に移行し、送話部５２３をオンするとともに受話部１３をオフ
し、ステップＳ１１２で軟骨伝導振動源５２５をオンしてステップＳ４６に移行する。
【００７７】
　一方、ステップＳ１０６で軟骨伝導設定が検知されないときはステップＳ１１４に移行
し、送話部５２３および受話部１３をとともにオンし、ステップＳ１１６で軟骨伝導振動
源５２５をオフしてステップＳ１１８に移行する。さらに、ステップＳ１０６で軟骨伝導
設定が検知されたときでもステップＳ１０８でズームレンズ５５５が突出していることが
検知された場合は、ステップＳ１１０に移行し、ズームレンズ５５５の沈胴を指示してス
テップＳ１１４に移行する。なお既に沈胴が開始されている場合は、その継続を指示する
。後述のように、ステップＳ１０６からステップＳ１１６は通話状態が断たれない限り繰
り返される。このようにして、ステップＳ１０６での軟骨伝導設定検知に従ってステップ
Ｓ１１０で沈胴が指示され、沈胴が開始したあとは、沈胴が完了してステップＳ１０８で
ズームレンズ５５５の突出が検知されなくなるまで、ステップＳ１１０には移行せずステ
ップＳ１１４およびステップＳ１１６の状態が維持される。
【００７８】
　ステップＳ１１２に後続するステップＳ４６からステップＳ５６は図１０と共通なので
説明を省略する。ステップＳ５４またはステップＳ５６からステップＳ１１８に移行する
と通話状態が断たれたかどうかのチェックが行われ、通話断が検知されない場合はフロー
がステップＳ１０６に戻り、以下、ステップＳ１０６からステップＳ１１８およびステッ
プＳ４６からステップＳ５６が繰り返される。これによって、使用者は、例えば環境騒音
が大きく受話部１３では音が聞き取りにくいとき、通話途中で切換ボタン５６１を操作し
て軟骨伝導設定に切換えることにより、環境騒音を遮断したり、耳栓骨導効果によりさら
に音を聞き取りやすくしたりする等の対応をとることができる。また、このときズームレ
ンズ５５５が突出状態にあれば自動的に沈胴させられる。
【実施例７】
【００７９】
　図１５は、本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例７を示す斜視図である。実施例
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７の携帯電話６０１は、実施例１と同様にして上部６０７がヒンジ部６０３によって下部
６１１の上に折り畳み可能に構成される。図１５（Ａ）は図１と同様の正面斜視図である
とともに、図１５（Ｂ）は、その背面斜視図である。また、図１５（Ｃ）は、図１５（Ｂ
）におけるＢ－Ｂ切断面における要部断面図である。実施例７の構造の大半は実施例１と
共通なので、対応する部分には同一の番号を付し、説明を省略する。また、説明を省略す
る部分は図示の煩雑さを避けるため番号自体の付与も省略しているが図面上共通する部分
の機能および名称は図１と共通である。なお、概観は実施例１と共通であるが内部の詳細
構成については、図８および図９における実施例４のブロック図を基本的に援用する。
【００８０】
　実施例７が実施例１と異なる第１点目は、図１５（Ｂ）に示すように上部６０７のヒン
ジ近傍側において広い面積の軟骨伝導出力部６６３が設けられている点である。この軟骨
伝導出力部６６３は、実施例５におけるソフトカバー４６３や実施例６におけるグリップ
部５６３と同様にして、耳軟骨と音響インピーダンスが近似する材料（シリコーン系ゴム
、シリコーン系ゴムとブタジエン系ゴムとの混合物、天然ゴム、またはこれらに空気泡を
密封した構造）によって作られており、携帯電話６０１外壁に異物が衝突するのを保護す
るのに適した弾性を備えることである。そして、実施例１の配置とは異なり、軟骨伝導出
力部６６３の裏側に軟骨伝導振動源６２５が配置されている。図１５（Ｃ）の断面から明
らかなように軟骨伝導振動源６２５は軟骨伝導出力部６６３の裏面に接触している。
【００８１】
　従って、携帯電話６０１を折り畳み、軟骨伝導出力部６６３を耳に当てることにより、
軟骨伝導出力部６６３の介在で軟骨伝導振動源６２５の振動が広い接触面積で耳軟骨に伝
達される。さらに、軟骨伝導振動源６２５の振動によって共振する軟骨伝導出力部６６３
の外面からの音が外耳道から鼓膜に伝わる。これによって、軟骨伝導振動源６２５からの
音源情報を大きな音として聞くことができる。また、実施例５および実施例６と同様にし
て、耳に当てられている軟骨伝導出力部６６３が外耳道を塞ぐ形となるので環境騒音を遮
断することもできる。さらに、実施例５および実施例６と同様にして、軟骨伝導出力部６
６３を耳に押し当てる力を増すと外耳道がほぼ完全に塞がれる結果となり、耳栓骨導効果
によって軟骨伝導振動源６２５からの音源情報をさらに大きな音として聞くことができる
。なお、軟骨伝導出力部６６３を介した検知となるが、実施例５および実施例６と同様に
して、軟骨伝導振動源６２５による押圧力検知に基づき、耳栓骨導効果が生じている状態
では、マイクからの自声信号への位相反転信号付加が行われる。
【００８２】
　実施例７が実施例１と異なる第２点目は、図１５（Ａ）に示すように、送話部６２３が
、携帯電話６０１の下部６０７の正面ではなく下部６０７の下端面に設けられている点で
ある。従って、携帯電話６０１を開いて受話部１３を耳に当てて通話をするときも、携帯
電話６０１を閉じて軟骨伝導出力部６６３を耳に当てて通話をするときも、送話部６２３
が共通に使用者の声を拾うことができる。なお、携帯電話６０１を軟骨伝導切換対応設定
にしておいた場合、携帯電話を開いたとき受話部１３が有効になるとともに携帯電話を閉
じたとき軟骨伝導振動源５２５が有効になるよう自動的に切換わる。一方、軟骨伝導切換
対応設定をしない場合は、軟骨伝導振動源５２５が自動的に有効になることはなく、携帯
電話の開閉にかかわらず通常の送話受話が機能する。
【００８３】
　図１５（Ｂ）の背面斜視図から明らかなように、携帯電話６０１の背面には、背面主カ
メラ５１、スピーカ５１および背面表示部６７１が設けられる。さらに、携帯電話６０１
の背面には、軟骨伝導切換対応設定が行われていて携帯電話６０１が閉じられているとき
有効となるプッシュプッシュボタン６６１が備えられている。プッシュプッシュボタン６
６１は、実施例５と同様にして１回目の押下で通話を開始するとともに、通話中において
２回目の押下を行うことで通話を切断する機能を有する。なお、上記プッシュプッシュボ
タン６６１の１回目の押下は、特定の相手への発呼の際、または着信への応答の際に行わ
れ、いずれの場合も、これによって通話が開始される。
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【００８４】
　図１６は、図１５の実施例７における制御部２３９（図８流用）の動作のフローチャー
トである。なお、図１６のフローにおいて、図１４のフローと共通する部分には同一のス
テップ番号を付し、説明を省略する。図１６も、主に軟骨伝導振動ユニットの機能を説明
するため、関連する機能を中心に動作を抽出して図示している。従って、図１４等と同様
にして、実施例７でも、一般的な携帯電話の機能等、図１６のフローに表記していない制
御部２３９の動作も存在する。
【００８５】
　図１６のフローでは、通話が開始されてステップＳ１２２に至ると軟骨伝導切換対応設
定がなされているかどうかチェックする。そしてステップＳ１２２で軟骨伝導切換対応設
定が確認されるとステップＳ１２４に進み、携帯電話が開かれているかどうか、つまり上
部６０７が下部６１１に重なって折り畳まれている状態から図１５のように開かれた状態
になっているかどうかをチェックする。そして携帯電話６０１が開かれておらず上部６０
７が下部６１１に重なって折り畳まれている状態であることが確認されるとステップＳ１
１０に移行し、送話部５２３をオンするとともに受話部１３をオフし、ステップＳ１１２
で軟骨伝導振動源５２５をオンしてステップＳ４６に移行する。このようにして、携帯電
話６０１が折り畳まれている状態で軟骨伝導出力部６６３による受話が可能となる。
【００８６】
　一方、ステップＳ１２２で軟骨伝導切換対応設定が検知されないときは電話機６０１が
折り畳まれているか否かを問うことなくステップＳ１１４に移行し、送話部５２３および
受話部１３をとともにオンし、ステップＳ１１６で軟骨伝導振動源５２５をオフしてステ
ップＳ１１８に移行する。さらに、ステップＳ１０６で軟骨伝導切換対応設定が検知され
たときにおいてステップＳ１２４で携帯電話６０１が開かれていることが確認されたとき
も、ステップＳ１１４に移行する。
【００８７】
　図１６のフローも、ステップＳ１１８において通話状態が断たれたかどうかのチェック
が行われ、通話断が検知されない場合はフローがステップＳ１２２に戻り、以下、ステッ
プＳ１２２、ステップＳ１２４、ステップＳ１１４からステップＳ１１８およびステップ
Ｓ４６からステップＳ５６が繰り返される。このようにして、軟骨伝導切換対応設定を予
めしておいた場合、使用者は、例えば環境騒音が大きく受話部１３では音が聞き取りにく
いとき、通話途中で携帯電話６０１を折り畳み、軟骨伝導出力部６６３による受話に切換
えることにより、環境騒音を遮断したり、耳栓骨導効果によりさらに音を聞き取りやすく
したりする等の対応をとることができる。
【００８８】
　以上の実施例５から６の特徴をまとめると、携帯電話は、軟骨伝導振動源と、軟骨伝導
振動源の振動を耳軟骨に導く伝導体とを有し、この伝導体が弾性体として構成されるか、
または、複数個所で耳軟骨に接する大きさもしくは耳軟骨に接して外耳道を塞ぐ大きさを
有するか、または、少なくとも耳朶に近似する面積を有するか、または耳軟骨の音響イン
ピーダンスに近似する音響インピーダンスを有する。そして、これらの特徴のいずれかま
たはその組合せにより、軟骨伝導振動源による音情報を有効に聞くことができる。また、
これらの特徴の活用は、上記の実施例に限るものではない。例えば、上記実施例に開示し
た材質、大きさ、面積、配置および構造の利点を活用することにより、伝導体を弾性体と
せずに本発明を構成することも可能である。
【実施例８】
【００８９】
　図１７は、本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例８を示す斜視図である。実施例
８は、図１３の実施例６と同様、携帯電話機能を備えたデジタルカメラとして構成されて
おり、図１３と同様にして、図１７（Ａ）正面斜視図、図１７（Ｂ）は、背面斜視図、図
１７（Ｃ）は、図１７（Ｂ）におけるＢ－Ｂ切断面における断面図である。実施例１７は
、図１３の実施例６と構造の大半は共通なので、対応する部分には同一の番号を付し、説
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明を省略する。
【００９０】
　実施例８が実施例６と異なるのは、図１７（Ｃ）の断面から明らかなように軟骨伝導振
動源７２５がグリップ部７６３内部に埋め込まれている点である。グリップ部７６３は、
図１３の実施例６と同様、耳軟骨と音響インピーダンスが近似する材料（シリコーン系ゴ
ム、シリコーン系ゴムとブタジエン系ゴムとの混合物、天然ゴム、またはこれらに空気泡
を密封した構造）によって作られており、グリップ感を良好にするのに適した弾性を備え
る。なお、内部の詳細構成は、実施例６と同様、図８および図９における実施例４のブロ
ック図を基本的に援用する。
【００９１】
　図１７（Ｃ）におけるフレキシブル接続線７６９は、グリップ部７６３内部に埋め込ま
れている軟骨伝導振動源７２５と、図８の位相調整ミキサー部２３６などの回路部分７７
１とを接続するものである。図１７（Ｃ）断面図に示すような軟骨伝導振動源７２５のグ
リップ部７６３内部への埋め込み構造は、軟骨伝導振動源７２５およびフレキシブル接続
線７６９をグリップ部７６３にインサートした一体成型によって実現可能である。また、
グリップ部７６３をフレキシブル接続線７６９および軟骨伝導振動源７２５を境として二
体に割り、グリップ部７６３をフレキシブル接続線７６９および軟骨伝導振動源７２５を
挟んで両者を接着することによっても実現できる。
【００９２】
　実施例８において、グリップ部７６３を耳に当てることによりグリップ部７６３の介在
で軟骨伝導振動源７２５の振動が広い接触面積で耳軟骨に伝達されること、軟骨伝導振動
源７２５の振動によって共振するグリップ部７６３の外面からの音が外耳道から鼓膜に伝
わること、耳に当てられているグリップ部７６３が外耳道を塞ぐ形となるので環境騒音を
遮断すること、および、グリップ部７６３を耳に押し当てる力を増すと外耳道がほぼ完全
に塞がれる結果となり耳栓骨導効果によって軟骨伝導振動源７２５からの音源情報をさら
に大きな音として聞けることは、実施例６と同様である。また、軟骨伝導振動源５２５に
よる押圧力検知に基づき、耳栓骨導効果が生じている状態では、マイクからの自声信号へ
の位相反転信号付加が行われることも、実施例６と同様である。なお、実施例８では、軟
骨伝導振動源７２５がグリップ部７６３に埋め込まれているので、押圧力増加によるグリ
ップ部７６３の歪みに伴う軟骨伝導振動源７２５の歪みにより耳栓骨導効果が生じている
状態が検知される。
【００９３】
　実施例８において軟骨伝導振動源７２５をグリップ部７６３のような弾性体内部に埋め
込む意義は、上記のように良好な音伝導を得ることに加え、軟骨伝導振動源７２５への衝
撃対策とすることにある。実施例８において軟骨伝導振動源７２５として用いられる圧電
バイモルフ素子は衝撃を嫌う性質がある。ここにおいて、実施例８のように軟骨伝導振動
源７２５を周囲から包むように構成することにより、携帯電話の剛構造にかかる衝撃に対
する緩衝を図ることができ、常に落下等のリスクに晒される携帯電話への実装を容易にす
ることができる。そして、軟骨伝導振動源７２５を包む弾性体は単に緩衝材として機能す
るだけでなく、上記のようにより軟骨伝導振動源７２５の振動をより効果的に耳に伝える
構成として機能する。
【実施例９】
【００９４】
　図１８は、本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例９を示す斜視図である。実施例
９の携帯電話８０１は、実施例７と同様にして上部８０７がヒンジ部６０３によって下部
６１１の上に折り畳み可能に構成される。そして図１８において、図１５と同様にして、
図１８（Ａ）は正面斜視図、図１８（Ｂ）は背面斜視図、図１８（Ｃ）は図１８（Ｂ）に
おけるＢ－Ｂ切断面における断面図である。図１８の実施例８は、図１５の実施例７と構
造の大半は共通なので、対応する部分には同一の番号を付し、説明を省略する。
【００９５】
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　実施例９が実施例７と異なるのは、図１８（Ｃ）の断面から明らかなように軟骨伝導振
動源８２５が軟骨伝導出力部８６３と内部緩衝材８７３に挟まれている点である。この軟
骨伝導出力部８６３は、実施例７における軟骨伝導出力部６６３同様、耳軟骨と音響イン
ピーダンスが近似する材料（シリコーン系ゴム、シリコーン系ゴムとブタジエン系ゴムと
の混合物、天然ゴム、またはこれらに空気泡を密封した構造）によって作られており、携
帯電話６０１外壁に異物が衝突するのを保護するのに適した弾性を備える。また、内部緩
衝材８７３は、緩衝を目的とする弾性体であれば任意の材料により構成できるが、軟骨伝
導出力部８６３と同じ材料とすることも可能である。なお、内部の詳細構成は、実施例７
と同様、図８および図９における実施例４のブロック図を基本的に援用する。
【００９６】
　図１８（Ｃ）の断面に示すように、軟骨伝導出力部８６３と内部緩衝材８７３の間には
、軟骨伝導振動源８２５とフレキシブル接続線８６９が挟まれている。このフレキシブル
接続線８６９は、実施例８と同様、軟骨伝導振動源８２５を図８の位相調整ミキサー部２
３６などの回路部分８７１に接続するものである。これら軟骨伝導振動源８２５とフレキ
シブル接続線８６９を軟骨伝導出力部８６３と内部緩衝材８７３の間に挟む構造は、軟骨
伝導出力ユニット８７５内にまとめられており、このような軟骨伝導出力ユニット８７５
が携帯電話８０１の上部８０７にはめ込まれている。
【００９７】
　実施例９においても、軟骨伝導出力部８６３を耳に当てることにより軟骨伝導出力部８
６３の介在で軟骨伝導振動源８２５の振動が広い接触面積で耳軟骨に伝達されること、軟
骨伝導振動源８２５の振動によって共振する軟骨伝導出力部８６３からの音が外耳道から
鼓膜に伝わること、耳に当てられている軟骨伝導出力部８６３が外耳道を塞ぐ形となるの
で環境騒音を遮断すること、および、軟骨伝導出力部８６３を耳に押し当てる力を増すと
外耳道がほぼ完全に塞がれる結果となり耳栓骨導効果によって軟骨伝導振動源８２５から
の音源情報をさらに大きな音として聞けることは、実施例７と同様である。また、軟骨伝
導振動源５２５による押圧力検知に基づき、耳栓骨導効果が生じている状態では、マイク
からの自声信号への位相反転信号付加が行われることも、実施例７と同様である。なお、
実施例９では、軟骨伝導振動源８２５がともに弾性体である軟骨伝導出力部８６３と内部
緩衝材８７３の間に挟まれているので、実施例８と同様にして、押圧力増加による軟骨伝
導出力部８６３の歪みに伴う軟骨伝導振動源８２５の歪みにより耳栓骨導効果が生じてい
る状態が検知される。
【００９８】
　実施例９において、軟骨伝導振動源８２５が、ともに弾性体である軟骨伝導出力部８６
３と内部緩衝材８７３の間に挟まれている構造の意義は、上記のように良好な音伝導を得
ることに加え、圧電バイモルフ素子によって構成される軟骨伝導振動源８２５への衝撃対
策とすることにある。つまり、実施例８と同様にして、軟骨伝導振動源７２５を周囲から
弾性体で包むように構成することにより、携帯電話の剛構造にかかる衝撃に対する緩衝を
図ることができ、常に落下等のリスクに晒される携帯電話への実装を容易にすることがで
きる。そして、軟骨伝導振動源８２５を挟む弾性体は単に緩衝材として機能するだけでな
く、少なくとも外側の弾性体を耳軟骨と音響インピーダンスが近似する材料で成型するこ
とにより、上記のようにより軟骨伝導振動源８２５の振動をより効果的に耳に伝える構成
として機能する。
【実施例１０】
【００９９】
　図１９は、本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例１０を示す斜視図である。実施
例１０の携帯電話９０１は、実施例４と同様にして、可動部のない一体型のものであり、
ＧＵＩ機能を備えた大画面２０５を有するいわゆるスマートフォンとして構成されている
。そしてその構造に共通点が多いので、対応する部分には実施例４と同一の番号を付し、
説明を省略する。なお、実施例４と同様にして実施例１０でも、「上部」とは分離された
上部を意味するものではなく、一体構造の上方の部分を意味するものとする。
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【０１００】
　実施例１０が実施例４と異なるのは、圧電バイモルフ素子等からなる軟骨伝導振動源９
２５が軟骨伝導振動源となるとともに、気導によって鼓膜に伝わる音波を発生する受話部
の駆動源を兼ねている点である。具体的に述べると、実施例４と同様にして、軟骨伝導振
動源９２５の上部に接触して携帯電話上辺に振動伝導体２２７が配置されている。さらに
、軟骨伝導振動源９２５の前方には、
実施例７と同様にして耳軟骨と音響インピーダンスが近似する材料（シリコーン系ゴム、
シリコーン系ゴムとブタジエン系ゴムとの混合物、天然ゴム、またはこれらに空気泡を密
封した構造）によって作られた軟骨伝導出力部９６３が配置されている。また、後述のよ
うに軟骨伝導出力部９６３は気導によって鼓膜に伝わる音波を発生するための受話部を兼
ねるので実施例１０では、実施例４のような受話部１３の別設はない。
【０１０１】
　以上の構成により、まず、軟骨伝導振動源９２５の振動は振動伝導体２２７により側方
に伝達され、その両端２２４および２２６を振動させるので、そのいずれかをこれを耳珠
に接触させることによって軟骨伝導で音を聞くことができる。また、実施例４と同様、振
動伝導体２２７はその右端２２４および左端２２６だけで振動するのではなく全体で振動
している。従って、実施例１０でも、携帯電話９０１の内側上端辺のどこを耳軟骨に接触
させても音声情報を伝達することができる。そして、通常の携帯電話と同様にして軟骨伝
導出力部９６３の一部が外耳道入口正面にくるような形で携帯電話９０１を耳に当てたと
きには、振動伝導体２２７が耳軟骨の広範囲に接触するとともに、軟骨伝導出力部９６３
が耳珠等の耳軟骨に接触する。このような接触を通じ、軟骨伝導によって音を聞くことが
できる。さらに、実施例５から実施例９と同様にして、軟骨伝導振動源９２５の振動によ
って共振させられる軟骨伝導出力部９６３の外面からの音が外耳道から音波として外耳道
から鼓膜に伝わる。このようにして、通常の携帯電話使用状態において、軟骨伝導出力部
９６３は気導による受話部として機能することができる。
【０１０２】
　軟骨伝導は、軟骨への押圧力の大小により伝導が異なり、押圧力を大きくするとより効
果的な伝導状態を得ることができる。これは、受話音が聞き取りにくければ携帯電話を耳
に押し当てる力を強くするという自然な行動を音量調節に利用できることを意味する。そ
してこのような機能は、例えば取扱説明書によって使用者に説明しなくても、使用者が自
然な行動を通じて自ずからその機能を理解することができる。実施例１０において、軟骨
伝導振動源９２５の振動を剛体である振動伝導体２２７と弾性体である軟骨伝導出力部９
６３の両者が同時に耳軟骨に接触可能であるよう構成したのは、主に剛体である振動伝導
体２２７の押圧力の調節を通じ、より効果的に音量調節を行うことを可能にするためであ
る。
【０１０３】
　本発明の実施は、上記の実施例に限るものではなく、上記した本発明の種々の利点は、
他の実施形態においても享受できる。例えば、実施例１０において軟骨伝導出力部９６３
と軟骨伝導出力部９６３の組合せを気導による受話部専用として機能するよう構成する場
合は、軟骨伝導出力部９６３の配置されている位置に、耳軟骨と音響インピーダンスが近
似する材料以外のスピーカとして好適な共振体を配置することができる。この場合でも、
実施例１０において、圧電バイモルフ素子等からなる軟骨伝導振動源９２５が軟骨伝導振
動源となるとともに、気導によって鼓膜に伝わる音波を発生する受話部の駆動源を兼ねる
という特徴とその利点を享受できる。
【実施例１１】
【０１０４】
　図２０は、本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例１１を示す斜視図である。実施
例１１の携帯電話１００１は、実施例４と同様にして、可動部のない一体型のものであり
、ＧＵＩ機能を備えた大画面２０５を有するいわゆるスマートフォンとして構成されてい
る。そしてその構造に共通点が多いので、対応する部分には実施例４と同一の番号を付し
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、説明を省略する。なお、実施例４と同様にして実施例１０でも、「上部」とは分離され
た上部を意味するものではなく、一体構造の上方の部分を意味するものとする。
【０１０５】
　実施例１１が実施例４と異なるのは、右耳用振動部１０２４および左耳用振動部１０２
６が、携帯電話１００１の正面ではなく、それぞれ側面１００７、および図示の関係で番
号を省略している反対側の側面、に設けられていることである。（なお、右耳用振動部１
０２４および左耳用振動部１０２６の配置が図７の実施例４に対して左右逆になっている
ことに注意）機能的には、実施例４と同様にして、実施例１１においても右耳用振動部１
０２４および左耳用振動部１０２６は、それぞれ振動伝導体１０２７の両端部として構成
されており、振動伝導体１０２７の下部には圧電バイモルフ素子等からなる軟骨伝導振動
源１０２５が接触して配置され、振動伝導体１０２７にその振動を伝える。これによって
、軟骨伝導振動源１０２５の振動が振動伝導体１０２７により側方に伝達され、その両端
１０２４および１０２６を振動させる。振動伝導体１０２７の両端１０２４および１０２
６は、携帯電話１００１の側面（例えば１００７）の上端部分を耳にあてたとき耳珠と接
触するよう配置されている。
【０１０６】
　また、マイク等の送話部１０２３は、右耳用振動部１０２４および左耳用振動部１０２
６のいずれが耳珠に当てられた状態であっても使用者によって発音される音声を拾うこと
ができるよう、携帯電話１００１の下面に設けられている。なお、実施例１１の携帯電話
１００１は、表示部２０５を観察しながらのテレビ電話のためのスピーカ１０１３が設け
られており、マイク等の送話部１０２３はテレビ電話の際には感度の切換えが行われ、表
示部２０５を観察中の使用者によって発音される音声を拾うことができる。
【０１０７】
　図２１は、右耳用振動部１０２４と左耳用振動部１０２６の機能を示す携帯電話１の側
面図であり、図示の方法は図２に準じる。但し、図２０で説明したように、実施例１１で
は右耳用振動部１０２４および左耳用振動部１０２６がそれぞれ携帯電話１００１の側面
に設けられている。従って、実施例１１において携帯電話１００１を耳に当てる際には、
図２１に示すように携帯電話１００１の側面が耳珠に当てられる。つまり、図２のように
携帯電話１の表示部５の面が耳珠に当てられるのではないので、表示部２０５が耳や頬に
当たって皮脂などで汚れることがなくなる。
【０１０８】
　具体的に述べると、図２１（Ａ）は、右手に携帯電話１００１を持って右耳２８を当て
ている状態を示し、携帯電話１００１において耳に当てられているのと反対側の側面が見
えているとともに、断面が図示されている表示部２０５の表面は頬とほぼ直角になって顔
の下後方を向いている。この結果、上記のように表示部２０５が耳や頬に当たって皮脂な
どで汚れることがなくなる。同様に、図２１（Ｂ）は、左手に携帯電話１００１を持って
左耳３０の耳珠３４に当てている状態を示し、この場合でも図２１（Ａ）と同様にして、
表示部２０５が頬とほぼ直角になって顔の下後方を向いており、表示部２０５が耳や頬に
当たって皮脂などで汚れることがなくなる。
【０１０９】
　なお、図２１のような使用状態は、例えば図２１（Ａ）の場合、携帯電話１００１を右
手で持って表示部２０５を観察している状態からそのまま手を捻らずに帯電話１００１を
移動させて右耳用振動部１０２４を耳珠３２に当てることにより実現する。従って携帯電
話１００１を持ち換えたり手を捻ったりすることなく、肘と手首の角度を若干変化させる
という右手の自然な動きで表示部２０５の観察状態と右耳用振動部１０２４を耳珠３２に
当てる状態の間の遷移が可能である。なお、上記では説明の単純化のため、図２１の状態
は表示部２０５が頬とほぼ直角になっているものとしたが、手の角度や携帯電話１００１
を耳に当てる姿勢は使用者が自由に選択することができるので、表示部２０５が頬の角度
は必ずしも直角である必要はなく、適度に傾いていてよい。しかしながら、実施例１１の
構成によれば、右耳用振動部１０２４および左耳用振動部１０２６がそれぞれ携帯電話１
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００１の側面に設けられているので、どのような姿勢でこれらを耳珠３２または３４に当
てたとしても、表示部２０５が耳や頬に当たって皮脂などで汚れることはない。
【０１１０】
　なお、実施例１１では、表示部２０５が頬の方向を向いて隠れることがなくなる結果、
通話先などの表示内容が前後の他人に見える可能性がある。従って実施例１１ではプライ
バシー保護のため、右耳用振動部１０２４または左耳用振動部１０２６が耳に当てられて
いる状態では通常表示からプライバシー保護表示（例えば無表示）への切換えが自動的に
行われる。その詳細については後述する。
【実施例１２】
【０１１１】
　図２２は、本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例１２を示す斜視図である。図２
２（Ａ）は、後述する取っ手１１８１が突出していない状態、図２２（Ｂ）は、取っ手１
１８１が突出している状態をそれぞれ示す。実施例１２の携帯電話１１０１は、実施例１
１と同様にして、軟骨伝導用振動部１１２４が携帯電話１１０１の側面（図２２で見て左
側の側面であり、図示の都合上隠れた面となるので番号を付与せず）に設けられている。
なお、実施例１２は、携帯電話としては、実施例１１と同様の可動部のない一体型のもの
をベースにしており、ＧＵＩ機能を備えた大画面２０５を有するいわゆるスマートフォン
として構成されている。そしてその構造に共通点が多いので、対応する部分には実施例１
１と同一の番号を付し、説明を省略する。なお、実施例１１と同様にして実施例１０でも
、「上部」とは分離された上部を意味するものではなく、一体構造の上方の部分を意味す
るものとする。
【０１１２】
　実施例１２が実施例１１と異なるのは、後述する取っ手１１８１に関する構成の他、軟
骨伝導用振動部１１２４が携帯電話１１０１における図２２で見て左の片側の側面に設け
られている点である。また、耳に当てられるのは、左側の側面に限られるので、マイク等
の送話部１１２３も、図２２に示すように携帯電話１１０１の左側面寄りの下面に設けら
れている。なお、実施例１２においても、表示部２０５を観察しながらのテレビ電話の際
には、送話部１０２３の切換えが行われ、表示部２０５を観察中の使用者によって発音さ
れる音声を拾うことができる。
【０１１３】
　実施例１２では、図２２のように表示部２０５が見えている状態から実施例１１と同様
にして軟骨伝導用振動部１１２４を右耳の耳珠に当てることができる。一方、軟骨伝導用
振動部１１２４を左耳の耳珠に当てるには、携帯電話１１０１が裏向くように持ち換える
ことにより軟軟骨伝導用振動部１１２４が左耳に対向するようにすることができる。この
ような使用は図２２（Ａ）のように取っ手１１８１を突出させない状態でも可能である。
【０１１４】
　次に取っ手の機能について説明する。図２１のように表示面２０５が頬とほぼ直角にな
るような角度で軟骨伝導用振動部１１２４を耳に当てる際の一つの自然な持ち方は、表示
部２０５が設けられている携帯電話１１０１の表面および背面を親指および他の四指で挟
む形であるが、このとき表示部２０５に指がタッチする状態となるので、誤動作の可能性
があるとともに通話中の比較的長時間かつ強い接触による指紋汚れのおそれがある。
【０１１５】
　そこで、実施例１２では、表示部２０５への指のタッチを防止しつつ携帯電話１１０１
の保持を容易にするため、必要に応じ、図２２（Ａ）の状態から図２２（Ｂ）の状態に取
っ手１１８１を突出させ、この取っ手１１８１を保持に利用することができるよう構成し
ている。これによって図２２（Ｂ）の状態では取っ手１１８１および携帯電話１１０１の
本体端部を親指および他の四指で挟むことが可能となり、表示部２０５にタッチすること
なく容易に携帯電話１１０１を保持することができる。また、突出量が比較的大きくなる
よう構成する場合には、取っ手１１８１を握って携帯電話１１０１を保持することも可能
である。なお、図２２（Ａ）の状態の場合と同様、携帯電話１１０１が裏向くように保持
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することにより、軟骨伝導用振動部１１２４を左耳の耳珠に当てることも可能である。
【０１１６】
　図２２（Ａ）から取っ手を突出させるには、突出操作ボタン１１８３を押すことにより
、取っ手のロックが外れ、若干突出するのでこれを図引き出すことにより図２２（Ｂ）の
状態とすることができる。図２２（Ｂ）の状態ではロックがかかるので、取っ手１１８１
を持って軟骨伝導用振動部１１２４を耳珠に押し付ける際にも支障がない。取っ手１１８
１を収納するには、図２２（Ｂ）の状態で突出操作ボタン１１８３を押せばロックが外れ
るので、図２２（Ａ）の状態にとなるよう取っ手１１８１を押し込めばロックがかかる。
【０１１７】
　図２３は、図２２の実施例１２における制御部２３９（図８流用）の動作のフローチャ
ートである。なお、図２３のフローは、図１４のフローと共通する部分が多いので該当部
分には同一のステップ番号を付し、説明を省略する。図２３も、主に軟骨伝導振動ユニッ
トの機能を説明するため、関連する機能を中心に動作を抽出して図示している。従って、
図１４等と同様にして、実施例１２でも、一般的な携帯電話の機能等、図２３のフローに
表記していない制御部２３９の動作も存在する。図２３において図１４と異なる部分は太
字で示しているので、以下これらの部分を中心に説明する。
【０１１８】
　図２３のフローでは、ステップＳ１０４に至ると通話開始操作が行われたかどうかチェ
ックする。そして操作がなければ直ちにステップＳ３４に移行する。一方、通話開始操作
が検知されるとステップＳ１３２に進み、取っ手１１８１が突出状態にあるかどうかチェ
ックする。そして突出状態になければステップＳ１３４に進み、軟骨伝導用振動部１１２
４が耳軟骨に接触している状態にあるかどうかチェックする。そして接触状態が検知され
るとステップＳ１３６に進む。なお、ステップＳ１３２において取っ手１１８１が突出状
態にあることが検知されると直ちにステップＳ１３６に移行する。
【０１１９】
　ステップＳ１３６では送話部１１２３をオンするとともにステップＳ１３８で軟骨伝導
用振動部１１２４をオンする。一方、ステップＳ１４０ではスピーカ１０１３をオフする
。次いでステップＳ１４２に進み、表示部２０５の表示をプライバシー保護表示とする。
このプライバシー保護表示は、プライバシー情報を含まない所定の表示とするかまたは無
表示状態とする。なお、この時点では表示部２０５自体をオフすることなく表示内容のみ
を変更する。このような表示制御を行った後、ステップＳ５２に移行する。なお、ステッ
プＳステップＳ１３６からステップ１４２において、既に目的の状態となっている場合は
これらのステップでは結果的に何もせずステップＳ５２に至る。
【０１２０】
　一方、ステップＳ１３４で軟骨伝導用振動部１１２４が耳軟骨に接触している状態にあ
ることが検知されないときは、ステップＳ１４４に移行し、送話部１４４をオンするとと
もに、ステップＳ１４６で軟骨伝導用振動部１１２４をオフする。一方、ステップＳ１４
８ではスピーカ１０１３をオンする。次いでステップＳ１５０に進み、表示部２０５の表
示を通常表示とする。このような表示制御を行った後、ステップＳ１１８に移行する。な
お、ステップＳステップＳ１４４からステップ１５０においても、既に目的の状態となっ
ている場合はこれらのステップでは結果的に何もせずステップＳ１１８に至る。
【０１２１】
　ステップＳ１４２に後続するステップＳ５２からステップＳ５６、ステップＳ１１８お
よびステップＳ３４、ならびに１５０に後続するステップＳ１１８およびステップＳ３４
は、図１４と共通なので説明を省略する。なお、ステップＳ１１８に移行すると通話状態
が断たれたかどうかのチェックが行われ、通話断が検知されない場合はフローがステップ
Ｓ１３２に戻り、以下、ステップＳ１３２からステップＳ１５０およびステップＳ５２か
らステップＳ５６が繰り返される。これによって、取っ手の出し入れまたは軟骨伝導用振
動部１１２４の接触非接触により、軟骨伝導用振動部１１２４とスピーカ１０１３の切換
えおよび表示の切換えが自動的に行われる。また、軟骨伝導用振動部１１２４がオンとな
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っている状態では、耳栓骨伝導効果の有無に基づく自声位相反転信号付加の有無の切換え
が自動的に行われる。
【０１２２】
　なお、上記のステップの繰り返しにおいて、表示部２０５の表示がステップＳ１４２に
おいて最初にプライバシー保護表示に変わってから所定時間が経過したかを判断するステ
ップおよび所定時間経過があったときに省電力の目的で表示部２０５自体をオフするステ
ップをステップＳ１４２とステップＳ５２の間に挿入してもよい。このとき、これに対応
して、ステップＳ１４８とステップＳ５の間に表示部２０５がオフになっているときこれ
をオンするステップを挿入する。また、図２３のフローは、ステップＳ１３２を省略する
ことにより、図２０の実施例１１にも採用することができる。
【実施例１３】
【０１２３】
　図２４は、本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例１３を示す斜視図である。図２
４（Ａ）は、後述する送受話ユニット１２８１が携帯電話１２０１と一体化している状態
、図２４（Ｂ）は、送受話ユニット１２８１が分離されている状態をそれぞれ示す。実施
例１３の携帯電話１２０１は、図２４（Ａ）の状態において軟骨伝導用振動部１２２６が
携帯電話１２０１の側面１００７に配置された状態となっている。この点では、実施例１
１および実施例１２と同様である。なお、実施例１３は、携帯電話としては、実施例１１
および実施例１２と同様の可動部のない一体型のものをベースにしており、ＧＵＩ機能を
備えた大画面２０５を有するいわゆるスマートフォンとして構成されている。そしてその
構造に共通点が多いので、対応する部分には実施例１２と同一の番号を付し、説明を省略
する。なお、実施例１１および実施例１２と同様にして実施例１３でも、「上部」とは分
離された上部を意味するものではなく、一体構造の上方の部分を意味するものとする。
【０１２４】
　実施例１３は、図２４（Ａ）の状態では、軟骨伝導用振動部１２２６および送話部１２
２３が図２４で見て右側に配置されていることを除き、実施例１２の図２２（Ａ）と同様
の構成である。但し、図２４のように表示部２０５が見えている状態からは、軟骨伝導用
振動部１１２６は左耳の耳珠に当てられる。そして、軟骨伝導用振動部１１２６を右耳の
耳珠に当てるには、携帯電話１２０１が裏向くように持ち換えることにより軟軟骨伝導用
振動部１１２６が左耳に対向するようにする。
【０１２５】
　実施例１３が、実施例１２と異なるのは、軟骨伝導用振動部１２２６および送話部１２
２３を含む送受話ユニット１２８１が図２４（Ｂ）のように携帯電話１２０１から分離で
きる点である。送受話ユニット１２８１の携帯電話１２０１からの着脱は、着脱ロックボ
タン１２８３を操作することにより可能である。送受話ユニット１２８１はさらに、電源
部を含む軟骨伝導用振動部１２２６および送話部１２２３のための制御部１２３９、およ
び送受話操作部１２０９を有する。送受話ユニット１２８１はまた。携帯電話１２０１と
電波１２８５で無線通信可能なＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（商標）などの近距離通信部１２８７
を有し、送話部１２２３から拾った使用者の音声および軟骨伝導用振動部１２２６の耳へ
の接触状態の情報を携帯電話１２０１に送信するとともに、携帯電話１２０１から受信し
た音声情報に基づき軟骨伝導用振動部１２２６を振動させる。
【０１２６】
　上記のようにして分離した送受話ユニット１２８１は、ペンシル型送受話ユニットとし
て機能し、軟骨伝導用振動部１２２６を自由に持って右耳または左耳の耳珠に接触させる
ことにより通話が可能である。また、耳珠への接触圧を高めることで耳栓骨導電効果を得
ることもできる。また、分離させた状態の送受話ユニット１２８１は、軟骨伝導用振動部
１２２６の長軸周りのいずれの面または先端を耳に当てても、軟骨伝導により音を聞くこ
とができる。さらに、送受話ユニット１２８１は、通常は図２４（Ａ）のようにして携帯
電話１２０１に収納して適宜図２４（Ｂ）のように分離させる使用方法の他、図２４（Ｂ
）のように分離させた状態で、例えば携帯電話１２０１は内ポケットやカバンに収納する
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とともに、送受話ユニット１２８１はペンシルのように胸の外ポケットに挿しておき、発
呼および着信時の操作および通話は送受話ユニット１２８１のみで行うような使用法も可
能である。なお、軟骨伝導用振動部１２２６は、着信のバイブレータとして機能させるこ
ともできる。
【０１２７】
　実施例１３のようなペンシル型の送受話ユニット１２８１は、収納部を有する専用の携
帯電話１２０１との組合せで構成する場合に限るものではない。例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ（商標）などによる近距離通信機能を有する一般の携帯電話のアクセサリとして構成
することも可能である。
【実施例１４】
【０１２８】
　図２５は、本発明の実施の形態に係る携帯電話の実施例１４を示す斜視図である。図２
５（Ａ）は、後述する送受話ユニット１３８１が携帯電話１２０１に収納されている状態
、図２５（Ｂ）は、送受話ユニット１２８１が引き出されている状態をそれぞれ示す。実
施例１４の携帯電話１３０１は、図２５（Ａ）の状態において軟骨伝導用振動部１３２６
が携帯電話１３０１の側面１００７に配置された状態となっている。この点では、実施例
１１から実施例１３と同様である。なお、実施例１４は、携帯電話としては、実施例１１
から実施例１３と同様の可動部のない一体型のものをベースにしており、ＧＵＩ機能を備
えた大画面２０５を有するいわゆるスマートフォンとして構成されている。そしてその構
造に共通点が多いので、対応する部分には実施例１３と同一の番号を付し、説明を省略す
る。なお、実施例１１から実施例１３と同様にして実施例１４でも、「上部」とは分離さ
れた上部を意味するものではなく、一体構造の上方の部分を意味するものとする。
【０１２９】
　実施例１４も、図２５（Ａ）の状態では、実施例１３の図２４（Ａ）と同様の構成であ
る。実施例１４が、実施例１３と異なるのは、図２５（Ｂ）に示すように、送受話ユニッ
ト１３８１が無線ではなく有線で携帯電話１３０１と交信する点である。送受話ユニット
１３８１の携帯電話１３０１からの着脱は、実施例１３と同様にして着脱ロックボタン１
２８３を操作することにより可能である。送受話ユニット１３８１においては、軟骨伝導
用振動部１３２６と送話部１３２３の間および送話部１３２３と携帯電話１３０１の間が
それぞれケーブル１３３９で接続されている。なお、図２５（Ａ）の収納状態においては
、ケーブル１３３９の内、軟骨伝導用振動部１３２６と送話部１３２３の間の部分は側面
１００７の溝内に収納されるとともに、送話部１３２３と携帯電話１３０１の間の部分は
送話部１３２３を収納する際、スプリングによって携帯電話１３０１内部に自動的に巻き
取られる。なお、送話部１３２３には、発呼および着信時の操作のためのリモコン操作部
が備えられている。以上のようにして、実施例１４では、送話部１３２３から拾った使用
者の音声および軟骨伝導用振動部１３２６の耳への接触状態の情報が有線で携帯電話１３
０１に送信されるとともに、携帯電話１３０１から有線で受信した音声情報に基づき軟骨
伝導用振動部１３２６が振動させられる。
【０１３０】
　図２５（Ｂ）のように引き出された送受話ユニット１３８１は、軟骨伝導用振動部１３
２６の部分が耳珠に触れるよう外耳道入口の下部軟骨に引っ掛けて使用する。そしてこの
状態で送話部１３２３が口の近くに位置するので使用者の声を拾うことができる。また、
軟骨伝導用振動部１３２６の部分を持って耳珠への接触圧を高めることで耳栓骨導電効果
を得ることもできる。さらに、送受話ユニット１３８１は、通常は図２５（Ａ）のように
して携帯電話１３０１に収納して適宜図２５（Ｂ）のように引き出す使用方法の他、図２
５（Ｂ）のように送受話ユニット１３８１を引き出した状態で、例えば携帯電話１３０１
は内ポケット等に収納するとともに、送受話ユニット１３８１の軟骨伝導用振動部１３２
６を耳に引っ掛けたままとしておくような使用法も可能である。なお、軟骨伝導用振動部
１３２６は、実施例１３と同様にして、着信のバイブレータとして機能させることもでき
る。
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【０１３１】
　実施例１４のような有線イヤホン型の送受話ユニット１３８１は、収納部を有する専用
の携帯電話１３０１との組合せで構成する場合に限るものではない。例えば、外部イヤホ
ンマイク接続端子を有する一般の携帯電話のアクセサリとして構成することも可能である
。
【０１３２】
　以上の各実施例に示した種々の特徴は、必ずしも個々の実施例に特有のものではなく、
それぞれの実施例の特徴は、その利点が活用可能な限り、適宜、他の実施例の特徴と組み
合わせたり、組み替えたりすることが可能である。
【０１３３】
　また、以上の各実施例に示した種々の特徴の実施は、上記の実施例に限るものではなく
、その利点を享受できる限り、他の実施例でも実施可能である。例えば、実施例１１から
実施リ例１４における表示面に対する側面への軟骨伝導用振動部の配置は、軟骨伝導によ
り耳珠から音声情報を伝える構成であることにより、耳珠への接触を容易にし、音情報の
伝導ポイントを耳珠とすることができるため、耳で聞くという従来からの電話に近似した
違和感のない傾聴姿勢を実現するものである。また、軟骨伝導による音声伝達は、気導の
場合のように外耳道口の前に閉空間を形成する必要がないので側面への配置に適している
。さらに、軟骨伝導により音情報を伝導させるため、振動体の振動により気導を生じる割
合が少なく、幅の狭い携帯電話の側面に軟骨伝導用振動部を配置しても、外部への実質的
な音漏れを伴うことなしに使用者の外耳道内に音を伝えることができる。これは、軟骨伝
導においては、気導音として外耳道内に音が入るのではなく、音エネルギーが軟骨に接触
することによって伝達され、その後耳の組織の振動によって外耳道の内部で音が生成され
るからである。従って、実施例１１から実施リ例１４における軟骨伝導用振動部の採用は
、音漏れによって隣にいる人に受話音が聞こえて迷惑をかけたりプライバシーが漏れたり
する恐れなしに、表示面に対する側面に音情報出力部を配置する上でも効果が大きい。
【０１３４】
　しかしながら、音声情報を聞く際の耳や頬の接触による表示面の汚れを防止することが
できる利点を享受するという点から見ると、表示面に対する側面への配置は、配置される
音声情報出力部が軟骨伝導振動部である場合に限るものではない。例えば、音声情報出力
部を気導によるイヤホンとし、これを表示面に対する側面に設けるよう構成してもよい。
また、音声情報出力部を耳の前の骨（頬骨弓）または耳の後の骨（乳突部）または額にあ
てる骨伝導振動部とし、これを表示面に対する側面に配置するよう構成してもよい。これ
らの音声情報出力部の場合でも、表示面に対する側面への配置によって、音声情報を聞く
際に表示面が耳や頬に接触することがなくなるのでその汚れを防止できる利点を享受可能
である。そして、これらの場合においても、イヤホンや骨伝導振動部の配置が片側の側面
に限る場合は、実施例１２から実施例１４のようにマイクについても表示面に対する側面
に配置することができる。また、実施例１１から実施例１４と同様にして、図２１のよう
な姿勢でイヤホンを耳に当てて通話をする際、または骨伝導振動部を耳の前後の骨に当て
て通話をする際において、表示面をプライバシー保護表示とすることにより、プライバシ
ー情報を含む表示が前後または左右の他人に見えるのを防止することができる。
【実施例１５】
【０１３５】
　図２６は、本発明の実施の形態に係る実施例１５のシステム構成図である。実施例１５
は携帯電話のための送受話ユニットとして構成されており、携帯電話１４０１とともに携
帯電話システムをなす。実施例１５は、実施例１３において図２４（Ｂ）のように送受話
ユニット１２８１が携帯電話１２０１から分離された状態のシステム構成と共通するシス
テム構成となっているので、共通する部分には共通する番号を付し、特に必要ない限り説
明を省略する。なお、携帯電話１４０１は、実施例１３の携帯電話１２０１と同様にして
、送受話ユニットとの組合せで用いるべく特別に構成される場合に限るものではなく、例
えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（商標）などによる近距離通信機能を有する一般の携帯電話と
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して構成される場合であってもよい。この場合、送受話ユニットは、実施例１３と同様に
して、このような一般の携帯電話１４０１のアクセサリとして構成されることになる。こ
れらの２つの場合についての詳細については後述する。
【０１３６】
　実施例１５が、実施例１３と異なるのは、送受話ユニットが実施例１３のようなペンシ
ル型ではなく、ヘッドセット１４８１として構成される点である。送受話ユニット１４８
１が、圧電バイモルフ素子等を有する軟骨伝導用振動部１４２６および送話部１４２３を
有すること、軟骨伝導用振動部１４２６および送話部１４２３のための電源部を含む制御
部１４３９を有すること、および送受話操作部１４０９を有することについては、実施例
１３に準じる。さらに、送受話ユニット１４８１が、携帯電話１４０１と電波１２８５で
無線通信可能なＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（商標）などの近距離通信部１４８７を有し、送話部
１４２３から拾った使用者の音声をおよび軟骨伝導用振動部１２２６の耳への接触状態の
情報を携帯電話１２０１に送信するとともに、携帯電話１４０１から受信した音声情報に
基づき軟骨伝導用振動部１４２６を振動させることについても、実施例１３に準じる。
【０１３７】
　次に、実施例１５特有の構成について説明すると、ヘッドセット１４８１は、耳掛け部
１４８９により右耳２８に取り付けられる。ヘッドセット１４８１は、弾性体１４７３に
よって保持される可動部１４９１を有し、軟骨伝導用振動部１４２６はこの可動部１４９
１によって保持されている。そして、ヘッドセット１４８１が耳掛け部１４８９により右
耳２８に取り付けられた状態において、軟骨伝導用振動部１４２６が耳珠３２に接触する
よう構成される。なお、弾性体１４７３は、可動部１４９１を耳珠３２の方向に屈曲させ
ることを可能とするとともに、軟骨伝導用振動部１４２６への緩衝材としても機能し、ヘ
ッドセット１４８１にかかる機械的衝撃から軟骨伝導用振動部１４２６を保護する。
【０１３８】
　図２６の状態において通常の軟骨伝導による音情報の聴取が可能となるが、環境騒音で
音情報が聞き取りにくい時は、可動部１４９１を外側から押すことによってこれを屈曲さ
せ、軟骨伝導用振動部１４２６をより強く耳珠３２に圧接することによって耳珠３２が耳
穴を塞ぐようにする。これによって、他の実施例でも説明した耳栓骨導効果が生じ、さら
に大きな音で音声情報を伝えることができる。さらに耳珠３２で耳穴を塞ぐことにより環
境騒音を遮断することができる。また、可動部１４９１の屈曲状態の機械的検知に基づい
て送話部１４２３から拾った自分の声の情報の位相を反転させて軟骨伝導用振動部１４２
６に伝え、自分の声をキャンセルする。その効用等は他の実施例で説明したので詳細は割
愛する。
【実施例１６】
【０１３９】
　図２７は、本発明の実施の形態に係る実施例１６のシステム構成図である。実施例１６
も、実施例１５と同様にして携帯電話１４０１のための送受話ユニットをなすヘッドセッ
ト１５８１として構成されており、携帯電話１４０１とともに携帯電話システムをなす。
実施例１６は、実施例１５と共通点が多いので、共通する部分には共通する番号を付し、
特に必要ない限り説明を省略する。なお、携帯電話１４０１は、実施例１５でも説明した
とおり、特別に構成される場合および一般の携帯電話として構成される場合のいずれであ
ってもよい。これら２つの場合については後述する。
【０１４０】
　実施例１６が、実施例１５と異なるのは、可動部１５９１全体が耳軟骨と音響インピー
ダンスが近似する弾性材料（シリコーン系ゴム、シリコーン系ゴムとブタジエン系ゴムと
の混合物、天然ゴム、またはこれらに空気泡を密封した構造）によって作られていること
である。また、圧電バイモルフ素子等を有する軟骨伝導用振動部１５２６は、実施例８と
同様にして可動部１５９１の内部に埋め込まれている。このような構成により、可動部１
５９１は、それ自身の弾性により軟骨伝導用振動部１５２６を含んで耳珠３２側に屈曲さ
せられることが可能となっている。なお、簡単のため図示を省略しているが、軟骨伝導用
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振動部１５２６と制御部１４３９などの回路部分は、図１７（Ｃ）におけるフレキシブル
接続線７６９と同様の接続線により接続されている。
【０１４１】
　実施例１６では、図２７の状態において可動部１５９１が耳珠３２に接触しており、軟
骨伝導用振動部１５２６からの音情報は可動部１５９１の弾性材料を介した軟骨伝導によ
り耳珠３２に伝導される。この構成による効用は、実施例５から実施例１０で説明したも
のと同様である。さらに、環境騒音で音情報が聞き取りにくい時は、可動部１５９１を外
側から押すことによってこれを屈曲させ、軟骨伝導用振動部１５２６をより強く耳珠３２
に圧接することによって耳珠３２が耳穴を塞ぐようにする。これによって、実施例１５と
同様にして耳栓骨導効果が生じ、さらに大きな音で音声情報を伝えることができる。耳珠
３２で耳穴を塞ぐことにより環境騒音を遮断することができることも実施例１５と同様で
ある。また、可動部１５９１の屈曲状態の機械的検知に基づいて送話部１４２３から拾っ
た自分の声の情報の位相を反転させて軟骨伝導用振動部１５２６に伝え、自分の声をキャ
ンセルできることも実施例１５と同様である。
【０１４２】
　さらに、実施例１６では、軟骨伝導用振動部１５２６が可動部１５９１の内部に埋め込
まれているため、可動部１５９１を構成する弾性材料は、ヘッドセット１５８１にかかる
機械的衝撃から軟骨伝導用振動部１４２６を保護するとともに可動部１６９１自体への機
械的衝撃からも軟骨伝導用振動部１４２６を保護する緩衝材として機能する。
【０１４３】
　図２８は、実施例１６のブロック図であり、同一部分には図２７と同一番号を付す。ま
た、ブロック図の構成は実施例４と共通する部分が多いので対応する部分にはこれらの各
部と同一の番号を付す。そして、これら同一または共通部分については、特に必要のない
限り、説明を省略する。なお、実施例１６において、図２８の受話処理部２１２とイヤホ
ン２１３は、図２７の受話部１３に相当し、図２８の送話処理部２２２とマイク２２３が
、図２７の送話部２３に相当する。実施例４と同様にして、送話処理部２２２は、マイク
２２３から拾った操作者の音声の一部をサイドトーンとして受話処理部２１２に伝達し、
受話処理部２１２は電話通信部４７からの通話相手の声に操作者自身のサイドトーンを重
畳してイヤホン２１３に出力することによって、携帯電話１４０１を耳に当てている状態
の自分の声の骨導と気導のバランスを自然な状態に近くする。
【０１４４】
　図２８における実施例１６のブロック図が図８における実施例４のブロック図と異なる
のは、図８における実施例４の携帯電話３０１が、図２８の実施例１６において携帯電話
１４０１と送受話ユニットをなすヘッドセット１５８１に分けられていることである。つ
まり、図２８は、実施例１６において、携帯電話１４０１がヘッドセット１５８１との組
み合わせで用いるべく特別に構成される場合のブロック図に該当する。
【０１４５】
　具体的に述べると、図２８においては、位相調整ミキサー部２３６の出力がＢｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ（商標）などによる近距離通信部１４４６により外部に無線送信される。近距離
通信部１４４６は、また、外部マイクから無線で受信した音声信号を送話処理部に入力す
る。さらに、他の実施例では図示と説明を省略していたが、図２８では携帯電話１４０１
全体に給電する蓄電池を有する電源部１４４８を図示している。
【０１４６】
　一方、ヘッドセット１５８１の構成は、携帯電話１４０１の近距離通信部１４４６と電
波１２８５で交信する近距離通信部１４８７を有するとともに、ヘッドセット１５８１全
体に給電する電源部１５４８を有する。電源部１５４８は、交換可能な電池または内蔵の
蓄電池により給電を行う。また、ヘッドセット１５８１の制御部１４３９は、マイク１４
２３で拾った音声を近距離通信部１４８７から携帯電話１４０１に無線送信させるととも
に、近距離通信部１４８７で受信した音声情報に基づき、軟骨伝導振動部１５２６を駆動
制御する。さらに、制御部１４３９は、操作部１４０９による着信受信操作または発呼操



(32) JP 6012146 B2 2016.10.25

10

20

30

40

50

作を近距離通信部１４８７から携帯電話１４０１に伝達する。屈曲検知部１５８８は、可
動部１５９１の屈曲状態を機械的に検知し、制御部１４３９は、この屈曲検知情報を近距
離通信部１４８７から携帯電話１４０１に伝達する。屈曲検知部１５８８は、例えば屈曲
角度所定以上に達した時メカ的にオンとなるスイッチで構成することができる。携帯電話
１４０１の制御部２３９は、近距離通信部１４４６で受信した屈曲検知情報に基づき位相
調整ミキサー部２３６を制御し、マイク１４２３から送話処理部２２２に伝達された自分
の声に基づく位相反転部２４０の信号を受話処理部２１２からの音声情報に付加するか否
かを決定する。
【実施例１７】
【０１４７】
　図２９は、図２７の実施例１６において、携帯電話１４０１を一般の携帯電話として構
成するとともに、ヘッドセット１５８１をそのアクセサリとして構成した場合のブロック
図であり、図２８との混乱を避けるため、実施例１７として説明する。図２９は、図２８
と共通する構成が多いので、同一部分には図２８と同一番号を付し、特に必要のない限り
、説明を省略する。
【０１４８】
　上記のように、図２９における実施例１７では、携帯電話１６０１は、Ｂｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ（商標）などによる近距離通信機能を有する一般の携帯電話として構成されている。
具体的には、近距離通信部１４４６は、マイク２２３から入力されるのと同様の外部マイ
クからの音声情報を送話処理部２２２に入力するとともに、イヤホン２１３に出力するの
と同様の音声情報を外部に出力する。そしてこれら近距離通信部１４４６を通じて外部と
の間で入出力される音声情報と内部のマイク２２３およびイヤホン２１３との切換えは、
制御部２３９によって行われている。以上のようにして、図２９の実施例１７では、図２
８の実施例１６における音質調整部２３８、位相反転部２４０および位相調整ミキサー部
２３６の機能はヘッドセット１６８１側に移されている
【０１４９】
　上記に対応して、図２９の実施例１７におけるヘッドセット１６８１では、以下の点に
おいて図２８における実施例１６と構成が異なっている。位相調整ミキサー部１６３６に
は、ヘッドセット１６８１の制御部１６３９の制御により近距離通信部１４８７で受信し
た受話音声情報が入力されるが、さらに位相反転部１６４０からの音声情報も入力可能な
ように構成される。そして位相調整ミキサー部１６３６は、必要に応じ、位相反転部１６
４０からの音声情報を受信した受話音声情報にミキシングして軟骨伝導振動部１６２６を
駆動する。より詳細に説明すると、マイク１４２３から拾った操作者の音声の一部が音質
調整部１６３８に入力され、軟骨伝導振動ユニット１６２８から蝸牛に伝えるべき自分の
声の音質を耳栓骨導効果発生時に声帯から体内伝導で蝸牛に伝わる操作者自身の声に近似
した音質に調整し、両者のキャンセルを効果的にする。そして、位相反転部１６４０はこ
のようにして音質調整された自分の声を位相反転し、必要に応じ、位相調整ミキサー部１
６３６に出力する。
【０１５０】
　具体的なミキシング制御について説明すると、位相調整ミキサー部１６３６は、屈曲検
知部１５８８の検知する可動部１５９１の屈曲角度が所定以上に達し、これによって押さ
れる耳珠で耳穴が塞がれる状態に該当するときは、制御部１６３９からの指示によって位
相反転部１６４０からの出力をミキシングして軟骨伝導振動ユニット２２８を駆動する。
これによって、耳栓骨導効果発生中の過度の自分の声がキャンセルされ、違和感の緩和が
図られる。このとき、サイドトーン相当分の自分の声はキャンセルせずに残すようキャン
セルの程度が調節される。一方、屈曲検知部が所定以上の屈曲を検知しないときは、耳穴
が耳珠で塞がれておらず耳栓骨導効果が生じていない状態に該当するので、位相調整ミキ
サー部は制御部１６３９の指示に基づき、位相反転部１６４０からの自声位相反転出力の
ミキシングを行わない。なお、実施例４と同様にして、図２９の実施例１７においても、
音質調整部１６３８と位相反転部１６４０の位置は逆転して構成してもよい。さらに、音
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質調整部１６３８および位相反転部１６４０は、位相調整ミキサー部１６３６内の機能と
して一体化してもよい。なお、制御部１６３９が操作部１４０９による着信受信操作また
は発呼操作を近距離通信部１４８７から携帯電話１４０１に伝達するてんは、実施例１６
と同様である。
【０１５１】
　図２８および図２９のブロック図は、図２７のシステム図の構成だけでなく、図２６の
実施例１５のシステム図にも適用可能である。また、屈曲検知部１５８８を図８における
ような押圧センサ２４２に読み替えれば、図２４の実施例１３または図２５の実施例１４
にも適用可能である。但し、実施例１３に読み替える場合、図２４（Ａ）のように送受話
ユニット１２８１が携帯電話１２０１に合体させられた場合において両者を直接接続する
接点部を携帯電話１２０１および送受話ユニット１２８１に設ける。図２４（Ａ）の状態
においては、近距離通信部による携帯電話１２０１と送受話ユニット１２８１との間の無
線通信交信は、このような接点部を介した通信に自動的に切換わる。また、実施例１４に
読み替える場合、近距離通信部に代えて両者を有線で接続するコネクタ競接点を携帯電話
１３０１および送受話ユニット１３８１に設ける。
【０１５２】
　図３０は、図２９の実施例１７におけるヘッドセット１６８１の制御部１６３９の動作
のフローチャートである。図３０のフローは、操作部１４０９による主電源のオンでスタ
ートし、ステップＳ１６２で初期立上および各部機能チェックを行う。次いでステップＳ
１６４では、携帯電話１６０１との間の近距離通信接続を指示してステップＳ１６６に移
行する。なお、ステップＳ１６４の指示に基づいて近距離通信が確立されると、以後主電
源がオフされない限り、ヘッドセット１６８１は携帯電話１６０１と常時接続状態となる
。ステップＳ１６６では、携帯電話１６０１との間の近距離通信が確立したかどうかチェ
ックし、確立が確認されるとステップＳ１６８に移行する。
【０１５３】
　ステップＳ１６８では、携帯電話１６０１からの着信信号が近距離通信を通じて伝達さ
れたか否かのチェックを行う。そして着信があればステップＳ１７０に進み、軟骨伝導振
動部１６２６が着信振動するよう駆動する。この着信振動は可聴域の周波数としてもよい
が、耳珠３２でバイブレーションを感じることができる振幅の大きい低周波域の振動とし
てもよい。次いでステップＳ１７２では、電話を掛けてきた側の発呼中止操作などによっ
て着信信号が停止したかどうかチェックし、停止がなければステップＳ１７４に進んで操
作部１４０９による受信操作があったかどうかチェックする。そして受信操作があればス
テップＳ１７４に移行する。一方、ステップＳ１７４で受信操作がなければフローはステ
ップＳ１７０に戻り、以下、軟骨伝導振動部１６２６の着信振動が停止するか受信操作が
行われるかしない限り、ステップＳ１７０からステップＳ１７４のループが繰り返される
。
【０１５４】
　一方、ステップＳ１６８で着信信号が検知されない場合はステップＳ１７８に移行し、
操作部１４０９によって登録済みの通話先へのワンタッチでの発呼操作が行われたかどう
かチェックする。そして発呼操作が検知されるとステップＳ１８０に進み、発呼操作が携
帯電話１６０１に伝達されて発呼が行われ、これに対する相手からの応答により電話接続
が成立した旨の信号が携帯電話１６０１から伝達されたか否かチェックする。そしてステ
ップＳ１８０で電話接続の成立が確認されるとステップＳ１７６に移行する。
【０１５５】
　ステップＳ１７６では、軟骨伝導振動部１６２６を音声情報の受話のためにオンすると
ともに、ステップＳ１８２でマイク１４２３を送話のためにオンしてステップＳ１８４に
移行する。ステップＳ１８４では、可動部１５９１の所定角度以上の屈曲が検知されたか
どうかチェックする。そして、屈曲が検知されたときはステップＳ１８６に進み、自分の
声の位相反転信号を軟骨伝導振動部１６２６に付加してステップＳ１８８に移行する。一
方、ステップＳ１８４で所定角度以上の屈曲が検知されないときはステップＳ１９０に移
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行し、自分の声の位相反転信号の軟骨伝導振動部１６２６への付加をなくしてステップＳ
１８８に移行する。ステップＳ１８８では通話状態が断たれ他旨の信号を携帯電話１６０
１から受信したか否かをチェックし、通話が断たれていなければステップＳ１７６に戻っ
て、以下ステップＳ１８８で通話断が検知されるまでステップＳ１７６からステップＳ１
８８を繰り返す。これによって通話中の可動部１５９１の屈曲に基づく耳栓骨導効果の発
生および消滅に対応する。
【０１５６】
　一方、ステップＳ１８８で通話断の信号が携帯電話１６０１から受信されたことが検知
されたときはステップＳ１９２に進み、軟骨伝導振動部１６２６による受話をオフすると
ともにマイク１４２３による送話をオフしてステップＳ１９４に移行する。ステップＳ１
９４では、無通話状態が所定時間以上続いているかどうかチェックし、該当すればステッ
プＳ１９６に移行する。ステップＳ１９６では、近距離通信部１４８７の待ち受け状態の
維持に必要な最低レベルまでクロック周波数を落とすなどの省電力待機状態への移行を行
うとともに携帯電話１４８７からの着信信号受信または操作部１４０９の発呼操作に応答
して近距離通信部１４８７を通常通信状態に復帰させるための割り込みを可能にする処理
を行う。そしてこのような処理の後ステップＳ１９８に移行する。一方、ステップＳ１９
４で所定時間以上の無通話状態が検知されないときは直接ステップＳ１９８に移行する。
なお、ステップＳ１６６で近距離通信の確立が確認できないとき、またはステップＳ１７
８で発呼操作を検知しないとき、またはステップＳ１８０で電話接続の成立が確認できな
いときは、いずれも直接ステップＳ１９８に移行する。
【０１５７】
　ステップＳ１９８では、操作部１４０９により主電源がオフされたかどうかをチェック
し、主電源オフが検知された場合はフローを終了する。一方、主電源オフが検知されない
場合、フローはステップＳ１６６に戻り、以下主電源のオフがない限り、ステップＳ１６
６からステップＳ１９８を繰り返して、ヘッドセット１６８１の種々の状態変化に対応す
る。
【０１５８】
　なお、図３０のフローは、図２７のシステム図の構成だけでなく、図２６の実施例１５
のシステム図にも適用可能である。また、ステップＳ１８４の「屈曲検知」を図１０のス
テップＳ５２におけるような「耳栓骨導効果」発生状態の有無検知に読み替えれば、図２
４の実施例１３または図２５の実施例１４にも適用可能である。
【実施例１８】
【０１５９】
　図３１は、図３０の実施例１７において屈曲検知をメカ的なスイッチにより行っていた
ものに代え、これをソフト的に行うよう構成したヘッドセットの制御部のフローチャート
であり、図３０との混乱を避けるため、実施例１８として説明する。また、図３１におい
ては、図３０と共通するステップについては同一のステップ番号を付し、特に必要のない
限り、説明を省略する。そして図３１において異なる部分を太枠および太字で示し、これ
らの部分を中心に説明する。具体的に述べると、実施例１８では、軟骨伝導振動部１６２
６が圧電バイモルフ素子であることを前提とし、図９における実施例４に準じて位相調整
ミキサー部１６３６と軟骨伝導振動部１６２６を結ぶ信号線に現れる信号をモニタし、可
動部１５９１の屈曲または屈曲からの復帰の瞬間の操作衝撃に基づく歪によって軟骨伝導
振動部（圧電バイモルフ素子）１５２６に現れる信号変化を検知するよう構成される。そ
してこの信号変化をソフト的に処理することにより屈曲状態を検知するようにしている。
【０１６０】
　以上の前提に基づき、図３１において図３０と異なるところを説明すると、まずステッ
プＳ２００は、図３０のステップＳ１７０からステップＳ１７４、ステップＳ１７８およ
びステップＳ１８０をまとめて図示したものであり、内容的には同じものである。そして
着信に対する受信操作または発呼に対する相手の応答に基づいて電話接続が成立するとス
テップＳ１７６に移行するとともに、電話接続がなければステップＳ１９８に移行する。
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【０１６１】
　ステップＳ２０２からステップＳ２１０が屈曲検知に関するステップであり、ステップ
Ｓ１８２からステップＳ２０２に至ると、まず軟骨伝導振動部１６２６の入力端子（位相
調整ミキサー部１６３６と軟骨伝導振動部１６２６を結ぶ信号線）に現れる信号をサンプ
リングする。そしてステップＳ２０４では、同じタイミングで制御部１６３９から位相調
整ミキサー部１６３６に向かう軟骨伝導部駆動出力を同じタイミングでサンプリングする
。次いでステップＳ２０６では、これらのサンプリング値の差を演算し、ステップＳ２０
８で演算された差が所定以上かどうか検知する。この機能は、図９における押圧センサ２
４２の機能に対応するが、図９の押圧センサでは押圧状態が継続して検知されるのに対し
、図２７のシステムでは屈曲または屈曲からの復帰の瞬間の操作衝撃により屈曲状態の変
化を捉える。
【０１６２】
　ステップＳ２０８で両サンプリング値に所定以上の差が発生していることが検知される
とステップＳ２１０に移行する。ステップＳ２０８の段階では、両サンプリング値に所定
以上の差が屈曲によって生じたか屈曲からの復帰によって生じたかはわからない。しかし
ステップＳ２１０では、差の発生履歴に基づいて、軟骨伝導振動部１６２６がステップＳ
１７６でオンされてから後、差の発生が奇数回目であったかどうかチェックする。そして
奇数回目であればステップＳ１８６に移行するとともに、偶数回目であればステップＳ１
９０に移行する。可動部１６９１の屈曲または屈曲からの復帰は必ず交互に起こるので上
記のようにして操作衝撃があるたびに自声位相反転信号を付加するか否かを切換える。な
お、万一誤動作により差のカウントが逆転したときは操作部１４０９により差の発生履歴
をリセットすることができる。
【０１６３】
　ステップＳ２１２は、図３０のステップＳ１９４およびステップＳ１９６をまとめて図
示したものであり、内容的には同じものである。以上のようにして、実施例１８では、実
施例４などと同様にして、軟骨伝導振動部１６２６自体のセンサ機能を利用して可動部１
５９１の屈曲検知を行うことにより、耳栓骨導効果の発生状態を判断している。なお、図
３１のフローは、図２７のシステム図の構成だけでなく、図２６の実施例１５のシステム
図にも適用可能である。また、実施例５から１０のように軟骨伝導振動部が弾性体で保持
されている場合において、耳栓骨導効果の発生状態において軟骨伝導振動部の歪が継続し
ない場合にも図３１の耳栓骨導効果発生検知方式を採用することができる。
【実施例１９】
【０１６４】
　図３２は、本発明の実施の形態に係る実施例１９のシステム構成図である。実施例１９
も携帯電話のための送受話ユニットとして構成されており、携帯電話１４０１とともに携
帯電話システムをなす。実施例１９では、図３２に示すように送受話ユニットが眼鏡１７
８１として構成されている。実施例１９は、実施例１５と共通するシステム構成となって
いるので、共通する部分には共通する番号を付し、特に説明を行わない場合その構成は実
施例１５と共通であるものとする。なお、実施例１９においても、携帯電話１４０１は、
送受話ユニットをなす眼鏡１７８１との組合せで用いるべく特別に構成される場合、およ
び近距離通信機能を有する一般の携帯電話として構成される場合のいずれであってもよい
。後者の場合、眼鏡１７８１は、実施例１５と同様にして、携帯電話１４０１のアクセサ
リとして構成されることになる。
【０１６５】
　実施例１９では、図３２に示すように可動部１７９１が眼鏡１７８１のツルの部分に回
転可能に取り付けられており、図示の状態において、軟骨伝導用振動部１７２６が右耳２
８の耳珠３２に接触している。可動部１７９１は、これを使用しない場合、一点鎖線１７
９２に示すように眼鏡１７８１のツルに沿う位置に回転退避させることができる。この退
避状態においても、軟骨伝導用振動部１７２６は低周波で振動させることが可能であり、
これによって眼鏡１７８１のツルの振動を顔で感じることで着信を知ることができる。ま
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た、眼鏡のツルの前方部分には、送話部１７２３が配置されている。また、眼鏡のツルの
部分には電源部を含む制御部１７３９が配置され、軟骨伝導用振動部１７２６および送話
部１７２３の制御を行っている。さらに眼鏡のツルの部分には、携帯電話１４０１と電波
１２８５で無線通信可能なＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（商標）などの近距離通信部１７８７が配
置され、送話部１７２３から拾った使用者の音声を携帯電話１４０１に送信するとともに
、携帯電話１４０１から受信した音声情報に基づき軟骨伝導用振動部１７２６を振動させ
ることを可能にしている。なお、眼鏡１７８１のツルの後方端部には送受話操作部１７０
９が設けられている。この位置は、眼鏡１７８１のツルが耳の後の骨（乳突部）に当たる
部分なのでこれに裏打ち状態で支えられることになり、眼鏡を変形させることなくツルの
表側から押圧などの送受話操作を容易に行うことができる。なお、上記の各要素の配置は
上記に限るものではなく、例えば全ての要素またはその一部を適宜可動部１７２６にまと
めて配置してもよい。
【０１６６】
　可動部１７９１は、その途中において弾性体１７７３が介在しており、環境騒音で音情
報が聞き取りにくい時において、可動部１７９１を外側から押してこれを屈曲させ、軟骨
伝導用振動部１７２６をより強く耳珠３２に圧接することによって耳珠３２が耳穴を塞ぐ
ようにするのを容易にしている。これによって、他の実施例でも説明した耳栓骨導効果が
生じ、さらに大きな音で音声情報を伝えることができる。また、可動部１７９１の屈曲状
態の機械的検知に基づいて送話部１７２３から拾った自分の声の情報の位相を反転させて
軟骨伝導用振動部１７２６に伝え、自分の声をキャンセルする。これらは実施例１５と共
通である。
【０１６７】
　なお、図２８および図２９のブロック図は「ヘッドセット」を「眼鏡」と読み替えるこ
とにより実施例１９に適用可能である。また、図３０および図３１のフローチャートも実
施例１９に適用可能である。
【実施例２０】
【０１６８】
　図３３は、本発明の実施の形態に係る実施例２０のシステム構成図である。実施例２０
も携帯電話のための送受話ユニットとして構成されており、携帯電話１４０１とともに携
帯電話システムをなす。実施例２０は、図３２の実施例１９と共通するシステム構成とな
っているので、共通する部分には共通する番号を付し、特に必要がないかぎり説明省略す
る。なお、実施例２０においても、実施例１９と同様にして、携帯電話１４０１は、送受
話ユニットをなす眼鏡１８８１との組合せで用いるべく特別に構成される場合、および近
距離通信機能を有する一般の携帯電話として構成される場合のいずれであってもよい。後
者の場合、眼鏡１８８１は、実施例１９と同様にして、携帯電話１４０１のアクセサリと
して構成されることになる。
【０１６９】
　実施例２０が実施例１９と異なるのは、軟骨伝導用振動部１８２６が眼鏡１８８１のツ
ルが耳２８の付け根に当たる耳掛け部１８９３内に設けられている点である。この結果、
軟骨伝導用振動部１８２６の振動は耳２８の付け根の軟骨の外側１８２８に伝達され、外
耳道口周囲の軟骨を介して外耳道内壁から気導音を発生して鼓膜に伝達されるとともに、
一部が軟骨を通じて直接内耳に伝達される。眼鏡１８８１のツルが当たる耳２８の付け根
の軟骨の外側１８２８は内側の外耳道口に近く、外耳道口周囲軟骨から外耳道内部への気
導発生および軟骨を通じて直接内耳への伝導に好適である。
【０１７０】
　耳掛け部１８９３にはさらに耳朶の裏側に当たる部分に耳押検知部１８８８が設けられ
ている。耳押検知部１８８８は、外部騒音が大きい時にこれを遮蔽するため手の平を耳に
当てることによって耳朶が押される状態を機械的に検知し、制御部１４３９（図２８の構
成援用の場合）は、この耳押検知情報を近距離通信部１７８７から携帯電話１４０１に伝
達する。耳押検知部１８８８は、例えば耳朶裏側によって押された時メカ的にオンとなる
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スイッチで構成することができる。携帯電話１４０１の制御部２３９（図２８の構成援用
の場合）は、近距離通信部１４４６で受信した屈曲検知情報に基づき位相調整ミキサー部
２３６を制御し、マイク１７２３から近距離通信部１４４６を介して送話処理部２２２に
伝達された自分の声に基づく位相反転部２４０の信号を受話処理部２１２からの音声情報
に付加するか否かを決定する。なお、この耳栓骨導効果発生時の対策に関する構成は、実
施例１９と同様にして、図２９を援用して構成することも可能である。
【実施例２１】
【０１７１】
　図３４は、本発明の実施の形態に係る実施例２１の要部側面図である。実施例２１も携
帯電話のための送受話ユニットとして構成されており、実施例２０と同様にして携帯電話
１４０１（図示省略）とともに携帯電話システムをなす。実施例２１は、図３３の実施例
２０と類似するシステム構成となっているので、共通する部分には共通する番号を付し、
特に必要がないかぎり説明を省略する。具体的に述べると、実施例２０の送受話ユニット
が専用眼鏡として構成されているのに対し、図３４の送受話ユニットは、通常の眼鏡のツ
ルの耳掛け部１９００に取り付け可能な眼鏡アタッチメント１９８１として構成されてい
る点が異なる。その他の構成は、図３３の実施例２０と共通である。なお、実施例２１に
おいても、実施例２０と同様にして、不図示の携帯電話１４０１は、送受話ユニットをな
す眼鏡アタッチメント１９８１との組合せで用いるべく特別に構成される場合、および近
距離通信機能を有する一般の携帯電話として構成される場合のいずれであってもよい。後
者の場合、眼鏡アタッチメント１９８１は、実施例２０と同様にして、携帯電話１４０１
のアクセサリとして構成されることになる。
【０１７２】
　眼鏡アタッチメント１９８１は、種々のサイズや形状の耳掛け部１９００に被せること
が可能なフリーサイズの弾性体カバーとして成型されており、その一端の開口から耳掛け
部１９００が挿入されたとき、軟骨伝導用振動部１９２６が耳掛け部１９００の上側に接
触する。この接触は直接でも良いが、眼鏡アタッチメント１９８１の弾性体の皮膜を介し
てでもよい。この目的のためには、弾性体として、その音響インピーダンスが耳軟骨のそ
れに近似する材質のものを選択するのが望ましい。上記のような直接または間接の接触に
よって、軟骨伝導用振動部１９２６の振動が耳掛け部１９００に伝達され、その振動が耳
２８の付け根の軟骨の外側に伝達されるので、実施例２０と同様にして、外耳道口周囲の
軟骨を介して外耳道内壁から気導音を発生してこれが鼓膜に伝達されるとともに、一部が
軟骨を通じて直接内耳に伝達される。
【０１７３】
　実施例２０において眼鏡１８８１に設けられていた送話部１７２３、制御部１７３９、
近距離通信部１７８７、送受話操作部１７０９および耳押検知部１８８８は、図３４の実
施例２１では、それぞれ眼鏡アタッチメント１９８１内に配置されるが、その機能は共通
なので説明を省略する。なお、図示しないが、例えば右の耳掛け部１９００に眼鏡アタッ
チメント１９８１を被せた場合、左の耳掛け部用として、外形、材質および重量が同じ弾
性体で成型されたダミーカバーを提供し、これを被せることで眼鏡装着時における左右の
バランスを保つことを可能とする。なお、眼鏡アタッチメント１９８１およびダミーカバ
ーは弾性体により成型されるので、若干の変形によりそれぞれ左右の耳掛け部のいずれに
も任意に装着可能なように構成できる。例えば、上記とは逆に、眼鏡アタッチメント１９
８１を左の耳掛け部に被せるとともに、ダミーカバーを右の耳掛け部に被せることができ
る。従って、右耳用および左耳用にそれぞれ眼鏡アタッチメント１９８１を品揃えする必
要がなくなる。
【実施例２２】
【０１７４】
　図３５は、本発明の実施の形態に係る実施例２２の上面図である。実施例２２も携帯電
話のための送受話ユニット２０８１として構成されており、実施例２１と同様にして携帯
電話１４０１（図示省略）とともに携帯電話システムをなす。実施例２２は、図３４の実
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施例２１に類似するシステム構成となっているので、共通する部分には共通する番号を付
し、特に必要がないかぎり説明を省略する。実施例２２の送受話ユニット２０８１も、実
施例２１と同様にして、通常の眼鏡における種々のサイズや形状の耳掛け部１９００に被
せることが可能なフリーサイズの弾性体カバーとして成型された眼鏡アタッチメントとし
て構成される。
【０１７５】
　図３４の実施例２２が図３４の実施例２１と異なるのは、実施例２１において片方の耳
掛け部１９００に被せられる眼鏡アタッチメント１９８１内に集中して配置されていた送
受話ユニットの各構成要素が、左右の耳掛け部１９００に分散させられていることである
。具体的に述べると、実施例２２の眼鏡アタッチメント２０８１は、右側弾性体カバー２
０８２、左側弾性体カバー２０８４およびこれらを有線で通信可能に繋ぐグラスコード兼
用ケーブル２０３９によって構成され、これらに送受話ユニット２０８１の各構成要素が
、分散配置される。なお、説明の都合上、それぞれ弾性体カバー２０８２を右耳用、弾性
体カバー２０８４を左耳用とするが、これら一対の弾性体カバーを左右逆にそれぞれ耳掛
け部１９００に被せることが可能である。
【０１７６】
　上記の基本構成において、右側弾性体カバー２０８２には、軟骨伝導用振動部１９２６
、送受話操作部１７０９および耳押検知部１８８８が配置される。これによって、実施例
２１と同様にして軟骨伝導用振動部１９２６の振動が耳掛け部１９００を介して外耳道口
周囲の軟骨に伝達され、外耳道内壁から気導音を発生してこれが鼓膜に伝達されるととも
に、一部が軟骨を通じて直接内耳に伝達される。
【０１７７】
　一方、左側弾性体カバー２０８４には、送話部１７２３、制御部１７３９、近距離通信
部１７８７および送受話操作部１７０９が配置される。グラスコード兼用ケーブル２０３
９は、デザイン的には眼鏡をはずしたときにこれを首に掛けるためのグラスコードとなり
、機能的には、右側弾性体カバー２０８２および左側弾性体カバー２０８４に分散配置さ
れた送受話ユニット２０８１の各構成要素を結ぶ配線が通っている。また、グラスコード
兼用ケーブル２０３９により右側弾性体カバー２０８２と左側弾性体カバー２０８４を繋
ぐことにより、眼鏡から外した時に片方が紛失することを防止する。
【実施例２３】
【０１７８】
　図３６は、本発明の実施の形態に係る実施例２３のブロック図である。実施例２３は、
実施例１９または実施例２０と同様にして、携帯電話のための送受話ユニットとして構成
された眼鏡２１８１を含み、携帯電話１４０１（図示省略）とともに携帯電話システムを
なす。また、実施例２３は、実施例２２と同様にして、送受話ユニットとしての各構成要
素が、右ツル部２１８２および左ツル部２１８４に分散配置される。個々の構成要素およ
びその機能は、図２９における実施例１７のブロック図および図３５における実施例２２
の上面図におけるものに準じて理解できるので、共通する部分には共通する番号を付し、
特に必要がないかぎり説明を省略する。実施例２３も、右ツル部２１８２に配置された軟
骨伝導振動部１８２６の振動が耳２８の付け根の軟骨の外側に伝達され、これが外耳道口
周囲の軟骨を振動させることによって外耳道内壁から発生する気導音が鼓膜に伝わるとと
もに、軟骨伝導の一部が軟骨を通じて直接内耳に伝達される。
【０１７９】
　図３６の実施例２３は、さらにレンズ部２１８６において携帯電話１４０１から受信し
た三次元（３Ｄ）映像を可視化するための構成を有する。眼鏡２１８１のレンズ部２１８
６には眼鏡本来の右レンズ２１１０および左レンズ２１１４が設けられており、通常の眼
鏡として機能する。さらに、近距離通信部１７８７が携帯電話１４０１から３Ｄ画像情報
を受信すると、制御部１６３９は３Ｄ表示駆動部２１１５にその表示を指示し、３Ｄ表示
駆動部２１１５はこれに基づいて、右表示部２１１８および左表示部２１２２にそれぞれ
右目用画像および左目用画像を表示させる。これらの画像は結像レンズおよびハーフミラ
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ーなどからなる右目導光光学系２１２９および左目導光光学系２１４１によりそれぞれ右
目および左目の網膜に結像させられ、３Ｄ画像の鑑賞が可能となる。この３Ｄ画像は、右
レンズ２１１０および左レンズ２１１４から網膜に入る生の画像に合成または重畳された
形で見えることになる。
【実施例２４】
【０１８０】
　図３７は、本発明の実施の形態に係る実施例２４のシステム構成図である。実施例２４
も携帯電話のための送受話ユニットとして構成されており、携帯電話１４０１とともに携
帯電話システムをなす。実施例２４の送受話ユニットは補聴器等に採用される耳掛けユニ
ット２２８１として構成されているが、この点を除き図３３の実施例２０と共通するシス
テム構成となっているので、共通する部分には共通する番号を付し、特に必要がないかぎ
り説明省略する。なお、実施例２４においても、実施例２０と同様にして、携帯電話１４
０１は、送受話ユニットをなす耳掛けユニット２２８１との組合せで用いるべく特別に構
成される場合、および近距離通信機能を有する一般の携帯電話として構成される場合のい
ずれであってもよい。後者の場合、耳掛けユニット２２８１は、実施例２０と同様にして
、携帯電話１４０１のアクセサリとして構成されることになる。
【０１８１】
　実施例２４では、軟骨伝導用振動部２２２６が耳２８の付け根の軟骨の外側１８２８の
後部に当たる位置に配置されている。この結果、実施例２０と同様にして、軟骨伝導用振
動部２２２６の振動は耳２８の付け根の軟骨の外側１８２８に伝達され、外耳道口周囲の
軟骨を介して外耳道内壁から気導音を発生して鼓膜に伝達されるとともに、一部が軟骨を
通じて直接内耳に伝達される。耳２８の付け根の軟骨の外側１８２８はいずれもその内側
の外耳道口に近く、外耳道口周囲軟骨から外耳道内部への気導発生および軟骨を通じて直
接内耳への伝導に好適である。なお、実施例２４のように送受話ユニットを耳掛けユニッ
ト２２８１とし構成する場合は、耳２８の付け根の軟骨の外側１８２８に接触させるため
の軟骨伝導用振動部２２２６の配置の自由度が大きいので、送受話ユニット構成上の実装
レイアウトおよび振動伝達効果を勘案した最適の位置に軟骨伝導用振動部２２２６を配置
することができる。従って、実施例２４においても、実施例２０と同様にして、耳２８の
付け根の軟骨の外側１８２８の上部に軟骨伝導用振動部２２２６が当たる配置を採用して
もよい。
【０１８２】
　耳掛けユニット２２８１には、実施例２０の眼鏡１８８１の場合と同様にして、送話部
１７２３、制御部１７３９、近距離通信部１７８７、送受話操作部１７０９および耳押検
知部１８８８が設けられているが、その機能は共通なので説明を省略する。なお、実施例
２４の耳掛けユニット２２８１の場合、送話部１７２３は耳の前方に配置される。
【実施例２５】
【０１８３】
　図３８は、本発明の実施の形態に係る実施例２５のブロック図である。実施例２５は、
眼鏡型機器のツルの耳掛け部に軟骨伝導用振動部２２２６を配置し、耳２８の付け根の軟
骨の外側に振動を伝える点では実施例２０から実施例２３と共通するが、携帯電話の送受
話ユニットではなく、３Ｄテレビの観賞眼鏡２３８１として構成されており、３Ｄテレビ
２３０１とともに３Ｄテレビ鑑賞システムをなす。実施例２５はステレオオーディオ情報
を鑑賞できるようになっており、右ツル部２３８２に配置された右耳用軟骨伝導振動部２
３２４の振動が接触部２３６３を介して右耳の付け根の軟骨の外側に伝達され、これが外
耳道口周囲の軟骨を振動させることによって外耳道内壁から発生する気導音が右鼓膜に伝
わるとともに、軟骨伝導の一部が軟骨を通じて直接右内耳に伝達される。同様にして、左
ツル部２３８４に配置された左耳用軟骨伝導振動部２３２６の振動が接触部２３６４を介
して左耳の付け根の軟骨の外側に伝達され、これが外耳道口周囲の軟骨を振動させること
によって外耳道内壁から発生する気導音が左鼓膜に伝わるとともに、軟骨伝導の一部が軟
骨を通じて直接左内耳に伝達される。
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【０１８４】
　なお、鑑賞眼鏡２３８１は、通常の眼鏡を掛けている人でもその上から装着できるよう
構成されており、この場合、右耳用軟骨伝導振動部２３２４および左耳用軟骨伝導振動部
２３２６の振動は接触部２３６３および２３６４を介して直接接触している左右の耳の付
け根の軟骨にそれぞれ伝達されるとともに、通常の眼鏡の左右のツルの耳掛け部にもそれ
ぞれ伝達され、この耳掛け部を介して間接的にも耳の付け根の軟骨に伝達される。接触部
２３６３および２３６４は裸眼の人が直接、鑑賞眼鏡２３８１を装着する場合にも、通常
の眼鏡の上から装着する場合にも耳の付け根の軟骨への好適な軟骨伝導を生じる形状に構
成される。これについては後述する。
【０１８５】
　３Ｄテレビ２３０１は、制御部２３３９の制御に基づきステレオオーディオ信号部２３
３１から音声信号を発生させ、赤外通信部２３４６はこの音声信号を赤外線２３８５によ
り鑑賞眼鏡２３８１の赤外通信部２３８７に伝達する。鑑賞眼鏡２３８１の制御部２３３
９は、受信した音声信号に基づき右オーディオ駆動部２３３５および左オーディオ駆動部
２３３６から左右の音声信号を出力させ、右耳用軟骨伝導振動部２３２４および左耳用軟
骨伝導振動部２３２６を振動させる。以上の赤外通信部２３８７、制御部２３３９は、右
オーディオ駆動部２３３５、左オーディオ駆動部２３３６および後述のシャッタ駆動部２
３５７、右シャッタ２３５８および左シャッタ２３５９は電源部２３４８とともに眼鏡主
部２３８６に配置されている。
【０１８６】
　一方、３Ｄテレビ２３０１は、制御部２３３９の制御に基づき、ビデオ信号部２３３３
のビデオ信号を表示ドライバ２３４１に送り、液晶表示部等からなる３Ｄスクリーン２３
０５に３Ｄ画像を表示させる。制御部２３３９は、さらに３Ｄ画像表示と同期して３Ｄシ
ャッタ同期信号部２３５０から同期信号を発生させ、赤外通信部２３４６はこの同期信号
を赤外線２３８５により鑑賞眼鏡２３８１の赤外通信部２３８１に伝達する。鑑賞眼鏡２
３８１の制御部２３３９は、受信した同期信号に基づいてシャッタ駆動部２３５７を制御
し、右シャッタ２３５８および左シャッタ２３５９を交互に開く。これによって、３Ｄス
クリーン２３０５に交互に表示される右目用画像２３６２および左目用画像２３６２が同
期して右目および左目に入射するようになる。このように、実施例２５では、軟骨伝導振
動部駆動用のステレオ音声信号および３Ｄシャッタ同期信号が赤外通信部２３８５および
２３８７間の赤外通信により伝達される。これらの両信号は時分割または合成により並行
して送信される。なお、これらの通信は赤外線通信に限るものではなく、他の実施例のよ
うに近距離無線通信によってもよい。
【０１８７】
　図３９は、上記実施例２５の要部断面図であり、右ツル部の断面を、通常の眼鏡を掛け
た上から鑑賞眼鏡２３８１を装着した状態において図示するものである。図３９（Ａ）は
実施例２５に関する右ツル部２３８２の断面であり、図３９（Ｂ）はその変形例の断面を
示す。まず、図３９（Ａ）について説明すると、右ツル部２３８２の下方の耳に掛かる部
分には、接触部２３６３が設けられている。この接触部２３６２は、耳軟骨と音響インピ
ーダンスが近似する弾性体からなり、右耳用軟骨伝導振動部２３２４はその中に包まれた
形で右ツル部２３８２に保持されている。また接触部２３６３の断面は、図３９（Ａ）に
明らかなように通常眼鏡のツルの耳掛け部２３００が嵌まり込むための溝が設けられてい
る。これによって、鑑賞眼鏡２３８１の右ツル部２３８２と通常の眼鏡のツルの耳掛け部
２３００の確実な接触が図られるとともに、接触部２３６３の弾性により右ツル部２３８
２と耳掛け部２３００の接触部分が振動によりビリつくのを防止する。そして図３９（Ａ
）の状態において、右耳用軟骨伝導振動部２３２４の振動は接触部２３６３を介して直接
接触している右の耳の付け根の軟骨の外側１８２８に伝達されるとともに、通常の眼鏡の
右のツルの耳掛け部２３００に伝達され、この耳掛け部２３００を介して間接的にも耳の
付け根の軟骨の外側１８２８に伝達される。
【０１８８】
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　一方、裸眼の人が直接、鑑賞眼鏡２３８１を装着する場合には、接触部２３６３全体が
直接右の耳の付け根の軟骨の外側１８２８に接触し、右耳用軟骨伝導振動部２３２４の振
動を伝達する。接触部２３６３の外側は面取りされているので、この場合でも、右ツル部
２３８２は違和感なく耳に掛けられる。
【０１８９】
　次に、図３９（Ｂ）の変形例では、その断面図から明らかなように、右ツル部２３６０
の下方の耳に掛かる部分には、図３９（Ａ）と同様にして接触部２３６３が設けられてい
る。そして図３９（Ａ）と同様にして、接触部２３６３は耳軟骨と音響インピーダンスが
近似する弾性体からなり、右耳用軟骨伝導振動部２３２４はその中に包まれた形で右ツル
部２３８２に保持されている。図３９（Ｂ）に明らかなように。変形例では接触部２３６
３の断面形状が異なっていて溝の代わりに凹斜面が設けられ、これによって、鑑賞眼鏡２
３８１の右ツル部２３６０は通常の眼鏡のツルの耳掛け部２３００の外側において耳に掛
かるようになり両者の確実な接触が図られるとともに、接触部２３６３の弾性により右ツ
ル部２３６０と耳掛け部２３００の接触部分が振動によりビリつくのを防止する。そして
図３９（Ｂ）の状態において、右耳用軟骨伝導振動部２３２４の振動は接触部２３６３を
介して直接接触している右の耳の付け根の軟骨の外側１８２８に伝達されるとともに、通
常の眼鏡の右のツルの耳掛け部２３００に伝達され、この耳掛け部２３００を介して間接
的にも耳の付け根の軟骨の外側１８２８に伝達される。
【０１９０】
　一方、裸眼の人が直接、鑑賞眼鏡２３８１を装着する場合には、接触部２３６３全体が
直接右の耳の付け根の軟骨の外側１８２８に接触し、右耳用軟骨伝導振動部２３２４の振
動を伝達する。接触部２３６３の外側は図３９（Ｂ）の変形例の場合でも面取りされてお
り、鑑賞眼鏡２３８１を直接装着する場合でも、右ツル部２３６０は違和感なく耳に掛け
られる。図３９（Ｂ）に明らかなように、軟骨伝導では、眼鏡のツルの内側にある顔の骨
ではなく、眼鏡のツルの下方または外側の耳軟骨との接触が肝要であり、接触部の形状は
この目的のために決定される。
【０１９１】
　以上のように、実施例２０から実施例２５は、軟骨伝導振動部２３２４の振動が耳の付
け根の軟骨の外側に伝達され、これが外耳道口周囲の軟骨を振動させることによって外耳
道内壁から発生する気導音が鼓膜に伝わるとともに、軟骨伝導の一部が軟骨を通じて直接
右内耳に伝達される。従って、眼鏡を通常の状態で掛けるだけで耳軟骨外側との接触によ
り良好な伝導が得られる。これに対し、従来の骨伝導による場合、眼鏡のツルの内側の部
分で耳の前または後の骨を強く挟み込む必要があり、苦痛と伴うとともに長時間の使用に
耐えないものであった。本発明ではこのような問題はなく、通常眼鏡と同様の使用感で快
適に音声情報を聞くことができる。
【０１９２】
　以上に説明した各実施例の種々の特徴は個々の実施例に限られるものではなく、適宜他
の実施例の特徴と入れ換えたり組合せたりすることができる。例えば、図３４における実
施例２１の説明においては、他方のツルの耳掛け部にダミーカバーを被せるものとしてい
るが、図３４の構成を一対用意し、左右のツルの耳掛け部にそれぞれ被せるようにすれば
、図３８の実施例２５のようにステレオオーディオ信号を聞くことが可能となる。このと
き両者間を無線通信で結ぶことも可能であるが、図３５の実施例２２のようにグラスコー
ド兼用ケーブルで結ぶことも可能である。なお、グラスコードの特徴に関しては、実施例
２１において図３４の構成およびダミーカバーの間をグラスコードで連結して紛失を防止
するようにしてもよい。また、上記ステレオ化の特徴に関しては、図３６の実施例２３も
上記と同様にして構成要素を左右のツルに振り分けず、必要な構成要素を２組用意して左
右のツル部にそれぞれは位置するよう構成すれば、映像を３Ｄにするだけでなく図３８の
実施例２５のようにステレオオーディオ信号を聞くことも可能となる。このとき、実施例
２５を参考にして、左右の構成の一部（例えば、少なくとも制御部や電源）を適宜共通に
することができる。
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【０１９３】
　上記の実施例では、携帯電話およびその送受話ユニット、または３Ｄテレビ鑑賞眼鏡を
例にとって本発明の効用を説明しているが、本発明の利点はこれに限るものではなく、他
の実施においても活用することができる。例えば、上記に説明した本発明の種々の特徴は
、補聴器への実施においても有効なものである。
【０１９４】
　以上に説明した各実施例の種々の特徴は個々の実施例に限られるものではなく、その特
徴の利点を享受できる限りこれを変形した種々に実施例において実施可能である。例えば
、図４０は、図１９における実施例１０の変形例を示す斜視図である。この変形例におい
ても、図１９と同様にして、圧電バイモルフ素子等からなる軟骨伝導振動源９２５が軟骨
伝導振動源となるとともに、気導によって鼓膜に伝わる音波を発生する受話部の駆動源を
兼ねる。但し、図４０の変形例では、軟骨伝導振動源９２５自身が携帯電話９０１の側方
に伸びており、その右端２２４および左端２２６を振動させる。従って、図１９と同様に
して、そのいずれかをこれを耳珠に接触させることによって軟骨伝導で音を聞くことがで
きる。また、軟骨伝導振動源９２５は右端２２４および左端２２６だけで振動するのでは
なく全体で振動している。従って、図１９と同様にして、携帯電話９０１の内側上端辺の
どこを耳軟骨に接触させても音声情報を伝達することができる。なお、軟骨伝導振動源９
２５の前方において、耳軟骨と音響インピーダンスが近似する材料によって作られた軟骨
伝導出力部９６３が配置されている点は図１９と同様である。
【０１９５】
　また、図３６の実施例２３については、次のような変形例が可能である。すなわち、実
施例２３では、送話部１７２３を通常の気導マイクで構成しているが、これに代えて送話
部１７２３を骨導電マイク（骨導の接触型マイクまたはピックアップ）で構成すれば騒音
下で雑音を拾わずに送話者の音声を選択的に拾うことが可能となる。さらに、周囲に迷惑
をかけない小声で音声を送話することも可能となる。眼鏡のツルは、一般に、耳の前の骨
（頬骨弓または、頬骨弓の上の側頭骨の一部）または耳の後の骨（側頭骨乳様突起）に自
然に接触している。したがって、図３６を援用すれば、骨導の接触型マイクで構成した送
話部１７２３を眼鏡の右ツル部２１８４における上記のような骨との接触部に配置するこ
とにより、骨導で送話者の音声を拾うことが可能となる。また、図３６のようにして、軟
骨伝導振動部１８２６と骨導の接触型マイクで構成した送話部１７２３を左右のツル部に
振り分けることにより、軟骨伝導振動部１８２６からの振動を骨導の接触型マイクが拾う
ことを防止することができる。
【０１９６】
　なお、図３６の実施例２３または上記のような変形例において、レンズ部２１８６から
３Ｄ表示関連の構成を省略して右レンズ２１１０および左レンズ２１１４のみとした通常
の眼鏡構成とすることも可能である。
【０１９７】
　一方、図３８の実施例２５についても、次のような変形例が可能である。すなわち、実
施例２５は鑑賞眼鏡２３８１として構成されているので、ステレオオーディオ情報の音源
は３Ｄテレビ２３０１にあり、赤外通信部２３８７よって受信した音声信号に基づき右耳
用軟骨伝導振動部２３２４および左耳用軟骨伝導振動部２３２６が振動させられる。しか
しながら、これに代えて、ステレオオーディオ情報の音源部となるステレオオーディオ信
号部およびこれにデータを提供する音声メモリを図３８の眼鏡主部２３８６または右ツル
部２３８２および左ツル部２３８４の一方または両者に振り分けて内蔵させるよう構成す
れば、本発明を独立した携帯型音楽プレーヤーとして構成することができる。図３８を援
用してこのような変形例の構成を理解するには、上記のステレオオーディオ信号部および
これにデータを提供する音声メモリは制御部２３３９に含まれるものとする。なおこの変
形例の場合、３Ｄテレビ２３０１との連携は不要なので、図３８において、眼鏡主部２３
８６には右シャッタ２３５８、左シャッタ２３５９およびシャッタ駆動部２３５７に代え
て、図３６の実施例２３におけるような通常眼鏡の右レンズおよび左レンズを配置する。
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【０１９８】
　また、上記のように眼鏡主部２３８６に右レンズおよび左レンズをして通常眼鏡とした
変形例の場合、制御部、オーディオ駆動部、背儀外通信部、および電源部等、図３８にお
いて眼鏡主部２３８６に配置されている各構成要素については、図３６の実施例２３のよ
うに、適宜、右ツル部および左ツル部に振り分け配置することにより眼鏡主部２３８６の
大型化を防止するようにしてもよい。
なお、変形例における赤外通信部２３８７は、パソコンなどの外部の音源データ保持装置
から音源データを入力する等の機能を担う。赤外通信部２３８７はまた、手元のリモコン
等により、右耳用軟骨伝導振動部２３２４および左耳用軟骨伝導振動部２３２６による音
量調節を行ったり、左右の振動出力のバランスを調節したりするための無線通信部として
機能させることができる。さらに、携帯型音楽プレーヤーが携帯電話と連携するときは、
携帯電話の音声情報を受信することもできる。また、この場合、携帯型音楽プレーヤーに
気導マイクまたは骨導マイクを設ければ、携帯型音楽プレーヤーを携帯電話の外部送受話
装置として機能させることもできる。
【０１９９】
　以上のような眼鏡主部２３８６と右ツル部２３８２および左ツル部２３８４への構成要
素の配置の工夫は、上記の変形例に限るものではない。例えば、図３８の実施例２５にお
ける鑑賞眼鏡２３８１そのものの場合であっても、制御部２３３９、赤外通信部２３８７
、電源部２３４８、右オーディー駆動部２３３５および左オーディオ駆動部を右ツル部２
３８２および左ツル部２３８４に適宜振り分け配置してもよい。
【実施例２６】
【０２００】
　図４１は、本発明の実施の形態に係る実施例２６の斜視図であり、携帯電話として構成
される。実施例２６の携帯電話２４０１は、図４０に示す実施例１０の変形例と同様にし
て、可動部のない一体型のものであり、ＧＵＩ機能を備えた大画面２０５を有するいわゆ
るスマートフォンとして構成されている。そしてその構造に共通点が多いので、対応する
部分には図４０と同一の番号を付し、説明を省略する。なお、実施例１０およびその変形
例と同様にして実施例２６でも、「上部」とは分離された上部を意味するものではなく、
一体構造の上方の部分を意味するものとする。
【０２０１】
　実施例２６が図４０に示す実施例１０の変形例と異なるのは、軟骨伝導振動源９２５の
振動が大画面表示部２０５のタッチパネル機能におけるタッチ操作のフィードバック感触
を作る振動源として兼用されている点である。具体的に述べると、軟骨伝導振動源９２５
とそれより下部にある構成（画面表示部２０５）との間には、ビニール系、ウレタン系な
どの振動隔離材２４６５が設けられており、音響インピーダンスの差等により軟骨伝導に
よる音声信号が画面表示部２０５等に容易には伝わらないよう構成される。その一方で、
大画面表示部２０５をタッチすることでそのタッチパネル機能による何らかの入力が受け
付けられた時、これをタッチした指にフィードバックするため、軟骨伝導振動源９２５が
可聴域以下の低周波で振動させられる。そしてその振動周波数は振動隔離材２４６５の共
振周波数と実質的に一致する周波数が選択されているので、軟骨伝導振動源９２５の振動
により振動隔離材２４６５が共振し、これが画面表示部２０５に伝えられる。このように
音声領域の振動を防止する振動隔離材２４６５は、フィードバック用低周波振動にとって
は振動伝達材として機能する。これによって大画面表示部２０５をタッチしている指に低
周波振動が伝わり、タッチ入力が受け付けられたことを知ることができる。なお、タッチ
操作自体の衝撃とそれに応答するフィードバック振動が混同されることを防止するため、
軟骨伝導振動源９２５はタッチの瞬間から所定の遅延を設け、タッチ衝撃が収まってから
フィードバック振動させられる。
【０２０２】
　なお、実施例２６では、操作ボタン２４６１が設けられ、大画面表示部２０５のタッチ
パネル機能をオンオフする操作等に用いられる。また、実施例２６では、図示の単純化の
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ため、図４０に示す実施例１０の変形例に設けられていた軟骨伝導出力部９６３が省略し
た構成としているが、これを設けることは任意である。
【０２０３】
　図４２は、実施例２６のブロック図であり、同一部分には図４１と同一番号を付して説
明を省略する。また、図４２のブロック図の構成は、図８における実施例４のブロック図
と共通点が多く、また図９における要部概念ブロック図の構成を援用することができるも
のなので、図８と共通の構成については同一の番号を付して説明を省略する。
【０２０４】
　なお、図４２の大画面表示部２０５には、タッチパネル２４６５、および制御部２４３
９に制御されてこのタッチパネル２４６５を駆動するタッチパネルドライバ２４７０が図
示されているが、これは実施例２６特有のものではなく、大画面表示部２０５がタッチパ
ネル機能を有する他の実施例と共通であり、他の実施例では煩雑を避けるため図示を省略
していただけである。なお、図４２において、軟骨伝導振動源９２５およびタッチパネル
２４６８の部分にそれぞれ振動隔離材２４６５を図示しているが、これはブロック図の図
示スペースの都合でそのようなになっているだけであって振動隔離材２４６５は同じもの
であり、これが分離されて軟骨伝導振動源９２５およびタッチパネル２４６８の位置にそ
れぞれ設けられるという意味ではない。つまり、図４２で示しているのは、軟骨伝導振動
源９２５の低周波振動により振動隔離材２４６５が共振し、これがタッチパネル２４６８
に伝達されるという趣旨である。
【０２０５】
　図４２に示すように、実施例２６では、振動隔離材２４６５の共振周波数と実質的に一
致する周波数の駆動信号を発生する低周波源２４６６が設けられており、制御部２４３９
は、タッチパネルドライバ２４７０が指のタッチを感知して入力を受け付けた時、所定の
遅延を経て低周波源２４６６からの低周波出力を指示する。位相部調整ミキサー部２４３
６は、通話状態において電話機能部４５からの信号に基づいて軟骨伝導振動源９２５を駆
動するが、タッチパネルを操作する非通話操作状態のとき電話機能部４５からの信号を遮
断し、その代わりに低周波源２４６６からの信号に基づいて軟骨伝導振動源９２５を駆動
する。なお、通話状態においては、位相部調整ミキサー部２４３６は低周波源２４６６か
らの信号を遮断している。
【０２０６】
　実施例２６における図４２の制御部２４３９の機能は、図１０の実施例４のフローチャ
ートを援用できる。そして実施例２６の特徴である軟骨伝導振動源９２５のタッチ操作フ
ィードバック感触振動源への兼用は、図１０のステップＳ４２の詳細機能として理解でき
る。
【０２０７】
　図４３は、上記のとおり、図１０のステップＳ４２の詳細を示すものであり、フローが
スタートすると、まずステップＳ２２２で非通話操作が行われたかどうかチェックする。
このステップは、図４の実施例１におけるステップＳ６と同様のものであって、メール操
作やインターネット操作、その他諸設定並びにダウンロード済のゲームなど電波を使わな
い操作等の非通話操作の有無をチェックするものである。そしてこれらの操作があればス
テップＳ２２４に進んでタッチパネルが不感状態にあるか否かチェックする。そして不感
状態になければステップＳ２２６で軟骨伝導振動部をオンする。一方、ステップＳ２２４
でタッチパネルが不感状態にあることが検知された場合は、非通話操作が操作ボタン２４
６１によるものであったことを意味するので、ステップＳ２２８に移行し、操作に対応す
るボタン設定処理を行う。次いでステップＳ２３０で、ボタン操作によりタッチパネルが
有効設定になったかどうかをチェックし、該当すればステップＳ２２６に移行する。なお
、ステップＳ２２２で非通話操作が検知されなかった場合、またはステップＳ２３０でタ
ッチパネルの有効設定が検知されなかった場合はいずれも直ちにフローを終了する。
【０２０８】
　ステップＳ２２６で軟骨伝導振動部がオンとなると、フローはステップＳ２３２に進み
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、位相調整ミキサー部を制御して電話機能部４５からの出力を絶つとともにステップＳ２
３４で低周波減２４６６の出力を軟骨伝導振動源９２５に接続してステップＳ２３６に至
る。ステップ２３６ではタッチパネル操作の有無をチェックし、操作があれば、ステップ
Ｓ２３８に進んで操作に従った応答処理を行う。そしてステップ２４０に進んで所定の遅
延時間（例えば０．１秒）をおいて置き、ステップ２４２に移行する。ステップＳ２４２
では、低周波源２４６６から低周波を所定時間（例えば０．５秒）出力し、操作した指に
操作感触をフィードバックしてステップＳ２４４に進む。
【０２０９】
　ステップＳ２４４では、最後のタッチパネル操作後の所定時間（例えば３秒）以上タッ
チパネルが無操作状態となったかどうかチェックし、該当しなければステップＳ２３６に
戻る。以下、所定時間内にタッチパネルの操作が続く限りステップＳ２３６からステップ
Ｓ２４４を繰り返してタッチパネル入力および軟骨伝導振動源９２５による操作感触フィ
ードバックを継続する。
【０２１０】
　一方、ステップＳ２４４で所定時間以上タッチパネルが無操作状態となったことが検知
されると、ステップＳ２４６に移行して軟骨伝導振動部をオフし、さらに　ステップＳ２
４８で位相調整ミキサー部を制御して電話機能部４５からの出力を軟骨伝導振動源９２５
に接続するとともにステップＳ２５０で低周波減２４６６の出力を絶ち、ひとまずフロー
を終了する。以下、図１０に従って、フローが実行され、図１０のステップＳ４４で通話
が検知されなければ直ちにステップＳ３４に移行し、さらに主電源がオフでなければフロ
ーがステップＳ４２に戻るので図４３のフローが再会する。従って、タッチパネルの操作
中に所定時間が経過してステップ２４４から図４３のフローが終了したとしても再度速や
かにステップ２３６に至り、タッチパネル入力および軟骨伝導振動源９２５による操作感
触フィードバックを継続することができる。
【０２１１】
　本発明の実施は上記の実施例に限るものではなく、種々の変形が可能である。例えば、
実施例２６における振動隔離材２４６５は、共振周波数の振動を伝えるバンドパスフィル
タ的な機能を有する材質に限らず、音声信号領域にある電話機能部４５からの所定周波数
以上の振動を遮断するとともにこれより低い周波数領域にあるタッチ操作フィードバック
用の低周波源２４６６の振動を伝達するローパスフィルタの機能を有する材質であっても
よい。
【実施例２７】
【０２１２】
　次に、実施例２６における図４１から図４３を援用して、本発明の実施例２７について
説明する。なお、この場合、図４２における「タッチパネル２４６８」は「モーションセ
ンサ２４６８」に、「タッチパネルドライバ２４７０」は、「モーションセンサドライバ
２４７０」に、それぞれ読み替えるものとする。実施例２７は、実施例２６のように、軟
骨伝導振動源９２５を大画面表示部２０５のＧＵＩ機能におけるタッチ操作に兼用する場
合において、これをタッチ感触のフィードバック用の低周波出力素子として利用するだけ
でなく、携帯電話２４０１へのタッチを検知する衝撃入力素子としても利用するよう構成
したものである。この目的のため、実施例２７においては、軟骨伝導振動源９２５を圧電
バイモルフ素子で構成する。圧電バイモルフ素子を衝撃入力素子として兼用するための具
体的構成は、図９で説明した実施例４のブロック図、および図３１で説明した実施例１８
のフローチャートを援用して構成することができる。
【０２１３】
　より具体的に説明すると、実施例２７における大画面表示部２０５のＧＵＩ機能は接触
型のタッチパネルではなく、上記のように大画面表示部２０５近傍の指の動きを非接触で
検知するモーションセンサ２４６８を利用して構成される。そして、非接触で選択した機
能の決定のための指のタッチ（マウス等の「クリック」に相当）を検知する衝撃センサと
して圧電バイモルフ素子９２５の衝撃検知機能が利用される。より具体的に述べると、例
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えば大画面上でのスクロールやアイコンの選択を非接触の指の動きの検知で行うとともに
、「クリック」操作に該当する携帯電話へのタッチ衝撃を圧電バイモルフ素子の兼用によ
り検知することで操作の「決定」または「エンター」を行う。なお、このときのタッチは
大画面表示部２０５上ではなく、携帯電話外壁の任意の場所でよいので、大画面表示部２
０５に指紋を残さず「クリック」操作を行うことができる。
【０２１４】
　なお、図４１を援用する実施例２７における振動隔離材２４６５は、音声信号領域にあ
る電話機能部４５からの振動を遮断するとともに、伝達可能なバンドパスフィルタ領域ま
たはローパスフィルタ領域における衝撃振動成分を圧電バイモフルからなる軟骨伝導振動
源９２５に伝達する。軟骨伝導振動源９２５が指のタッチ衝撃を検知したあと、所定の遅
延時間を置いて低周波源２４６６から低周波を発生させて軟骨伝導振動源９２５を振動さ
せ、タッチ指にフィードバックを行う点は実施例２６と共通である。そして、この場合は
圧電バイモルフ素子を入力素子としての機能と出力素子としての機能に切り換える必要が
あるが、この切り換えは上記の遅延時間を利用して行われる。
【０２１５】
　本発明の実施は上記の実施例に限るものではなく、種々の変形が可能である。例えば、
実施例２７のような非接触型のモーションセンサにおけるクリック衝撃の検知には、圧電
バイモルフ素子の衝撃検知機能に代えて図４２における加速度センサ４９を利用してもよ
い。また、加速度センサ４９の機能と圧電バイモルフ素子の衝撃検知機能の両者を適宜組
み合わせて併用してもよい。
【０２１６】
　また、実施例２６および実施例２７における軟骨伝導振動源の低周波振動源としての兼
用の特徴は、指へのタッチ感触フィードバックを目的とするものに限らず、携帯電話への
着信を無音で通知するバイブレータへの兼用を目的とすることも可能である。この場合、
当然ながら、軟骨伝導振動源９２５への低周波源２４６６の振動信号導入はタッチ検知で
はなく、着信信号に応答して行われ、その際には遅延は必要でなく、振動信号の導入は比
較的長時間（例えば２秒）断続的に（例えば０．５秒の振動停止期間を挟んで）繰り返さ
れる。
【０２１７】
　以上の各実施例に示した種々の特徴は、必ずしも個々の実施例に特有のものではなく、
それぞれの実施例の特徴は、その利点が活用可能な限り、適宜、他の実施例の特徴と組み
合わせたり、組み替えたりすることが可能である。例えば、実施例２６または実施例２７
のような特徴を備えた携帯電話のための外部送受話ユニットとして、上記に図３８の実施
例２５の変形例として説明した眼鏡型のステレオの携帯型音楽プレーヤーを組み合わせる
ことが可能である。この場合、音楽プレーヤーに内蔵する音源からのステレオ再生を楽し
めるとともに、携帯電話の音源からオーディオ信号を受信してステレオ再生を楽しむこと
ができる。そして、眼鏡型携帯型音楽プレーヤーに内蔵される気導マイクまたは骨導マイ
クによりフリーハンドで携帯電話による通話を行うことができる。
【実施例２８】
【０２１８】
　図４４は、本発明の実施の形態に係る実施例２８に関するものであり、図４４（Ａ）は
その上端側の一部を示す斜視図であるとともに、図４４（Ｂ）は、図４４（Ａ）のＢ－Ｂ
断面を示す断面図である。実施例２８は、携帯電話２５０１として構成され、図７に示す
実施例４と同様にして、軟骨伝導振動源２５２５の振動が振動伝導体２５２７に伝わり、
その両端部がそれぞれ右耳珠または左耳珠に接触することにより軟骨伝導により音を聴取
できるようになっている。なお、図４４の実施例２８においても、「上部」とは分離され
た上部を意味するものではなく、一体構造の上方の部分を意味するものとする。
【０２１９】
　図４４の実施例２８が図７に示す実施例４と異なるのは、軟骨伝導振動源２５２５と振
動伝導体２５２７を携帯電話２５０１に保持するための保持構造である。軟骨伝導振動源
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２５２５に音声信号を入力するための構成等は実施例１から実施例２７に準じたものを適
宜採用することができるので、図示と説明を省略する。実施例２８の軟骨伝導振動源２５
２５は圧電バイモルフ素子として構成される（以下、「圧電バイモルフ素子２５２５」と
称する）が、図４４（Ｂ）のように、圧電バイモルフ素子２５２５は、金属板２５９７の
両側にそれぞれ圧電セラミックス板２５９８、２５９９が貼り合わされ、その周囲を樹脂
で固めた構造となっている。そしてその構造上、図４４（Ｂ）に示すＹ－Ｙ’方向に振動
する。従って圧電バイモルフ素子２５２５の樹脂表面ではＹ－Ｙ’方向の振動成分が大き
く、Ｘ－Ｘ’方向の振動成分が小さくなっている。
【０２２０】
　上記のような圧電バイモルフ素子２５２５の構造を前提とし、実施例２８の保持構造で
は、図４４（Ｂ）の断面図からわかるように、保持体２５１６により振動成分の小さい、
Ｘ－Ｘ’方向から圧電バイモルフ素子２５２５を挟むようにしている。なお、保持体２５
１６と圧電バイモルフ素子２５２５の間は接着剤により接合されており、保持体２５１６
は携帯電話２５０１に剛体的に結合されている。一方、圧電バイモルフ素子２５２５のＹ
－Ｙ’方向については、図４４（Ｂ）では右側となる内面側と保持体２５１６の間にはギ
ャップ２５０４が設けられ、圧電バイモルフ素子２５２５におけるＹ－Ｙ’方向の自由振
動を許すとともに振動成分が保持体２５１６に伝わりにくいようにしている。また、圧電
バイモルフ素子２５２５のＹ－Ｙ’方向における図４４（Ｂ）では左側となる外面側には
振動伝導体２５２７が剛体的に接着剤で接合されている。そして、携帯電話２５０１は、
振動伝導体２５２７を露出させるための開口部２５０１ａを有している。そして、振動伝
導体２５２７と保持体２５１６および携帯電話２５０１の開口部２５０１ａとの間はビニ
ール系、ウレタン系などの弾性体からなる振動隔離材２５６５で埋められ、振動伝導体２
５２７のＹ－Ｙ’方向の自由振動を許すとともに圧電バイモルフ素子２５２５の振動成分
が保持体２５１６および携帯電話２５０１に伝わりにくいようにしている。なお、上記に
おいて、ギャップ２５０４についても、振動隔離材２５６５と同様の弾性体で埋めるよう
構成してもよい。
【０２２１】
　以上のような保持構造により、携帯電話２５０１を持つ手の力が剛体的に振動伝導体２
５２７に加わることになり、右耳珠または左耳珠への接触およびその圧力を容易にコント
ロールすることができる。また、振動伝導体２５２７のＹ－Ｙ’方向の自由振を許す構造
となっているので、振動伝導体２５２７が効率よく振動して耳軟骨に伝わるとともに、振
動伝導体２５２７の振動が携帯電話２５０１に伝わって不要な気導を生ずるのを効果的に
防止することができる。
【０２２２】
　図４５は、図４４の実施例２８の変形例に関する断面図である。図４５（Ａ）は第１変
形例の断面図であって、図４４（Ｂ）に準じて図示し、共通部分には共通の番号を付して
いる。同様にして、図４５（Ｂ）には第２変形例の断面図を示す。図４５（Ａ）に示す第
１変形例では、保持体２５１６と圧電バイモルフ素子２５２５との間全体にギャップ２５
０４を広げ、両者の間にＸ－Ｘ’方向から圧電バイモルフ素子２５２５を挟むための保持
補助部２５０６を設けたものである。保持補助部２５０６は保持体２５１６と圧電バイモ
ルフ素子２５２５の両者または少なくも一方と音響インピーダンスの異なる剛体の材質を
選択する。なお、保持補助部２５０６は、保持力の上で問題がなければ、弾性体としても
よい。また、保持補助部２５０６は、圧電バイモルフ素子２５２５におけるＹ－Ｙ’方向
の振動表面を避けて中央部に配置する構成としているので、保持体２５１６の一部として
同一材料で一体成型しても、図４４（Ｂ）と比較して圧電バイモルフ素子２５２５におけ
るＹ－Ｙ’方向の振動を許しかつ携帯電話２５０１への振動伝達を少なくする効果が大き
い。
【０２２３】
　図４５（Ｂ）の第２変形例でも、保持体２５１６と圧電バイモルフ素子２５２５との間
全体にギャップ２５０４を広げた構成をとるが、Ｘ－Ｘ’方向から圧電バイモルフ素子２
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５２５を挟むためには圧電バイモルフ素子２５２５の中央部要所に複数設けられるネジ２
８０８が用いられる。このネジ２５０８は、その鋭利な先端が圧電バイモルフ素子２５２
５の表面に若干食い込むよう螺合され、圧電バイモルフ素子２５２５の保持を確実とする
。
【０２２４】
　図４６は、図４４の実施例２８のさらに他の変形例に関する断面図である。図４６（Ａ
）は第３変形例の断面図であって、図４５と同様、図４４（Ｂ）に準じて図示し、共通部
分には共通の番号を付している。同様にして、図４６（Ｂ）には第４変形例の断面図を示
す。図４６（Ａ）に示す第３変形例では、圧電バイモルフ素子２５２５の表面に凹部２５
８０が形成されるよう樹脂が成型されており、これに対応する凸部が保持体２５１６に一
体成型されている。これらの凹凸部のかみ合いによって保持体２５１６による圧電バイモ
ルフ素子２５２５の保持を確実とする。なお組み立てに際しては、保持体２５１６の若干
の弾性を利用して圧電バイモルフ素子２５２５を嵌め込むようにしてもよいし、保持体２
５１６を二体に分割して構成し、圧電バイモルフ素子２５２５を挟んだあとこれらを一体
にネジ止めするよう構成してもよい。
【０２２５】
　図４６（Ｂ）に示す第４変形例では、圧電バイモルフ素子２５２５の表面に凸部２５９
０が形成されるよう樹脂が成型されており、これに対応する凹部が保持体２５１６に一体
成型されている。そして、図４６（Ａ）と同様にこれらの凹凸部のかみ合いによって保持
体２５１６による圧電バイモルフ素子２５２５の保持を確実とする。なお組み立てに際し
ては、図４６（Ａ）と同様にして保持体２５１６の若干の弾性を利用して圧電バイモルフ
素子２５２５を嵌め込むか、保持体２５１６を二体に分割して構成し、圧電バイモルフ素
子２５２５を挟んだあとこれらを一体にネジ止めするよう構成する。
【実施例２９】
【０２２６】
　図４７は、本発明の実施の形態に係る実施例２９に関するものであり、図４７（Ａ）は
その上端側の一部を示す斜視図であるとともに、図４７（Ｂ）は、その変形例における上
端側の一部を示す斜視図である。実施例２９は、図４４における実施例２８とほぼ同様の
保持構造を有するものであるが、右耳珠または左耳珠に接触する振動伝導体を携帯電話２
５０１の外壁に設けられた開口２５０１および２５０１ｃから携帯電話表面に露出させる
構成が異なるものである。従って、図４４と共通する部分には同一の番号を付して説明を
省略する。以下、図４４の実施例２８との相違点についてのみ説明する。
【０２２７】
　図４４の実施例２８では、振動伝導体２５２７が携帯電話２５０１の上端部全体に帯状
に露出しており、その両端部がそれぞれ右耳珠または左耳珠に接触するとともに、耳軟骨
に広い面積で接触することも可能なように構成されている。これに対し、図４７（Ａ）の
実施例２９では、振動伝導体が右耳用振動伝導体２５２４および左耳用振動伝導体２５２
６に分離されて圧電バイモルフ素子２５２５の両端にそれぞれ接着される構成となってい
る。そして、分離された右耳用振動伝導体２５２４および左耳用振動伝導体２５２６の部
分のみがそれぞれ携帯電話２５０１の上端の両角部の開口部２５０１および２５０１ｃか
らそれぞれ露出するようになっている。このため、右耳用振動伝導体２５２４および左耳
用振動伝導体２５２６と携帯電話２５０１の間を埋めるための振動隔離材２５６５も、そ
れぞれ分離して設けられている。
【０２２８】
　一方、図４７（Ｂ）に示した実施例２９の変形例では、左耳用振動伝導体２５２６のみ
が圧電バイモルフ素子２５２５接着される構成となっている。そして、この左耳用振動伝
導体２５２６の部分のみが携帯電話２５０１の上端の角部の開口部２５０１ｂから露出す
るようになっている。また、左耳用振動伝導体２５２６と携帯電話２５０１の間を埋める
ための振動隔離材２５６５は、携帯電話２５０１の左側角部のみに設けられている。なお
、図４７（Ｂ）に示した実施例２９の変形例は、図４７（Ａ）の構成を簡略化して左耳専
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用に構成したものであるが、振動伝導体を右角部に設けた開口部から露出するよう構成し
て右耳専用の携帯電話として構成することも可能である。なお、図４７（Ｂ）に示した実
施例２９の変形例のさらなる変形として、圧電バイモルフ素子の表面を携帯電話外面に適
した形状に整形できる場合は、振動伝導体を介さず、圧電バイモルフ素子を開口部から直
接露出させることも可能である。このような変形は図４７（Ａ）に示した実施例２９およ
び図４４に示した実施例２８においても可能である。
【実施例３０】
【０２２９】
　図４８は、本発明の実施の形態に係る実施例３０に関するものであり、図４８（Ａ）は
その上端側の一部を示す斜視図であるとともに、図４８（Ｂ）は、図４８（Ａ）のＢ－Ｂ
断面を示す断面図である。実施例３０は、携帯電話２６０１として構成され、図２４に示
す実施例１３や図２５に示す実施例１４と同様にして、軟骨伝導用振動部を携帯電話側面
に配置するものである。また、図４８の実施例３０は、図４４の実施例２８と同様にして
圧電バイモルフ素子における耳軟骨伝導のための振動を許しかつ携帯電話への振動伝達を
少なくするための保持構造を特徴としているので、実施例２８と共通する部分には同一番
号を付して説明を省略する。軟骨伝導振動源２５２５に音声信号を入力するための構成等
の図示と説明を省略する点についても実施例２８と同様である
【０２３０】
　図４８の実施例３０では、圧電バイモルフ素子２５２５が携帯電話側面に嵌め込まれる
構造をとるが、図４８（Ｂ）に示すように嵌め込み部の奥が湾曲しており、この結果、圧
電バイモルフ素子２５２５の稜線部２５２５ａが携帯電話２６０１の湾曲部内面と接触す
ることになる。これの接触によって、圧電バイモルフ素子２５２５が嵌め込みの奥行き方
向に位置決めされ、圧電バイモルフ素子２５２５の押し込み方向に対する保持力が強化さ
れることになる。また、上記のような接触構造によって圧電バイモルフ素子２５２５のＹ
－Ｙ’方向については三日月上のギャップ２６０４が生じ、自由振動が許可される。なお
、実施例３０でも、圧電バイモルフ素子２５２５の基本的な保持は、Ｘ－Ｘ’方向から行
われる。図４８では簡単のため携帯電話２６０１の一体構造の一部がその保持構造となる
よう図示しているが、実施例２８および実施例２９の保持体２５１６のような構造を採用
し、これを携帯電話２６０１に固着するよう構成してもよい。その他の構造は、図４４に
準じて理解されるので説明を省略する。なお、図４５および図４６に示した種々の変形例
は図４８の実施例３０にも適用可能である。
【実施例３１】
【０２３１】
　図４９は、本発明の実施の形態に係る実施例３１に関するものであり、図４９（Ａ）は
その上端側の一部を示す縦断面図である。また、図４９（Ｂ）は、同一部分の横断面図で
あり、図４８（Ｂ）と同様にして理解されるものである。実施例３１は、携帯電話２７０
１として構成され、図４８に示す実施例３０と同様にして、軟骨伝導用振動部を携帯電話
側面に配置するものである。また、その特徴は、圧電バイモルフ素子における耳軟骨伝導
のための振動を許しかつ携帯電話への振動伝達を少なくするための保持構造にあるので、
図４８の実施例３０と共通する部分には同一番号を付して説明を省略する。軟骨伝導振動
源２５２５に音声信号を入力するための構成等の図示と説明を省略する点についても実施
例３０と同様である。
【０２３２】
　図４９の実施例３１が、図４８の実施例３０と異なるのは圧電バイモルフ素子２５２５
の保持構造にある。圧電バイモルフ素子２５２５は、実施例３０と同様にして携帯電話２
７０１の側面の溝に嵌め込まれる構造をとるが、図４９（Ａ）の縦断面図および図４９（
Ｂ）の横断面図に明らかなように、溝の内面は、凹凸面２７９４となっており、この結果
、圧電バイモルフ素子２５２５は凹凸面２７９４の多数の頂部で保持されるとともに、両
者間には多数のギャップ２７０４が生じることとなる。図４９でも、簡単のため携帯電話
２７０１の一体構造の一部がその保持構造となるよう図示しているが、実施例２８および
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実施例２９の保持体２５１６のような構造を採用し、これを携帯電話２７０１に固着する
よう構成してもよい。これは、後述する変形例でも同様である。
【０２３３】
　図５０は、実施例３１の変形例を示す縦断面図であり、図４９の図（Ａ）に準じて理解
されるものである。図５０（Ａ）は第１変形例であり、圧電バイモルフ素子２５２５の耳
軟骨に当たる側に、振動伝導体２７２７（シリコン、ウレタンなど）を設けたものである
。また、図５０（Ｂ）は第２変形例であり、圧電バイモルフ素子２５２５と携帯電話２７
０１の間に振動隔離材２７６５を介在させ、この振動隔離材２７６５が圧電バイモルフ素
子２５２５と当たる面を凹凸面２７９５としたものである。なお、図５０（Ａ）の第１変
形例における振動伝導体２７２７および図５０（Ｂ）の第２変形例における振動隔離材２
７６５を併用した変形例も可能である。
【実施例３２】
【０２３４】
　図５１は、本発明の実施の形態に係る実施例３２の斜視図である。実施例３２は、例え
ば図４７（Ａ）に示した実施例２９の携帯電話に用いるのに適した圧電バイモルフ素子と
して構成されている。図５１（Ａ）は実施例３２の圧電バイモルフ素子２５２５の外観斜
視図であり、図５１（Ｂ）はその透視斜視図である。なお、図５１では、図示の都合上、
圧電バイモルフ素子２５２５を図４７（Ａ）の状態から９０度回転させ、Ｙ－Ｙ’方向が
上下となるよう作図している。
【０２３５】
　図４７（Ａ）の実施例２９の保持体２５１６は、図４４の実施例２８と同様にして、図
４４（Ｂ）に示すＸ－Ｘ’方向から圧電バイモルフ素子２５２５を挟み、Ｙ－Ｙ’方向の
自由振動を許すとともに振動成分が保持体２５１６に伝わりにくいようにしている。さら
に保持体２５１６は右耳用振動伝導体２５２４および左耳用振動伝導体２５２６が両端に
それぞれ接着される圧電バイモルフ素子２５２５の中央部分を挟むよう構成される。
【０２３６】
　図５１に示す圧電バイモルフ素子２５２５は、上記のようにしてＸ－Ｘ’方向から圧電
バイモルフ素子２５２５の中央部を保持するのを可能する構成となっている。具体的には
、図５１（Ａ）に示すように、実施例３２の圧電バイモルフ素子２５２５は、駆動信号を
入力するための電極２５９７ａおよび２５９８ａが圧電バイモルフ素子２５２５中央部分
に位置するよう構成している。これによって、圧電バイモルフ素子の両端部分は配線接続
から開放され、自由振動が可能となる。さらに電極２５９７ａおよび２５９８ａの突出方
向は、振動方向のＹ－Ｙ’方向に沿った方向となるよう構成される。これによって、電極
２５９７ａおよび２５９８ａを中央部分に配置するにもかかわらず、Ｘ－Ｘ’方向から圧
電バイモルフ素子２５２５の中央部分を挟む際に、電極が邪魔にならず、保持体２５１６
を特別な構成とする必要がなくなる。
【０２３７】
　上記のような電極配置を可能にするため、図５１（Ｂ）に示すように圧電バイモルフ素
子２５２５は、金属板２５９７の中央部から導出される電極２５９７ａが上方に９０度屈
曲させられるとともに、圧電セラミックス板２５９８および２５９９からそれぞれ導出さ
れて一つに接続された電極２５９８ａも上方に９０度屈曲させられて、それぞれ樹脂の上
面から突出するよう構成される。これによって、電極がＸ－Ｘ’方向に突出することがな
く、圧電バイモルフ素子２５２５の中央部分をＸ－Ｘ’方向から容易に挟んで支持するこ
とができる。
【０２３８】
　なお、図５１の変形として、金属板２５９７の中央部から導出される電極および圧電セ
ラミックス板の中央部から導出される電極をそれぞれ樹脂の側面から突出するよう構成す
ることも可能である。この場合、圧電バイモルフ素子２５２５の中央部分をＸ－Ｘ’方向
から挟んで支持するためには、保持体２５１６が電極と干渉する部分を避ける空隙を設け
て信号ラインを接続するか、または、保持体２５１６内側にソケット構造を設けて電極と
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接続する。この場合も、保持体２５１６を特別な構成とする必要はあるが、電極が中央部
に設けられていることには変わりがないので、圧電バイモルフ素子の両端部分を配線接続
から開放して自由振動を可能とする利点は享受できる。
【実施例３３】
【０２３９】
　図５２は、本発明の実施の形態に係る実施例３３に関するものであり携帯電話２８０１
として構成されている。図５２（Ａ）はその上端側の一部を裏側から見た透視斜視図であ
るとともに、図５２（Ｂ）は、その変形例における上端側の一部を反対側の側面から見た
透視斜視図である。図５２（Ａ）に示す実施例３３は、図４７（Ａ）における実施例２９
とほぼ同様の保持構造を有するものであるが、耳軟骨に接する一対の振動伝導体２８２４
および２８２６を携帯電話表面に露出させる構成が異なる。
【０２４０】
　具体的に説明すると、図４７の実施例２９にあっては、振動伝導体２５２４および２５
２６が携帯電話２５０１の上部角に直接露出している。これに対し、図５２の実施例３３
では、角部２８０１ｄおよび２８０１ｅは携帯電話２８０１自体の充分な強度をもつ外壁
の一部となっており、振動伝導体２８２４および２８２６はそれぞれこれらにガードされ
る形で携帯電話２８０１の表示面側に露出している。この露出状態およびその意義の詳細
は後述する。その他の構成は、図４７の実施例２９と共通なので、図５２では共通する部
分には同一の番号を付して説明を省略する。なお、実施例３３は、実施例３２に示した圧
電バイモルフ素子の実装例ともなっており、電極２５９７ａおよび２５９８ａの位置を併
せて図示している。
【０２４１】
　図５２（Ｂ）における実施例３３の変形例は、図５２（Ａ）において説明した振動部ユ
ニットと同じ構成を、図４８の実施例３０や図４９の実施例３１におけるように携帯電話
２８０１の側面を振動させるよう取り付けたものである。図５２（Ｂ）における実施例３
３の変形例においても、一対の振動伝導体のうち上側の振動伝導体２８２４は、充分な強
度を持つ携帯電話２８０１の角部２８０１ｄにガードされ、携帯電話２８１０の側面に露
出している。なお、下側の振動伝導体２８２６は、元々角部には位置していないので自然
にガードされている。
【０２４２】
　図５３は、図５２の実施例３３およびその変形例をそれぞれ正面から見た外観斜視図で
あり、それぞれ、図５３（Ａ）は実施例３３のもの、図５３（Ｂ）はその変形例のもので
ある。図５３においても、図４１の実施例２６等と共通する構成が多いので、共通する部
分には同一の番号を付して説明を省略する。
【０２４３】
　図５３（Ａ）から明らかなように、一対の振動伝導体２８２４および２８２６はそれぞ
れ携帯電話２８０１の角部２８０１ｄおよび２８０１ｅにガードされる形で携帯電話２８
０１の表示面２０５の面に露出している。なお、図４７の実施例２９と同様にして、図５
３（Ａ）の実施例３３においても一対の振動伝導体２８２４および２８２６と携帯電話１
８０１の間はそれぞれ振動隔離材２５６５で埋められている。
【０２４４】
　ここで、図５２および図５３に示した上記の実施例３３の構成の意義について説明する
。携帯電話１８０１の角部２８０１ｄおよび２８０１ｅは、耳珠等の耳軟骨に当てるのに
好適な部位であるが、同時に、落下などの際、直接衝撃が加わりやすい部位でもある。従
って、例えば図４７の実施例２９のような構成をとる場合、振動伝導体２５２４および２
５２６、並びにこれらが接着される圧電バイモルフ素子２５２５、さらにはその保持体２
５１６等の振動部ユニットは衝突に強い構成とする必要がある。これに対し、図５２およ
び図５３に示した実施例３３の構成によれば、振動伝導体２５２４および２５２６が携帯
電話１８０１本来の角部２８０１ｄおよび２８０１ｅによってガードされているので、実
施例２９の場合に比べ、衝撃対策が簡易化される。
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【０２４５】
　図５３（Ｂ）の変形例においても、図から明らかなように、一対の振動伝導体のうち上
側の振動伝導体２８２４は、携帯電話２８０１の角部２８０１ｄにガードされ、携帯電話
２８１０の側面に露出している。また、下側の振動伝導体２８２６は、直接衝撃が加わり
にくい側面に位置している。なお、図５３（Ａ）の場合と同様、一対の振動伝導体２８２
４および２８２６と携帯電話１８０１の間はそれぞれ振動隔離材２５６５で埋められてい
る。
【０２４６】
　図５２（Ｂ）および５３（Ｂ）に示した実施例３３の変形例のように振動伝導体２８２
４および２８２６が側面の二箇所（内、一箇所は上部角２８０１の近傍）に設けた場合、
両者を縦方向において耳軟骨の二箇所に当てることが可能となる。この場合、振動伝導体
２８２４と振動伝導体２８２６との間隔を２ｃｍから５ｃｍ程度としておくと、下側の振
動伝導体２８２６は耳珠に当てたとき上側の振動伝導体も耳軟骨に当てることが可能とな
る。もちろん、上側の振動伝導体２８２４を耳珠に当てて聴くような使い方をすることは
任意である。同様にして、図５２（Ａ）および５２（Ａ）に示した実施例３３の場合も、
振動伝導体２８２４および２８２６の両者を横方向において耳軟骨の二箇所に当てること
も可能である。また、図４７の実施例２９のように、振動伝導体２８２４を右耳珠当接用
、振動伝導体２８２６を右耳珠当接用として使い分けることも任意である。
【０２４７】
　いずれにしても、耳軟骨への二箇所当接は、同時振動している振動伝導体２８２４およ
び２８２６のエネルギーをともに耳軟骨へ導入できるので、エネルギー上は伝達効率が良
い。一方、耳栓骨導効果を得るべく、耳珠に携帯電話２８０１を強く押し当てる場合は、
角部にある振動伝導体を一つだけ耳珠に当てるほうが容易に耳珠を押して耳を塞ぐことが
できる。
【実施例３４】
【０２４８】
　図５４は、本発明の実施の形態に係る実施例３４に関する透視斜視図であり携帯電話２
９０１として構成されている。実施例３４は、図４８の実施例３０や図４９の実施例３１
におけるように携帯電話２９０１の側面を振動させるよう構成したものであるが、右手持
ちで使用した場合および左手持ちで使用した場合のいずれでも対応できるよう、両側面が
振動可能となっている。換言すれば、図５４の実施例３４は、図５２（Ａ）の実施例３３
における一対の振動伝導体２８２４および２８２６を側面配置用の一対の振動伝導体２９
２４および２９２６に置き換えたものであり、振動伝導体２９２４および２９２６は側面
の広範囲で耳軟骨との接触が図れるよう、縦長の形状となっている。圧電バイモルフ素子
２５２５の保持構造は、図５２（Ａ）の実施例３３と共通であるが煩雑を避けるため詳細
図示を省略する。
【０２４９】
　実施例３４においては、振動伝導体２９２４および２９２６の色を携帯電話２９０１の
外壁の色と異なるようにし、側面から音を聴くよう構成されていることおよびその際に耳
を当てる部分が使用者にわかるよう構成してもよい。一方、側面から音を聴くよう構成さ
れていることおよびその際に耳を当てる部分が使用者に周知されている場合には、振動伝
導体２９２４および２９２６の色を携帯電話２９０１の外壁の色と同色とするか、さらに
は携帯電話２９０１の外壁との境目がわからないような表面処理を施すデザインとしても
よい。実施例３４のその他の構成は、例えば図４１の実施例２６と共通なので、共通する
部分に同一の番号を付して説明を省略する。
【実施例３５】
【０２５０】
　図５５は、本発明の実施の形態に係る実施例３５に関する透視斜視図であり携帯電話３
００１として構成されている。実施例３５も、図５４の実施例３４と同様にして、携帯電
話３００１の両側面を広範囲に渡って振動させるよう構成したものである。但し、図５４
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の実施例３４とは異なり、両側面がそれぞれ独立に制御可能なよう、一対の圧電バイモル
フ素子３０２４および３０２６を縦長姿勢で配している。従って、図１から図６に説明し
た実施例１から実施例３と同様にして、使用される一方の圧電バイモルフ素子のみを自動
的に振動させることが可能となる。圧電バイモルフ素子３０２４および３０２６の保持に
ついては、図４４から図５２等で説明した各実施例の保持構造を適宜採用することができ
るので、煩雑を避けるため詳細図示を省略する。
【０２５１】
　実施例３５においても、圧電バイモルフ素子３０２４および３０２６を側面に配置する
際、図４８の実施例３０における振動伝導体２５２７のような材質で圧電バイモルフ素子
３０２４および３０２６を覆い、この振動伝導体の色を携帯電話３００１の外壁の色と異
なるようにして、側面から音を聴くよう構成されていることおよびその際に耳を当てる部
分が使用者にわかるよう構成してもよい。一方、実施例３５と同様、側面から音を聴くよ
う構成されていることおよびその際に耳を当てる部分が使用者に周知されている場合には
、振動伝導体の色を携帯電話３００１の外壁の色と同色とするか、さらには携帯電話３０
０１の外壁における他の側面部分との境目がわからないような表面処理を施すデザインと
してもよい。実施例３５のその他の構成は、例えば図４１の実施例２６と共通なので、共
通する部分に同一の番号を付して説明を省略する。
【実施例３６】
【０２５２】
　図５６は、本発明の実施の形態に係る実施例３６に関する透視斜視図であり携帯電話３
１０１および携帯電話３２０１として構成されている。図５６の実施例３６は、図５５の
実施例３５とほぼ共通の構成であるが、携帯電話を、図５６（Ａ）に示す左手持ち用携帯
電話３１０１および図５６（Ｂ）に示す右手持ち用携帯電話３２０１としていずれか一方
を選択可能に市場に提供するよう構成したものである。つまり、図５６（Ａ）の左手持ち
用携帯電話３１０１では、左耳軟骨に当てるための圧電バイモルフ素子３２０４が、図５
６（Ｂ）に示す右手持ち用携帯電話３２０１では、左耳軟骨に当てるための圧電バイモル
フ素子３２０６が設けられている。また、片側使用に限られることから、マイク等の送話
部についても、図５６（Ａ）の左手持ち用携帯電話３１０１では、左側面下方にマイク１
２２３が、図５６（Ｂ）の右手持ち用携帯電話３２０１では、右側面下方にマイク１１２
３が、それぞれ設けられている。なお、これらのマイク１１２３または１２２３は、実施
例１２または実施例１３と同様にして、表示部２０５を観察しながらのテレビ電話の際に
は、送話部１０２３の切換えが行われ、表示部２０５を観察中の使用者によって発音され
る音声を拾うことができる。
【０２５３】
　図５６の実施例３６では、上記のように受話および送話に関する圧電バイモルフ素子や
マイク等のオーディオ関連の構成が携帯電話側面にまとめられるとともに、表示部２０５
等のビジュアル関連の構成が携帯電話正面にまとめられるので、携帯電話３１０１または
３２０１を耳等の顔に当てるときは側面を使用し、携帯電話を目で眺める時は正面を使用
するごとく９０度をなす携帯電話の２面を使い分けることができ、携帯電話の正面が顔に
ついて表示面２０５等が汚れるのを防止することができる。
【０２５４】
　図５６の実施例３６では、圧電バイモルフ素子を配置しない反対側の側面は主に携帯電
話保持のために利用されるので、手で保持するのに自然なよう、側面をザラザラした感触
の材質３１０１ｆまたは３２０１ｆで覆い、保持を容易にするとともに、耳に当てる側が
どちらなのかを明示することができる。なお、実施例３６にあっても、実施例３５と同様
にして、圧電バイモルフ素子３０２４または３０２６を覆う振動伝導体の色を携帯電話３
１０１または３２０１の外壁の色と異なるよう構成してもよい。また、実施例３６におい
て反対側の側面を上記のようにザラザラした感触の材質３２０１ｆまたは３２０１ｆで覆
った場合は、音を聴く側の側面が識別できるので振動伝導体の色を携帯電話３００１の外
壁の色と同色とするか、さらには携帯電話３００１の外壁における他の側面部分との境目
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がわからないような表面処理を施すデザインとしてもよい。実施例３５のその他の構成は
、例えば図４１の実施例２６と共通なので、共通する部分に同一の番号を付して説明を省
略する。
【０２５５】
　なお、実施例３６における「右手持ち用」および「左手持ち用」は、例えば図５６（Ａ
）の携帯電話３１０１を左手で持って表示面２０５を見ている状態からそのまま手首を回
さずに携帯電話３１０１の側面を耳に当てるとき圧電バイモルフ素子３０２４を設けた側
の側面が左耳軟骨に当たる状態を想定している。しかしながら、使用者の使用法は任意で
あって、図５６（Ａ）の携帯電話３１０１を右手に持ち、耳に当てるときは手首を１８０
度回して携帯電話を裏返せば、圧電バイモルフ素子３０２４が設けられた側の側面を右耳
軟骨に当てることができる。従って、「右手持ち用」および「左手持ち用」はあくまで暫
定であって、いずれを購入し、どのように使用するかは使用者が自由に選択することがで
きる。従って、上記のように手首を回して使用する使用者にとっては、図５６（Ａ）の携
帯電話３１０１を「右手持ち用」と認識することもできる。
【実施例３７】
【０２５６】
　図５７は、本発明の実施の形態に係る実施例３７に関する透視斜視図であり携帯電話３
３０１として構成される。図５７の実施例３７は、図４０における実施例１０の変形例と
共通する部分が多いので、共通する部分には同一の番号を付して説明を省略する。実施例
３７が実施例１０の変形例と異なるのは、圧電バイモルフ素子２２０５が前面だけでなく
、携帯電話３３０１の上辺における前後左右および上側が耳軟骨と音響インピーダンスが
近似する材料で形成された軟骨伝導出力部３３６３で覆われていることである。この軟骨
伝導出力部３３６３は、実施例１０またはその変形例における軟骨伝導出力部９６３と同
様、例えばシリコーン系ゴム、シリコーン系ゴムとブタジエン系ゴムとの混合物、天然ゴ
ム、またはこれらに空気泡を密封した構造の材料によって形成されている。
【０２５７】
　実施例３７の構成によれば、携帯電話３３０１の上方の部位ならどこでも耳軟骨に当て
ることによって軟骨伝導を得ることができるので、場所を気にせず携帯電話の上部を耳に
あてるだけで、最適の音量で音を聴くことができる。
【０２５８】
　以上に説明した各実施例の種々の特徴は個々の実施例に限られるものではなく、適宜他
の実施例の特徴と入れ換えたり組合せたりすることができる。
【実施例３８】
【０２５９】
　図５８は、本発明の実施の形態に係る実施例３８に関する断面ブロック図であり携帯電
話３４０１として構成される。図５８の実施例３８は、実施例２６または実施例２７と共
通する部分が多いので、共通する部分には図４２と同一の番号を付して説明を省略する。
実施例３８が実施例２６または実施例２７と異なるのは、圧電バイモルフ素子によって構
成される軟骨伝導振動部２５２５が携帯電話３４０１の筐体構造３４２６に剛体的に固着
され、軟骨伝導振動部２５２５の振動を携帯電話３４０１の全表面に伝達するよう構成し
たことである。なお、軟骨伝導振動部２５２５を構成する圧電バイモルフ素子の固着にあ
たっては、積極的にその振動を伝達するため、図４４（Ｂ）におけるようなギャップ２５
０４を設けずに筐体構造３４２６に密着させ、主振動方向（Ｙ－Ｙ’方向）の振動が筐体
構造３４２６に伝わりやすいようにしている。これによって、携帯電話３４０１の全表面
が振動伝導体として作用することになり、携帯電話３４０１の表面のどこを耳軟骨に当て
ても軟骨伝導を得ることができるようになる。
【０２６０】
　実施例３８は、上記のように構成されるので、携帯電話３４０１の正面または背面の大
面積部分を耳軟骨全体に当てる場合は、実施例５から実施例９と同様にして、軟骨伝導振
動部２５２５の振動が筐体構造３４２６を介して携帯電話３４０１の表面の広い接触面積
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で耳軟骨に伝達される。さらに、携帯電話３４０１の表面の振動によって発生する気導音
が外耳道から鼓膜に伝わる。これによって、軟骨伝導振動部２５２５からの音源情報を大
きな音として聞くことができる。また、耳に当てられている携帯電話３４０１の表面が外
耳道を塞ぐ形となるので環境騒音を遮断することもできる。さらに、携帯電話３４０１を
耳に押し当てる力を増すと外耳道がほぼ完全に塞がれる結果となり、耳栓骨導効果によっ
て軟骨伝導振動部２５２５からの音源情報をさらに大きな音として聞くことができる。
【０２６１】
　また、実施例３８の側面を耳軟骨に当てる場合は、実施例１１から実施例１４、実施例
３０、実施例３１、実施例３３の変形例、実施例３４から実施例３６と同様にして、表示
面等が設けられる携帯電話正面が顔との接触によって汚れるのを防止することができる。
さらに、実施例３８の上辺角部を耳軟骨当てる場合は、実施例１から実施例４、実施例１
０とその変形例、実施例２６から実施例２９、実施例３３と同様にして耳珠などへの容易
な接触が図れるとともに、耳珠を押して外耳道入口を塞ぐことで容易に耳栓骨導効果を得
ることができる。なお、図５７の実施例３７は、携帯電話３３０１の上方の部位ならどこ
でも耳軟骨に当てることによって軟骨伝導を得ることができるよう構成したものであるが
、図５８の実施例３８はこの特徴を拡張し、携帯電話３４０１表面のどこであっても場所
を気にせず携帯電話の上部を耳に当てるだけで、最適の音量で音を聴くことができるよう
にしたものと言える。
【０２６２】
　なお、図５８の実施例３８では、圧電バイモルフ素子の主振動方向（Ｙ－Ｙ’方向）が
ＧＵＩ表示部３４０５（図５８ではブロック図で概念化しているが、実施例２６に関する
図４１の斜視図を援用すればタッチパネル機能を有する大画面表示部２０５）と直交する
向きになるように軟骨伝導振動部２５２５が筐体構造３４２６に固着されている。（なお
、図５８では固着断面は図示されていないが、固着の様子は後述する。）これによって、
ＧＵＩ表示部３４０５が設けられた携帯電話３４０１の正面または背面の大面積部分が効
率よく振動する。なお、軟骨伝導振動部２５２５の固着により圧電バイモルフ素子の非振
動方向（Ｘ－Ｘ’方向）についてもエネルギーは比較的小さいが振動が発生するので携帯
電話３４０１の側面を耳軟骨に当てても軟骨伝導により音を聴くことができる。因みに、
図５８のＧＵＩ表示部３４０５は、図２６の大画面表示部２０５、表示ドライバ４１、タ
ッチパネルドライバ２４０７をまとめて図示したものである。
【０２６３】
　図５８の実施例は、実施例２７と同様にして、大画面表示部２０５近傍の指の動きを非
接触で検知するモーションセンサ２４６８により機能が選択され、選択した機能の決定の
ための指のタッチを検知する衝撃センサとして圧電バイモルフ素子９２５の衝撃検知機能
が利用される。図５８で示す衝撃センサ３４４２は、図９で示した押圧センサ２４２と同
様の機能を有するものであり、圧電バイモルフ素子９２５の衝撃検知信号を抽出する。上
記の圧電バイモルフ素子の主振動方向（Ｙ－Ｙ’方向）がＧＵＩ表示部３４０５と直交す
る向きとする配置は、携帯電話３４０１の正面または背面からのタッチを検知するのに適
する。また、図５８の実施例は、実施例２７と同様にして、軟骨伝導振動部２５２５がタ
ッチ感触のフィードバック用の低周波出力素子として兼用されるが、上記の圧電バイモル
フ素子の主振動方向（Ｙ－Ｙ’方向）の配置は、携帯電話３４０１の正面または背面から
のタッチに対して効率よくフィードバック振動を指に伝えるのに適する。なお、図５８の
実施例は、実施例２６で説明したものと同様にして、軟骨伝導振動部２５２５が携帯電話
への着信を無音で通知するバイブレータの振動源としても兼用される。
【０２６４】
　図５８の実施例は、さらに、実施例４と同様にして、実施例２７と同様にして、加速度
センサ４９により水平静止状態を検知し、該当すれば、軟骨伝導振動部２２５の振動を禁
止するよう構成している。これによって、携帯電話３４０１を通話中に机等に置いた場合
において、相手側からの声の出力によって机との間で振動騒音を生じる可能性を防止して
いる。なお、上記のＧＵＩ操作や着信バイブレータの機能については、携帯電話３４０１
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を机等に置いた場合においても有効にするのが適切なので、このような場合は、加速度セ
ンサ４９により水平静止状態を検知しても、軟骨伝導振動部２２５の振動を禁止しないよ
う構成する。この点の詳細については制御部３４３９の機能として後述する。
【０２６５】
　なお、図５８の実施例では、携帯電話３４０１の筐体構造３４２６を積極的に振動させ
るよう構成しているため、この振動がマイク２２３にも伝わってハウリングを起こす可能
性がある。その対策として携帯電話３４０１の筐体構造３４２６とマイク２２３の間の音
響伝導を遮断するため、筐体構造３４２６と音響インピーダンスが異なる絶縁リング部３
４６５が両者間に設けられている。なお、ハウリング防止については、電話機機能部４５
における送話処理部２２２から受話処理部２１２への信号伝達経路によっても回路的に対
策される。
【０２６６】
　図５９は、図５８の実施例３８における携帯電話３４０１の筐体構造３４２６への軟骨
伝導振動部２５２５の固着の様子を示す背面透視図および断面図である。図５９（Ａ）は
実施例３８の携帯電話３４０１の上端側の一部を示す背面斜視図であるとともに、図５９
（Ｂ）は、図５９（Ａ）のＢ－Ｂ断面を示す断面図である。また、図５９（Ｃ）は、実施
例３８の変形例における上端側の一部を反対側の側面から見た透視斜視図である。圧電バ
イモルフ素子自体の構成は、図４４（Ｂ）と同様なので、共通する部分には共通する番号
を付す。
【０２６７】
　図５９（Ａ）に明らかなように、実施例３８では、軟骨伝導振動部２５２５を構成する
圧電バイモルフ素子の金属板２５９７が携帯電話３４０１の正面と平行になるよう配置さ
れ、この結果、主振動方向であるＹ－Ｙ’方向がＧＵＩ表示部３４０５と直交する向きに
なるように軟骨伝導振動部２５２５が筐体構造３４２６に固着される。また、図５９（Ｂ
）に明らかなように、軟骨伝導振動部２５２５を構成する圧電バイモルフ素子はギャップ
なしに筐体構造３４２６の内側に密着固定され、主振動方向（Ｙ－Ｙ’方向）の振動が筐
体構造３４２６の表面に伝わりやすいよう構成される。
【０２６８】
　図５９（Ｃ）における実施例３８の変形例は、軟骨伝導振動部２５２５を構成する圧電
バイモルフ素子の金属板２５９７が携帯電話３４０１の側面と並行になるよう配置され、
この結果、主振動方向であるＹ－Ｙ’方向が携帯電話３４０１の側面と直交する向きにな
るように軟骨伝導振動部２５２５が筐体構造３４２６に固着される。これによって、携帯
電話３４０１の側面を耳に当てたときに効率よく軟骨伝導を得ることができる。なお、軟
骨伝導振動部２５２５の固着により圧電バイモルフ素子の非振動方向（Ｘ－Ｘ’方向）に
ついてもエネルギーは比較的小さいが振動が発生するので、携帯電話３４０１の正面また
は背面を耳軟骨全体に当てても軟骨伝導により音を聴くことができる。なお、図５９（Ｃ
）における実施例３８の変形例においても、図５９（Ｂ）と同様にして、軟骨伝導振動部
２５２５を構成する圧電バイモルフ素子がギャップなしに筐体構造３４２６の内側に密着
固定され、主振動方向（Ｙ－Ｙ’方向）の振動が筐体構造３４２６の表面に伝わりやすい
よう構成される。
【０２６９】
　図６０は、図５８の実施例３８における制御部３４３９の動作のフローチャートである
。なお、図６０のフローは主に軟骨伝導振動部２５２５の制御について説明するため、関
連する機能を中心に動作を抽出して図示しており、一般的な携帯電話の機能等、図６０の
フローに表記していない制御部３４３９の動作も存在する。図６０のフローは、携帯電話
３４０１の主電源のオンでスタートし、ステップＳ２６２で初期立上および各部機能チェ
ックを行うとともにＧＵＩ表示部３４０５における画面表示を開始する。次いでステップ
Ｓ２６４では、軟骨伝導振動部２５２５の機能をオフにしてステップＳ２６６に移行する
。
【０２７０】
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　ステップＳ２６６では、携帯電話２６６が通話中であるか否かチェックする。そして新
たに回線が繋がったときは通話中となるのでステップＳ２６８に進んで送話処理部２２２
および受話処理部２１２をオンし、ステップＳ２７０に移行する。なお、回線が繋がって
いて既に通話中である場合もステップＳ２６６からステップＳ２６８に進み、この場合は
送話処理部２２２および受話処理部２１２のオンを継続してステップＳ２７０に移行する
。
【０２７１】
　ステップＳ２７０では、加速度センサ４９により水平静止状態が検知されているか否か
チェックし、水平静止状態でなければステップＳ２７２に移行して軟骨伝導振動部をオン
してステップＳ２７４に移行する。なお、軟骨伝導振動部が既にオンされているときはオ
ン状態を継続する。一方、ステップＳ２７０で水平静止状態が検知されたときはステップ
Ｓ２７６に進み、送話処理部２２２および受話処理部２１２がオン状態であるか否かチェ
ックする。そしてこの場合はオン状態であるからステップＳ２７８に進み。軟骨伝導振動
部をオフしてステップＳ２７４に移行する。なお、軟骨伝導振動部が既にオフされている
ときはオフ状態を継続する。ステップＳ２７４では通話中であるか否かチェックし、通話
中であればステップＳ２７０に戻る。以下、通話中である限りはステップＳ２７０からス
テップＳ２７８を繰り返す。このようにして、通話中において携帯電話３４０１が一時的
に机等に置かれた時は、相手の声を受信してもその間は軟骨伝導振動部の振動を中断し、
机との間の不快な振動雑音の発生を防止する。当然ながら、ステップＳ２７０で水平静止
状態が検知されなくなればステップＳ２７２で軟骨伝導振動部がオンされ通話が復活する
。
【０２７２】
　一方、通話が行われていない状態であるかまたは通話の終了により通話中でないことが
ステップＳ２６６で検知されたときはステップＳ２８０に進み、送話処理部２２２および
受話処理部２１２をオフしてステップＳ２８２に移行する。なお、既に送話処理部２２２
および受話処理部２１２がオフの場合はオフ状態を継続してステップＳ２８２に移行する
。ステップＳ２８２では、着信があったかどうかチェックし、着信がなければステップＳ
２８４に移行してＧＵＩモードか否かチェックする。そしてＧＵＩモードであればステッ
プＳ２８６に進んで衝撃センサ検知処理を行うとともにステップＳ２８８でタッチ感フィ
ードバック処理を行ってステップＳ２９０に移行する。ステップＳ２８６およびステップ
Ｓ２８８は、何も操作がなければ直接ステップＳ２９０に移行するとともに、操作があれ
ばその操作に基づく衝撃センサ検知とタッチ感フィードバックを実行する処理である。
【０２７３】
　ステップＳ２９０では、低周波源２４３６をオンして、タッチ感フィードバック信号等
の入力に備える。そしてステップＳ２７０に進み、水平静止状態検知の有無をチェックす
る。そして水平静止状態でなければステップＳ２７２に移行して軟骨伝導振動部をオンし
、タッチ感フィードバック信号等の入力に備える。また、ステップＳ２７０で水平静止状
態が検知されたときはステップＳ２７６に進むがこの場合は送話処理部２２２および受話
処理部２１２がオンではないので、やはりステップＳ２７２に移行して軟骨伝導振動部を
オンする。このようにして低周波源がオンとなっているときは水平静止状態が検知されて
も軟骨伝導振動部はオンされる。また、軟骨伝導振動部がオンされているときはその衝撃
センサ機能も維持される。
【０２７４】
　一方、ステップＳ２８２で着信が検知されたときはステップＳ２９２に進み着信報知の
ためのバイブ信号を出力してステップＳ２９０に移行する。この場合もステップＳ２９０
で低周波源がオンとなりステップＳ２７２で軟骨伝導振動部がオンとなるが、ステップＳ
２７０で水平静止が検知されたとしてもステップＳ２７２に進んで伝導振動部がオンとな
ることはＧＵＩモードの場合と同様である。
【０２７５】
　ステップＳ２７４で通話中でないことが検知されたときはステップＳ２９６に移行し、
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主電源がオフされたかどうかチェックする。なお、ステップＳ２９０における低周波源の
オンを経てステップＳ２７４に至ったときも通話中ではないのでステップＳ２９６に移行
する。また、ステップＳ２８４でＧＵＩモードであることが検知されなければ、ステップ
Ｓ２９４に進み、低周波源をオフしてステップ２９６に至る。そしてステップＳ２９６で
主電源がオフされたことが検知されるとフローを終了する。一方、ステップＳ２９６で主
電源のオフが検知されない場合は、ステップＳ２６６に戻り、以下、ステップＳ２６６か
らステップＳ２９６を繰り返して種々の状況変化に対応する。
【０２７６】
　以上に説明した各実施例の種々の特徴は、上記の実施例に限ることなく、その利点が享
受できる限り他の実施形態においても実施可能である。また、各実施例の種々の特徴は、
個々の実施例に限られるものではなく、適宜他の実施例の特徴と入れ換えたり組合せたり
することができる。例えば、上記実施例３８において、水平静止に関する軟骨伝導振動部
の制御に関連し、テレビ電話モードであるか否かをチェックして該当する場合は、図６０
のステップＳ２７８における軟骨伝導振動部のオフに連動してテレビ電話用スピーカをオ
ンするよう構成することができる。
【０２７７】
　また、実施例３８において軟骨伝導振動部を携帯電話３４０１の筐体構造３４２６に支
持する態様は、実施例３８のような剛体的な直接固着に限るものではない。例えば、振動
の伝達が可能な限り、他の保持構造を介した間接的な剛体的支持であってもよい。また、
支持は必ずしも剛体的なものに限らず、音響インピーダンスが近似して筐体表面に振動が
伝達する限りは、弾性体を介した保持であってもよい。
【実施例３９】
【０２７８】
　図６１は、本発明の実施の形態に係る実施例３９およびその各種変形例に関する断面図
であり携帯電話３５０１ａから３５０１ｄとして構成される。なお、実施例３９は例えば
圧電バイモルフ素子によって構成される軟骨伝導振動部２５２５（以下、例示的に圧電バ
イモルフ素子２５２５として説明する。）の配置を除き図５８から図６０に示した実施例
３８と共通なので、説明に必要な部分以外の図示を省略するとともに図示部分については
、共通する部分に同一番号を付して必要のない限り説明を省略する。
【０２７９】
　図６１（Ａ）は実施例３９に関するものであり、携帯電話３５０１ａをその側面および
ＧＵＩ表示部３４０５の表示面に垂直な平面で切断して上方から見た断面図である。図示
から明らかなように、圧電バイモフル素子２５２５は、図５９（Ｃ）における実施例３８
の変形例のように携帯電話３５０１ａの一方の側面に沿って配置される。但し、図６１の
実施例３９においては、圧電バイモフル素子２５２５の主振動方向（Ｙ－Ｙ’方向）が側
面に垂直ではなく、側面に対し傾くよう支持されている。具体的に述べると、実施例３９
の側面にはその４つの側面稜線部分を面取りして設けた傾斜側面３５０７ａが設けられて
おり、圧電バイモルフ素子２５２５はこの傾斜側面３５０７ａの一つの内側に主振動面（
「金属板２５９７に平行な圧電バイモルフ２５２５の外面」を「主振動面」と定義する）
を接着して支持されている。これによって、圧電バイモフル素子２５２５の主振動方向（
Ｙ－Ｙ’方向であって主振動面と垂直な方向）は傾斜側面３５０７ａに垂直となる。
【０２８０】
　このような構造により、携帯電話３５０１ａの使用者は、ＧＵＩ表示部３４０５の表示
面が頬に接触して汚れるのを防止しつつ、容易に耳軟骨に携帯電話３５０１ａの傾斜側面
３５０７ａを当てることができる。既に他の実施例において説明してきたようにオーディ
オ関連の構成を携帯電話側面にまとめるとともに、ビジュアル関連の構成を携帯電話正面
にまとめらた構成は、携帯電話を耳等の顔に当てるときは側面を使用し、携帯電話を目で
眺める時は正面を使用するよう携帯電話の２面を使い分けることができ、携帯電話の正面
が顔について表示面が汚れるのを防止することができる上で有意義である。しかしながら
、側面使用の際に完全に側面を垂直に耳に接触させるよりも、表示面が若干顔の方を向く
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ようにして携帯電話を耳に接触させる使用形態も考えられる。図６１（Ａ）の実施例３９
はこのような使用を想定して構成されたものである。
【０２８１】
　上記のように、図６１（Ａ）の実施例３９は、圧電バイモフル素子２５２５が内側に接
着されている傾斜側面３５０７ａにおいて矢印２５ａの方向が主振動方向となるが、主振
動方向が傾いているため、矢印２５ａで示すＧＵＩ表示部３４０５の表示面に垂直な方向
の振動成分、および矢印２５ｃで示す側面振動成分が生じる。これによって、携帯電話３
５０１ａの正面（ＧＵＩ表示部３４０５の表示面）または背面、さらには、携帯電話３５
０１ａの両側面のいずれかを耳軟骨に当てた場合でも音を聴くことが可能となる。従って
、矢印２５ａの方向をベストポジションとして携帯電話３５０１ａのいずれの位置も任意
に使用することができる。なお、実施例図６１（Ａ）の実施例３９では、傾斜側面３５０
７ａがＧＵＩ表示部３４０５の表示面に近い傾きとなっているので、矢印２５ｂで示す方
向の振動成分の方が、矢印２５ｃで示す方向の振動成分よりも大きくなっている。
【０２８２】
　図６１（Ｂ）は実施例３９の第1変形例であり、携帯電話３５０１ｂは、傾斜側面３５
０７ｂの傾きをＧＵＩ表示部３４０５の表示面に対しほぼ４５度とすることにより、矢印
２５ｂで示す方向の振動成分と矢印２５ｃで示す方向の振動成分がほぼ均等となるよう構
成されている。これに対し、図６１（Ｃ）は実施例３９の第２変形例であり、携帯電話３
５０１Ｃは、傾斜側面３５０７ｃを側面に近い傾きとすることにより、矢印２５ｃで示す
方向の振動成分の方が、矢印２５ｂで示す方向の振動成分よりも大きくなるよう構成した
ものである。
【０２８３】
　なお、図６１（Ａ）から（Ｃ）は概略傾向の説明のために図示を極端にしているが、携
帯電話に伝達された後の圧電バイモフル素子２５２５の振動に極端な指向性が維持される
ことはないので、携帯電話内側に設けられる圧電バイモフル素子２５２５の主振動方向の
向きの微妙な変化が鋭敏に振動成分の変化を招くものではない。しかしながら、耳軟骨へ
の接触のベストポジションを考慮して実施例３９およびその変形例のように圧電バイモフ
ル素子２５２５の配置方向を調節することは意義が大きい。例えば、実施例図６１（Ａ）
から（Ｃ）のように平面状の傾斜側面を設ける場合、携帯電話３５０１の正面（ＧＵＩ表
示部３４０５の表示面）と傾斜側面の傾きを３０度程度から６０度程度の間とするのが実
用的である。
【０２８４】
　図６１（Ｄ）は、実施例３９の第３変形例であり、携帯電話３５０１ｄの側面は半円柱
面３５０７ｄとなっている。また、矢印２５ａの主振動方向はＧＵＩ表示部３４０５の表
示面に対しほぼ４５度となるよう半円柱面３５０７ｄの内側に押し付け支持されており、
矢印２５ｂで示す方向の振動成分と矢印２５ｃで示す方向の振動成分がほぼ均等となるよ
う構成されている。これによって、使用者は側面の半円柱面３５０７ｄから携帯電話３５
０１ｄの正面（ＧＵＩ表示部３４０５の表示面）または背面にわたる任意の場所を耳軟骨
に当てることができる。なお、　図６１（Ｄ）の実施例３９の第３変形例においては、矢
印２５ａの主振動方向はＧＵＩ表示部３４０５の表示面に対しほぼ４５度の場合に限らず
、図６１（Ａ）から（Ｃ）のように種々の傾きに設定することができる。さらに、保持の
傾きを調節可能とし、使用者の希望に応じて傾きを変更するサービスが提供できるよう構
成することも可能である。
【実施例４０】
【０２８５】
　図６２は、本発明の実施の形態に係る実施例４０およびその各種変形例に関する断面図
および要部透視斜視図であり、携帯電話３６０１ａから３６０１ｄとして構成される。な
お、実施例４０についても、圧電バイモルフ素子によって構成される軟骨伝導振動部２５
２５（以下、例示的に圧電バイモルフ素子２５２５として説明する。）の配置を除き図５
８から図６０に示した実施例３８と共通なので、説明に必要な部分以外の図示を省略する



(60) JP 6012146 B2 2016.10.25

10

20

30

40

50

とともに図示部分については、共通する部分に同一番号を付して必要のない限り説明を省
略する。
【０２８６】
　図６２（Ａ）は実施例４０に関するものであり、携帯電話３６０１ａをその側面３６０
７およびＧＵＩ表示部３４０５の表示面に垂直な平面で切断して上方から見た断面図であ
る。図示から明らかなように、圧電バイモフル素子２５２５は、図５９（Ｃ）における実
施例３８の変形例のように携帯電話３６０１ａの一方の側面３６０７に沿って配置される
。但し、図６２の実施例４０においては、実施例３９と同様にして圧電バイモフル素子２
５２５の主振動方向（Ｙ－Ｙ’方向）が側面に垂直ではなく、側面３６０７に対し傾くよ
う支持されている。また、実施例４０では、圧電バイモルフ素子２５２５の両側の主振動
面からの振動が、互いに直交する側面３６０７とＧＵＩ表示部３４０５の表示面にそれぞ
れ伝達されるよう構成される。
【０２８７】
　具体的に述べると、図６２（Ａ）における実施例４０の携帯電話３６０１ａの筐体には
、側面３６０７から内側に延びる第１支持構造３６００ａが設けられ、圧電バイモルフ素
子２５２５の一方の主振動面に接着されるとともに、ＧＵＩ表示部３４０５の表示面側の
筐体から内側に伸びる第２支持構造３６００ｂが設けられ、圧電バイモルフ素子２５２５
の他方の主振動面に接着されている。これによって、矢印２５ａで示す方向の主振動が、
矢印２５ｄで示す振動成分およびこれと直交する方向の矢印２５ｅで示す振動成分に分解
され、それぞれ側面３６０７およびＧＵＩ表示部３４０５の表示面側の筐体面に伝達され
る。このようにして、圧電バイモルフ素子２５２５における二つの主振動面の振動が携帯
電話３６０１ａの直交する方向に分解して伝達され、携帯電話３６０１ａの正面、背面、
側面のどの部分を耳軟骨に当てても圧電バイモルフ素子２５２５の振動を聞くことができ
る。なお、図６２（Ａ）における実施例４０は、圧電バイモルフ素子２５２５の同一部分
を両側から挟むように第１支持構造３６００ａおよび第２支持構造３６００ｂを設けたも
のである。
【０２８８】
　これに対し、図６２（Ｂ）は、実施例４０の第１変形例の携帯電話３６０１ｂの要部を
内側から見た透視斜視図である。図６２（Ｂ）から明らかなように、実施例４０の第１変
形例では、圧電バイモルフ素子２５２５の対向する主振動面が互いに食い違う位置で携帯
電話３６０１ｂに接着されるよう、第１支持構造３６００ａおよび第２支持構造３６００
ｂを設けたものである。これによって、圧電バイモルフ素子２５２５の接着作業が容易に
なるともに、圧電バイモルフ素子２５２５の振動の自由度抑制が少なくなり、効率よくそ
の振動を携帯電話３６０１ｂの筐体に伝達することができる。
【０２８９】
　図６２（Ｃ）は、実施例４０の第２変形例の携帯電話３６０１ｃをその側面３６０７お
よび上面に垂直な平面で切断して側方から見た断面図である。図６２（Ａ）の実施例４０
では、圧電バイモルフ素子２５２５の主振動方向が正面および側面にそれぞれ垂直な方向
の振動成分に分解されていたが、図６２（Ｃ）の実施例４０の第２変形例では、圧電バイ
モルフ素子２５２５の主振動方向が正面および上面にそれぞれ垂直な方向の振動成分に分
解される。
【０２９０】
　具体的に述べると、図６２（Ｃ）に明らかなように、実施例４０第２変形例では、携帯
電話３６０１ｃの筐体には、上面から内側に延びる第１支持構造３６００ｃが設けられ、
圧電バイモルフ素子２５２５の一方の主振動面に接着されるとともに、ＧＵＩ表示部３４
０５の表示面側の筐体から内側に伸びる第２支持構造３６００ｄが設けられ、圧電バイモ
ルフ素子２５２５の他方の主振動面に接着されている。これによって、矢印２５ａで示す
方向の主振動が、矢印２５ｆで示す振動成分およびこれと直交する方向の矢印２５ｅで示
す振動成分に分解され、それぞれ上面およびＧＵＩ表示部３４０５の表示面側の筐体面に
伝達される。このようにして、圧電バイモルフ素子２５２５における二つの主振動面の振
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動が携帯電話３６０１ｃの直交する方向に分解して伝達され、携帯電話３６０１ｃの正面
、背面、上面、下面のどの部分を耳軟骨に当てても圧電バイモルフ素子２５２５の振動を
聞くことができる。なお、図６２（Ｃ）における実施例４０の第２変形例は、図６２（Ａ
）と同様にして圧電バイモルフ素子２５２５の同一部分を両側から挟むように第１支持構
造３６００ｃおよび第２支持構造３６００ｄを設けた形の断面図となっているが、図６２
（Ｂ）のように圧電バイモルフ素子２５２５の両面の食い違った部分をそれぞれ接着する
よう構成してもよい。
【０２９１】
　図６２（Ｃ）における実施例４０の第２変形例は、携帯電話３６０１ｃの正面または背
面を耳軟骨につけて音を聴くのに適する他、携帯電話３５０１ｃの上面を軽く突き上げる
ような形で耳軟骨に当てる使用に好適であり、このような使用によっても表示面が顔に触
れて汚れるのを防止できる他、上面の突き上げ力を強めることによって耳珠で外耳道を塞
ぎ、耳栓骨導効果を容易に生じさせる上でも好適である。
【実施例４１】
【０２９２】
　図６３は、本発明の実施の形態に係る実施例４１に関する断面図であり、携帯電話３７
０１として構成される。なお、実施例４１についても、圧電バイモルフ素子によって構成
される軟骨伝導振動部２５２５（以下、例示的に圧電バイモルフ素子２５２５として説明
する。）の配置を除き図５８から図６０に示した実施例３８と共通なので、説明に必要な
部分以外の図示を省略するとともに図示部分については、共通する部分に同一番号を付し
て必要のない限り説明を省略する。
【０２９３】
　図６３（Ａ）は、実施例４１の携帯電話３７０１をその側面３７０７およびＧＵＩ表示
部３４０５の表示面に垂直な平面で切断して上方から見た断面図である。図示から明らか
なように、圧電バイモフル素子２５２５は、図５９（Ａ）における実施例３８のように携
帯電話３７０１の上面に沿って配置される。また圧電バイモフル素子２５２５の主振動方
向（Ｙ－Ｙ’方向）はＧＵＩ表示部３４０５の表示面に垂直な方向である。具体的には、
携帯電話３７０１の背面から内側に伸びる支持構造３７００ａに対して圧電バイモルフ素
子２５２５の中央部分を接着するとともに圧電バイモルフ素子２５２５の両端部分をとも
に自由端として振動が阻害されない状態に支持する。この結果、矢印２５ｇおよび矢印２
５ｈで示したような圧電バイモルフ素子２５２５の両端部分の自由振動の反作用が圧電バ
イモルフ素子２５２５の中央部分から支持構造３７００ａを介して携帯電話３７０１の筐
体に伝達される。
【０２９４】
　図６３（Ｂ）は、図６３（Ａ）のＢ－Ｂ断面を携帯電話３７０１の側方から見た断面図
であり、圧電バイモフル素子２５２５が携帯電話３７０１の背面から内側に伸びる支持構
造３７００によって圧電バイモルフ素子２５２５が支持されていること、および圧電バイ
モフル素子２５２５が携帯電話３７０１の上面に沿って配置されていることが理解される
。実施例６３のように、圧電バイモフル素子２５２５の主振動面の一部を携帯電話３７０
１の筐体の内側に支持するとともに主振動面の一部を浮かせて自由振動を許可する構造は
、圧電バイモルフ素子２５２５固有の音響特性に本質的な変更を加えることなく効率的に
その振動を携帯電話筐体に伝達するのに好適である。なお、実施例４１のような圧電バイ
モルフ素子２５２５中央での支持は、図５１に示す実施例３２のように端子が素子の中央
に位置する圧電バイモルフ素子の場合に特に好適である。
【０２９５】
　図６４は、図６３の実施例４１の種々の変形例を示すものであり、それぞれ、図６３（
Ａ）と同様にして携帯電話３７０１をその側面３７０７およびＧＵＩ表示部３４０５の表
示面に垂直な平面で切断して上方から見た断面図となっている。
【０２９６】
　図６４（Ａ）は、実施例４１の第１変形例であり、特に圧電バイモルフ素子２５２５の
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端子２５２５ａが素子端部に位置していて重心がアンバランスとなるとともに、素子への
電極接続によって矢印２５ｇで示す端子２５２５ａ側の自由振動が矢印２５ｈで示す完全
自由端の振動に比べ若干拘束される場合に適する。図６４（Ａ）の第１変形例はこれらの
アンバランスを補償するため、図６３の実施例４１の支持構造３７００ａに比べ、支持構
造３７０１ｂの位置を図上で左にシフトしたものである。
【０２９７】
　図６４（Ｂ）は、実施例４１の第２変形例であり、携帯電話３７０１の背面から内側に
伸びる一対の支持構造３７００ｃおよび３７００ｄに対して圧電バイモルフ素子２５２５
の両端をそれぞれ接着して支持したものである。これによって矢印２５ｉに示す圧電バイ
モルフ２５２５の中央部分の振動が自由となり、この振動の反作用が支持構造３７００ｃ
および３７００ｄを介して携帯電話３７０１の筐体に伝達される。
【０２９８】
　図６４（Ｃ）は、実施例４１の第３変形例であり、携帯電話３７０１の背面から内側に
伸びる支持構造３７００ｅに対して端子２５２５ａ側を接着することにより圧電バイモル
フ素子２５２５をカンチレバー構造に支持したものである。これによって矢印２５ｈに示
す圧電バイモルフ２５２５の自由端の振動の反作用が支持構造３７００ｅを介して携帯電
話３７０１の筐体に伝達される。
【０２９９】
　図６４（Ｄ）は、実施例４１の第４変形例であり、圧電バイモルフ素子２５２５を、弾
性体よりなる両面接着シート３７００ｆを介して携帯電話３７０１の背面の筐体内側に接
着したものである。この弾性体よりなる両面接着シート３７００ｆは、圧電バイモルフ素
子２５２５から筐体への伝導性を有する弾性体（シリコーン系ゴム、シリコーン系ゴムと
ブタジエン系ゴムとの混合物、天然ゴム、またはこれらに空気泡を密封した構造、等）等
により作られている。このような弾性接着により、圧電バイモルフの各部分が矢印２５ｇ
、２５ｈおよび２５ｉ等に示す振動の自由度を得るとともにその振動が両面接着シート３
７００ｆを介して携帯電話３７０１の筐体に伝達される。
【０３００】
　以上に説明した各実施例の種々の特徴は個々の実施例に限られるものではなく、適宜他
の実施例の特徴と入れ換えたり組合せたりすることができる。例えば、図６３および図６
４における実施例４１の圧電バイモルフ素子の自由振動に配慮した支持構造は、図６１の
実施例３９および図６２の実施例４０における圧電バイモルフ２５２５の傾斜保持の場合
にも採用できる。具体的に述べると図６２（Ｂ）における支持構造は、圧電バイモルフ素
子２５２５の両端を支持して中央部を自由にする意味で共通点がある。また、この例に限
らず、例えば、図６１の実施例３９およびその変形例において、振動面全体を傾斜側面の
内側に接着するのではなく、傾斜側面に図６３（Ａ）の支持構造３７００ａに類した突出
部を設け、これに圧電バイモルフ素子２５２５の中央部分のみを接着して両端部は自由端
とすることも可能である。あるいは、図６１の実施例３９およびその変形例において、圧
電バイモルフ素子２５２５の接着の際に、図６４（Ｄ）における実施例４１の第４変形例
のごとき弾性体を介在させることも可能である。
【０３０１】
　以上に説明した本発明の特徴の実施は上記の実施例における実施形態に限るものではな
く、その利点を享受できる限り他の実施形態によっても実施可能である。たとえば図６１
の実施例３９において、圧電バイモルフ素子２５２５は携帯電話内部において傾斜斜面の
内側に接着して支持するものとして説明したが、支持の具体的な構造はこれに限るもので
はない。例えば、図４９の実施例３１に準じ、傾斜斜面の外側に溝を設けてこの溝に外側
から圧電バイモルフ素子２５２５を嵌め込むごとき構造としてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０３０２】
本発明は、携帯電話および携帯型音楽プレーヤーなどに適用することができる。
【符号の説明】
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【０３０３】
３５０１、３６０１、３７０１　筐体構造
２５２５　軟骨伝導振動部
２５２５、２５９７　主振動面
３４０５　表示面
３５０７ａ、３５０７ｂ、３５０７ｃ　傾斜表面
３６０７、３７０７　側面
３５０７ａ　円柱状の表面
３６０７ａ、３７０７ａ　上面
３７００ｆ　弾性体

【図２】 【図３】
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【図１８】 【図１９】
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【図２４】 【図２５】

【図２６】 【図２７】
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